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など７項目）

(19) 市設建築物におけるファシ
リティマネジメントの推進

＜３．人事・給与制度＞
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ス等の改善

(15)天王寺動物園及び天王
寺公園の課題改善

＜６．区役所への権限移譲＞
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＜４．経営形態（ごみ）＞
(75) 家庭系ごみ収集輸送事業の

新たな経営形態への移行
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政法人化

(28) 博物館・美術館の独立行政
法人化

＜１．政策の刷新
（現役世代への重点投資）＞

(42) 予算にメリハリを付け、生み
出した財源を子育て・教育関
連に投資

(43) 教室への空調機設置
(44) 中学校給食の実施
(45) 塾代助成
(46) 学校教育 ＩＣＴの導入
(47) 校務支援ＩＣＴの導入
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(55) 小中学校の英語教育の充実

＜３．政策の刷新（西成特区構想）＞
(56) あいりん地域の環境整備
(57) あいりん地域の日雇労働者等の自
立支援

(58) 高齢単身生活保護受給者の社会的
つながりづくり

(59) あいりん地域を中心とした結核対策
(60) 基礎学力アップ事業（西成まなび塾）、
プレーパークモデル事業

＜６．府市連携（事業連携）＞
(68) 特別支援学校の府移管
(69) 高等学校の府への移管

(70) 生活保護の適正実施
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(72) 市バス事業の黒字化
(73) バス事業の民営化

＜３．経営形態（水道）＞
(74) 水道事業の民営化

＜９．経営形態（地下鉄）＞
(20) 交通局長の民間人材登用
(21 快適なトイレへの改修
(22) 地下鉄の終発時間の延長
(23) 運賃の値下げ
(24) 地下鉄売店の運営者公募
（FamilyMart、ポプラ）

(25) 駅ナカ事業の展開（ekimo）

＜８．府市連携（その他）＞
(81) 港湾の一元管理

＜７．政策の刷新（インフラ整備）＞
(78) 大阪駅地下駅化
（東海道線支線地下化
事業、新駅設置事業）

(79) なにわ筋線
(80) 淀川左岸線の延伸

(82) 密集住宅市街地整備の推進

Ｄ成長戦略 １８項目

＜１．府市連携（特区制度）＞
(83) 特区制度の創出・活用

＜２．府市連携（ＩＲ）＞
(84) ＩＲ実現に向けた検討

(97) グローバルイノベーション創出
支援拠点（うめきた）

(98) エリアマネジメント活動促進
制度の創設（うめきた）

(99) うめきた２期開発の緑化
(100) 御堂筋のあり方の抜本的な

見直し

＜３．府市連携（戦略会議）＞
(85) 大阪府市都市魅力戦略推進会議
(86) 大阪府市新大学構想会議
(87) 大阪府市エネルギー戦略会議
(88) 大阪府市医療戦略会議
(89) 大阪府市規制改革会議

＜４．政策の刷新（福祉施策の再構築）＞
(61) 特別養護老人ホーム待機者の解消
(62) 認知症高齢者等支援の充実
(63) 発達障がい者支援体制の構築
(64) 重症心身障がい児者支援の充実
(65)福祉施策推進パイロット事業
(66) 「ごみ屋敷」対策

＜５．府市連携（組織統合）＞
(67) 府立病院・市民病院の統合（住吉市
民病院と府立急性期・総合医療ｾﾝﾀｰの
機能統合）

(34) 新公会計制度の導入
(35) 市税・使用料の減免措置
の見直し

(36) 外郭団体数の削減、
OB再就職の適正化

(37) 外郭団体との随意契約
の削減

(38) 長期未着手の都市計画
道路・公園・緑地等の見

直し

(39) 条例・審査基準の見直し
(40) 市政情報の見える化
（オープン市役所）

(41) 意思決定の見える化
（戦略会議）

＜11．府市連携（統合本部）＞
(29)大阪府市統合本部

＜12．府市連携（組織統合）＞
(30) 大阪府中小企業信用保証協会
・大阪市信用保証協会

(31) 大阪府立公衆衛生研究所・大
阪市立環境科学研究所

(32) 府市連携による消防学校教育
訓練研修の充実強化

＜13．府市連携（事業連携）＞
(33)大阪市内府営住宅の市への移
管

＜４．府市連携（組織統合）＞
(90) 府立大学・市立大学
(91) 大阪観光局の設置
(92) 府立産業技術総合研究所と市立
工業研究所の統合

(93)大阪産業振興、大阪都市型産業
振興センターの統合

＜５．府市連携（事業連携）＞
(94) 大阪府立中之島図書館・大阪市
中央公会堂の連携

(95) 府市文化振興会議・アーツカウン
シル部会の設置

(96) 都市の魅力を向上させる各種イベ
ントの開催

大阪府市が連携して実施した改革の取組み。（別冊「大阪府市の連携」に掲載)

象限A～D、＜象限内での分類番号＞、（改革項目通し番号） ： 「大阪市役所の点検・棚卸し結果」報告書、別冊「大阪府市の連携」の該当項目の頁右肩に、整理番号として記載 例：A１(1)

＜５．経営形態（下水道）＞
(76) 下水道事業の経営形態の見

直し

＜６．経営形態（幼稚園・保育所）＞
(77) 幼稚園・保育所の民営化
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◆資料に記載の記号・番号の見方◆
・４つの分類
Ａ いわゆる行政改革
Ｂ 社会政策のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
Ｃ インフラ戦略
Ｄ 成長戦略

・＜＞内
本書での各章の分類

・（ ）内
市役所の改革項目通し番号

↓ 各項目のトップページ

↓ 各項目の説明ページ
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Ⅰ 行財政改革

【財政】
（１）財政再建
（２）財務マネジメント
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Ⅰ【財政】 (1)財政再建

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

大阪市は、かつては堅調な
税収を背景に、膨大な昼間
人口にかかる行政需要に応
じた財政支出を実施し、イン
フラ整備等を行ってきた。

しかし、バブル崩壊以後、
税収減少にも関わらず公債
費は増加し、職員数も多いま
まであった。

また、財政の硬直化が進み、
経常収支比率は100％を超え、
経常的な収入で経常的な支
出を賄えない状況となってい
た。

これまでの考え方ややり方
にとらわれず、ゼロベースで
事務事業を見直し、経費削減
を進める。

2012年度から「市政改革プ
ラン」がスタート
（目標）
事務事業の見直し
一般財源１億円以上の施策・
事業445項目のうち109項目
の内容を見直し。

2014年度目標効果額（一般財
源）：2012年度比▲226億円
→2012年度一般財源1億円以
上の事業費見込額の4.7%

また、職員数削減と人件費
削減をあわせて進める。

↓
経費を削減する一方で、市
長の重点的な施策である「現
役世代への重点投資」を拡
充する。

改革推進体制を強化し、局
横断的に改革を進める。

①人件費の削減 ・職員平均年収、ラスパイレス指数は
５大市中最低水準に

②職員数の削減 ・職員数 ▲12,000人
（2005～2013年度）→約25％減

③事務事業の見直し
と経費削減

・施策・事業のゼロベースの
見直し ▲211億円（2014年度の2012
年度比効果額）
→2012年度一般財源1億円以上の事
業費見込額の4.4%

④市債発行の抑制 ・市債残高は減少基調
→2012年度49,153億円
（2005年度比▲5,869億円）
・実質公債費率（2012年度 9.4％
2007年度比▲2.4%）・将来負担比率
（2012年度 180.8％ 2007年度比
▲83%）はともに改善

⑤財政の硬直性の
改善

・経常収支比率は、依然として高水準
→2012年度 101.9%（2005年度比
0.2％増）

⑥局横断的な改革推
進体制の構築

・市政改革室の設置（2006年度）
・改革プロジェクトチームの設置
（2011年度）

A1
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A1.(1)

① 人件費の削減

職員の平均年収は従来から平均年齢が低いこともあって他都市より低かったが、給料減
額等により、さらに低水準に。
また、人件費予算額も他都市と比較して大きく削減。
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Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建
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A1.(2)

② 職員数の削減

2005年度から2013年度までで、約12,000人（25％）の職員を削減。
他都市と比較しても大きな削減となったが、市民1万人あたりの職員数は依然として多い。

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建

25％減
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③ 事務事業の見直しと経費削減 （１／３）

「市政改革プラン（2012年7月策定）」に基づき、施策・事業のゼロベースの見直し、補助
金等の見直しを実施。

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建 A1.(3)、A7.(17)

○ 施策・事業のゼロベースの見直し（１０９項目）

削減効果額 合計 378億8,300万円

（2012～2014年度累計）

31.23 

136.42 

31.23 

105.19 

74.76 

31.23 136.42 211.18 

0

100

200

300

2012 2013 2014

（億円）

（年度）

当年度

累計（2012
年度～）

→ 378億
8,300万円

（一般財源）

※ 2014年度削減効果額 211.18億円 → 2012年度一般財源1億円以上の施策・事業の事業費見込（4,767億円）

の4.4%に相当

（※）

(参考) 2014年度大阪市一般財源額予算額は9,254億円であるが、 211.18億円はこれの約2％に相当する。

一般財源……使途が特定されておらず、自治体の裁量で使用できる市税等の財源。
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A1.(3)

③ 事務事業の見直しと経費削減 （２／３）

■ 施策・事業のゼロベースの見直し

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建

主な項目 結 果

市営交通料金福祉措置（敬老パス）への利用者
負担導入

・2013年7月 3千円の利用者負担導入
・2014年8月 1回50円の利用者負担の導入

市営交通料金福祉措置（母子家庭等）の見直し ・2013年度末 廃止

高齢者世帯等への上下水道料金福祉措置
（減免）の廃止

・2013年10月 重度障がい者世帯、高齢者世帯等に対する
基本料金相当額の減免を廃止

社会福祉施設に対する上下水道料金福祉措置
（減免）の廃止

・2013年度 減免率40％→20％
・2013年度末 廃止

保育料等の軽減措置の見直し ・2013年度 保育料徴収基準額69.4％→70.5％

全項目一覧は

付属資料１（施策・事業のゼロベースの見直し）を参
照。

○一般財源１億円以上の施策・事業（445項目 計4,767億円）の検証を行い、見直しの対象事業（109項目

計1,410億円）を抽出。その上で内容を見直し、2014年度には2012年度と比較して211億円を削減。

109項目
1,156億円

2012年度事業費
（通年見込み額）

2014年度予算額

１億円以上の
施策・事業を
見直し検討対象

とした

445項目
4,767億円 見直した事業

109項目
1,410億円

事業継続と判断

336項目
3,357億円

見直し効果額 211億円
見直しによらない減 43億円
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A1.(3)

経費削減の一方で、市長の重点施策の「現役世代への重点投資」を拡充。
主に、こども・教育分野を拡大。
（一般会計予算に占める割合 2011年度：約4‰→2014年度：16‰）。

③ 事務事業の見直しと経費削減（現役世代への重点投資） （３／３）

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建

妊婦健康診

査, 23億円

こども医療

助成, 73億円

待機児童

解消等

, 57億円

塾代助成, 
17億円

中学校給

食, 18億円

中学校空

調機

, 39億円

学校ＩＣ

Ｔ, 16億円

校長戦略

予算等, 
27億円
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市債発行額、

公共事業費

（億円）

市債残高

（億円）

（年度）

市債残高と市債発行額、公共事業費

（一般会計）

市債残高

市債発行額

公共事業費

④ 市債発行の抑制 （１／２）

市債残高は2005年度までは増加の一途を辿っていたが、2005年度以降は減少基調。
市債発行額は2006年度以降横ばいで推移し、2009年度以降は微減。

A 1Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建
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・ 将来負担比率は５大市平均水準まで改善。

5
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25

2007 2009 2011

（％）

（年度）

実質公債費比率

大阪市

横浜市

名古屋市

京都市

神戸市

５大市平均

100
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2007 2009 2011

（％）

（年度）

将来負担比率

大阪市

横浜市

名古屋市

京都市

神戸市

５大市平均

・ 実質公債費比率は従来から良好。
・ この数年でさらに改善。

④ 市債発行の抑制 （２／２）

市債発行抑制により、実質公債費比率、将来負担比率ともに改善してきた。

A 1Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建
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A 1

経常収支比率は他都市と比べて高止まりしており、財政は硬直化

⑤ 財政の硬直性の改善

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建
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96.0
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（％）

（年度）

経常収支比率

（普通会計）

大阪市

横浜市

名古屋市

京都市

神戸市
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改革プロジェクトチーム

リーダー

サブリーダー
プロジェクトメンバー

・施策・事業の見直し（7人）
・指定管理者制度の見直し（4人）
・市民利用施設のあり方の検討（6人）
・補助金等の見直し（4人）
・人事・給与制度の見直し（8人）
・経営形態の見直し（8人）
・公共事業の見直し（6人）
・外郭団体の見直し（6人）
・業務フローの最適化（10人）
・歳入の確保（5人）

（2014年4月1日現在）

⑥ 局横断的な改革推進体制の構築

人 事 室 長

政策企画室長

総 務 局 長

市政改革室長

財 政 局 長

契約管財局長

改革を推進するため、局横断的なプロジェクトチームを設置。
（ 2011年12月）

A 1Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建

市 長

副市長

（合計64人）
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Ⅰ【財政】 (2)財務マネジメント

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

厳しい財政状況を受けて経

費削減を進めてきたが、扶助

費の増大等により財政は硬直

化しており、縮減だけでは限

界があった。

扶助費の推移

3,091億円 → 5052億円
（2002年度） （2012年度）

税以外の収入を確保するた

めの取組や体制が十分では

なく、各局が自律的に財務を

マネジメントする仕組みも未成

熟であった。

一方で、地方公社等に対す

る債務保証や損失補償など、

団体が借入金を返済できなく

なった場合に市が負担を要す

るものがあり、将来の財政に

悪影響を及ぼし得るリスクが

存在していた。

税収の劇的な増が見込めな

い中、新たな収入源を確保す

る。

財務リスクについては、個々

の事業実態やリスクの程度、

負担の内容等を勘案しながら、

処理スキームや内容、処理の

進捗状況に応じた分類を行う

等して、統一管理・公表する。

各部門が自らのマネジメント

のもと予算編成に取り組む仕

組みを構築する。

①未収金回収の強化 ・市債権回収対策室の設置

（2012年8月）
・未収金残高

757億円 → 610億円
（2008年度） （2012年度）

②広告事業収入の確保 ・広告事業推進プロジェクト

チームの設置

（2011年4月）
・広告事業効果額

0.3億円 → 3億円
（2006年度） （2012年度）

③不用資産の売却 ・売却実績

1,303億円
（2005～2011年度累計）

④資金調達環境の整備 ・国債スプレッド

16.4bp → 6.5bp
（2007年4月） （2014年4月）

⑤財務リスクの計画的な

処理・健全化、抜本的対策

・財務リスク額

5,317億円 → 2,799億円
（2007年度） （2014年度）

⑥分権型予算編成システムと

予算シーリングの導入

・各局による自律的な選択と

集中による施策の展開

A 2
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未収金の残高はなお多いものの、着実に減少してきている。

【主な未収金（2012年度決算額）】
・国民健康保険料（229億円）
・市税（217億円）
・生活保護費返還金（64億円）

▲259 ▲276 ▲240 ▲227

240 225 200 190

757 738
687

647
610

▲400

▲200

0

200

400

600

800

2008 2009 2010 2011 2012

（億円）

（年度）

未収金残高

発生額

解消額

年度末残高

■効果額

① 未収金回収の強化

Ⅰ 行財政改革【財政】・財務マネジメントⅠ 行財政改革【財政】・財務マネジメント A 2.(6)

合計
610

（億円）
(0.69%) (0.72%) (0.58%)(0.61%)

※未収金発生額の下の（ ）は、徴収すべき額に対する発生額の割合。

229

217

64

19 13
9 59

国民健康保険料

市税

生活保護費返還金

介護保険料

住宅使用料

保育所保育料

その他

未収金残高の内訳
（2012年度決算額）
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ネーミングライツ等の広告事業を展開し、税以外の収入を確保してきている。

（主な契約事例）

■効果額

（歳出削減額を含む）

Ⅰ 行財政改革【財政】・財務マネジメントⅠ 行財政改革【財政】・財務マネジメント

② 広告事業収入の確保

A 2.(4)

施設名 ネーミング パートナー 収入金額 契約期間

長居陸上
競技場

ヤンマー
スタジアム長居

ヤンマー（株）

両施設で

1億円
（年額、税別）

2014.3.1
～2019.2.28長居第2

陸上競技場
ヤンマー
フィールド長居

長居
球技場

キンチョウ
スタジアム

大日本除虫菊（株）
1,800万円
（年額、税別）

2010.8.1
～2013.12.31
（当 初）

2014.1.1
～2016.12.31
（更新後）

梅田新
歩道橋

ROHTO
よろこビックリ
梅田新歩道橋

ロート製薬（株）
610万円
（年額、税込）

2013.6.1
～2016.5.31

阿倍野
歩道橋

鮨屋萬助・
阿倍野歩道橋

（株）小鯛雀鮨鮨萬
360万円
（年額、税込）

2013.11.1
～2016.10.31

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2006 2009 2012

（億円）

（年度）

広告事業効果額

（決算額）
ネーミングライツ

その他
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不用となった資産は積極的に売却することで、税外収入を確保してきた。

291 
410 

645 
777 

923 
1,056 

291 

119 

235 

132 

146 

133 

247 

291 

410 

645 

777 

923 

1,056 

1,303 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

（億円）

（年度）

不動産（土地・建物）売却額

（普通会計）

当年度

累計

（2005
年度

～）

・2007年度
未利用地売却目標設定
：10年間で1,000億円

→ 2010年度に前倒し達成

・2008年度
未利用地売却促進インセンティブ
制度を導入

・2010年度
新たな売却目標設定
：2018年度までに1,500億円

（参考）
「大阪市未利用地活用方針」における処分検討地

約1,294億円 （2014年6月末時点）

Ⅰ 行財政改革【財政】・財務マネジメント

③ 不用資産の売却

A 2.(5)

■効果額

2011年度税収
（6,361億円）の
約4%に相当
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投資家の評価を高める工夫の結果、国債スプレッド(※１)は縮小。
資金調達環境は改善してきている。

（投資家ニーズに応じた取組）
・2007年度～ 超長期債の発行
・2012年度～ 主幹事方式の導入

Ⅰ 行財政改革【財政】・財務マネジメントⅠ 行財政改革【財政】・財務マネジメント

④ 資金調達環境の整備

A 2.(8)

大阪市＞横浜市の部分

超長期債の発行開始 主幹事方式の導入

※２

※２ ｂｐ（ベーシスポイント）・・・債券の利回り等に用いられる単位（1bp＝0.01％）。

※１ 国債スプレッド・・・同条件の国債と地方債を比較した場合に生じる金利差のことであり、これが小さいほど、その地方債発行体はより少ない
利息で資金を調達できる。
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市の財政収支に大きく影響を及ぼす危険性があるものを「財務リスク」としてとりまとめ、処理状況
を公表している。
売却や第三セクター等改革推進債の活用等、計画的な処理・健全化、抜本的対策を進めてきた
ことで、財務リスク額は減少してきている。

＜処理の済んだ事業＞
・ ビッグステップ
→ 2007年に売却（売却益70億円）

・ ソーラ新大阪・キッズパーク
→ 2008年に売却（売却益151億円）

・ ＷＴＣ
→ 2010年に損失補償（424億円）、解散

・ 土地開発公社
→ 2011年に債権放棄（175億円）、解散

・ 道路公社
→2014年に債権放棄（286億円） 、解散

＜現在取組・処理を進めている事業＞
・ 阿倍野再開発事業
・ 此花西部臨海地区土地区画整理事業
・ 特定調停を行った団体
・ ＭＤＣ （湊町開発センター）
・ ＡＴＣ （アジア太平洋トレードセンター）
・ クリスタ長堀

・ オーク200
・ オスカードリーム

Ⅰ 行財政改革【財政】・財務マネジメントⅠ 行財政改革【財政】・財務マネジメント

⑤ 財務リスクの処理

A 2.(7)

5,317 

2,799 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2007 2014

（億円）

（年）

財務リスク額の推移

ビッグステップ

ソーラ新大阪

キッズパーク

WTC

土地開発公社

道路公社

阿倍野再開発事業

此花西部臨海地区土地区画整理事業

MDC

ATC

クリスタ長堀

オーク200

オスカードリーム

2014年までに
処理の済んだ
事業

20



Ⅰ 行財政改革

【人事】
（３）人事・給与制度
（４）公募制度
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・市民感覚、民間経営感覚
と乖離
・硬直化し、変化を厭う組織
風土
・コンプライアンス意識の弱
さ
・ムダを徹底的に排除し、成
果を意識した行財政運営が
必要

・人材像、組織風土の
抜本的見直し
・職員採用
・人材登用
・人事考課

・人件費の削減

・大阪府との間で整合
性のとれた制度の構
築

①職員採用試験の抜本的見直し等
・事務行政(22-25)採用試験等にお
けるエントリーシートの導入、教養試
験の廃止、民間企業の就職活動ス
ケジュールに合わせた試験

・社会人経験者区分採用試験の実
施

・女性職員の積極的な登用

・大阪府との人事交流の拡大

・エントリーシートの導入、教養試験の
廃止、民間企業の就職活動スケジュー
ルに合わせた試験実施はいずれも政
令市初。従来、中心であった法学部系
以外に、理系、外国語系学部出身者な
ど、多様な人材を確保。

・社会人経験者区分採用の拡大
（2011年度27名→2012年度101名）

・女性職員の管理職への積極的な登
用（課長補佐相当職以上で、企業管理
者を含み、教育長及び教員を除く）
（2008年度8.6％→2013年度12.4％）
（５大市平均 2013年度11.7％）

・大阪府との人事交流の拡大
（2011年度36名→2014年度76名）

②相対評価の導入 相対評価による新たな人事評価制度
の導入（2013年度）

③給与制度改革 職員の給与カット率の拡大、政令市で
初めて幹部職員への「定額制」を導入、
役職間の給料月額の「重なり」幅の縮
減、住居手当の見直し、技能労務職員
の給与水準の見直し（以上2012年度）、
旅費制度の見直し（2013年度）

④職員の政治的行為の禁止、服務
規律の厳格化

政令市では福岡市を除いて例のない、
職員の政治的行為の制限に関する条
例や、労使関係に関する条例の施行
（2012年8月）

Ⅰ【人事】 (3)人事・給与制度 A3
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2011年度 2012年度 2013年度

①職員採用試験の
抜本的見直し等

社会人経験者区分採用の
開始

事務行政(22-25)採用試験等
におけるエントリーシート方
式の導入等

②相対評価の導入
人事評価制度に相対評価を
導入

③給与制度改革

職員の給与カット率の拡大、
幹部職員への「定額制」の導
入、役職間の給料月額の「重
なり」幅の縮減、住居手当の
見直し、技能労務職員の給
与水準の見直し

旅費制度の見直し
（日当の廃止や宿泊料の減
額など）

④職員の政治的行
為の禁止、服務規律
の厳格化

服務規律刷新プロジェクト
チームの設置

職員の政治的行為の制限に
関する条例、労使関係に関
する条例の制定

人事・給与制度改革（経過）

A3.(9)(10)Ⅰ 行財政改革【人事】・人事・給与制度

2012年6月、職員に関する基本的な事項を定めた職員基本条例等を施行し、人事・給与制度にか
かる種々の改革を進めてきた。
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①職員採用試験の抜本的見直し等

A3Ⅰ 行財政改革【人事】・人事・給与制度

多様な人材を確保するため、政令市で初めて大学卒等採用試験においてエントリーシート方式を導入し、教養試験を廃止するな
ど、民間企業志望の大学生等も受験しやすい試験を実施。

24

項 目 内 容

職
員
採
用

新
規
・中
途
採
用
（事
務
行
政
）

試験区分を見直し、民間企業等で実施されている受験者
の意欲・行動力を問うエントリーシート方式を導入し、すべ
ての試験区分において教養試験を廃止【政令市初】

民間企業の就職活動のスケジュールにあわせて、試験実
施日程を早期化【政令市初】

・採用試験実施状況（大学卒等）

・第1次試験合格者に対するアンケート結果 受験しやすくなったとの回答 77％
・従来中心であった法学部系以外に、理系、外国語系学部出身者を確保。

中
途

採
用

多様な人材の確保に向けて、社会人経験者区分採用試
験の実施

・社会人経験者区分採用の拡大（事務行政・社会福祉）
（2011年度27名→2012年度101名（※）） ※新規採用者に占める割合42.1％

人事異動
女性職員の積極的な登用

2008年度8.6％→2013年度12.4％
他都市（2013年度）：横浜市12.6％、名古屋市10.6％、京都市11.0％、神戸市10.7％

大阪府との人事交流の拡大 2011年度36名→2014年度76名

年度 申込者数 合格者数 入庁者数 倍率

2012年度
・22‐25歳
・26‐34歳

1,679名
2,000名

106名
79名

100名
71名

15.8倍
25.3倍

2011年度
・22‐32歳
・社会人
経験者

1,213名
2,182名

45名
31名

41名
27名

27.0倍
70.4倍

■見直し前と後の申込状況等比較（行政職 大学卒業程度）

2,182 2,000
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相対

絶対

期待レベル

を上回った
4.0以上 34 9 43

3.75以上
4.0未満

189 85 3 277

3.5以上
3.75未満 557 1,744 532 3 2,835

3.25以上
3.5未満

108 1,624 5,248 66 7 7,053

3.0以上
3.25未満

3 99 4,936 1,025 174 6,238

2.75以上
3.0未満 170 688 419 1,277

2.5以上
2.75未満

6 45 225 276

2.25以上
2.5未満

5 64 69

2.0以上
2.25未満 2 35 37

期待レベルを

大きく下回った
2.0未満 18 18

総人数 891 3,561 10,895 1,834 942 18,123

期待レベル
に達した

期待レベル
を下回った

第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 総人数

相対評価と絶対評価の分布（2013年度実施結果）

②相対評価の導入

A3.(10)Ⅰ 行財政改革【人事】・人事・給与制度

相対評価を政令市で初めて本格的に導入。
なお、絶対評価が3.0点以上（期待レベルに達した）の職員のうち、一定数が下位の区分に
分布（下表の ）しているほか、相対評価の全ての区分において、絶対評価との乖離が
ある。
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③給与制度改革

項 目 他都市状況※2 内 容

職員の給与カット率の拡大 カット率は政令市最大
横浜市：カット未実施
名古屋市：給料（▲4%～▲2％）
京都市：カット未実施
神戸市：カット未実施

給料（▲14%～▲3%）、管理職手当（▲5%）、
退職手当（▲5%）等
効果額：▲136億円（別に交通局におけるカッ
ト拡大あり）

幹部職員への「定額制」の導入 政令市初 部長級及び局長級について、職務・職責をよ
り明確に反映させた給与体系とするため、昇
給を前提とした号給構成を撤廃し、給料月額
の定額制を導入

役職間の給料月額の「重なり」幅の縮減 例えば、大阪市の行政職給料表4級(係長
級)と5級(課長代理級)との重なり幅は、横
浜市・名古屋市・京都市・神戸市のいずれ
の重なり幅よりも小さい

「職務給の原則」の徹底を図るため、各級の
最高号給をカット

住居手当の見直し 横浜市：実施済
名古屋市：未実施
京都市：未実施
神戸市：未実施

「持ち家」にかかる手当区分を廃止
効果額：▲17億円

技能労務職員の給与水準の見直し 賃金センサスの考慮は政令市初 民間の同一の職種又は相当する職種の水準
との均衡を考慮した大阪府の技能労務職給
料表に切り替え。その後、民間の給与カーブ
を考慮した改定を実施

旅費制度の見直し 横浜市・名古屋市・京都市・神戸市のいず
れも日当の廃止は実施していない

日当・食卓料の廃止、宿泊料の減額

職員の給与制度の改革を進めた結果、ラスパイレス指数（96.4※1）は政令市中、堺市に次ぐ低い水準となって
いる。（2013年4月1日現在）。

A3Ⅰ 行財政改革【人事】・人事・給与制度

※1 国家公務員の時限的な(2年間)給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値
※2 他都市状況については、2014年4月1日現在 26



④職員の政治的行為の禁止、服務規律の厳格化

2012年3月に大阪市服務規律刷新プロジェクトチームを設置し、服務規律の厳格化
と職員の意識や組織風土の刷新に取り組んでいる。

2012年6月
～2013年5月

2013年7月
～2014年6月 増減

個別重点項目
喫煙等

６４ ３６ ▲２８

一般服務関係
兼業等

１３ １４ １

一般非行関係
わいせつ行為等

４２ ３２ ▲１０

安全運航関係 １４ １３ ▲ １

計 １３３ ９５ ▲３８

※2013年7月～14年6月は、2014年7月9日現在の見込件数を含む

喫煙等で取組の成果が表れているが、なお不祥
事が発生しており、全庁的な取組を継続すること
が必要

A3.(9)Ⅰ 行財政改革【人事】・人事・給与制度

懲戒処分件数の推移

年 度 件 数

2009年度 201件

2010年度 208件

2011年度 130件

2012年度 210件

2013年度 176件

懲戒処分件数
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Ⅰ【人事】 (4)公募制度

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

行政の施策推進や学校
運営にあたって、内部職
員の登用のみでは市民・
利用者の視点や経営感
覚が足りない点があった。

外部人材登用（職員
からの募集を含む）に
よる職員の意識改革、
組織の活性化や民間
視点・経営感覚の導入。

（選考方法）

職務経歴書・実績調
書・論文等による書類選
考を経て、市長・副市
長・外部有識者・本市所
属長等による面接選考
により決定

大阪市の内部の人材だけでなく、
外部の人材も対象とした公募を実
施。
職員基本条例(2012.6～)、市立
学校活性化条例(2012.7～)

（公募の実施状況）
・2011年度

24区役所の区長
・2012年度～
危機管理監、福祉局長、
健康局長、港湾局長、
行政委員会事務局長、
経済戦略局長、都市計画局長、
都市整備局長、建設局長
（計9局長）
・2012年度～
119校の校長

2012年度
（区長）
・公募24区長中18名の外
部人材が就任

（但し、後に1名が分限免職となるほか、
任期を待たず2名が退職、2名が異動）

2013年度～
（局長）
・公募9局長中2名の外部
人材が就任

（校長）
・公募119校長中23名の
外部人材の校長が就任

（但し、後に 1名が懲戒免職となるほ
か、任期を待たず3名が退職）

A 4
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区長

・2011年度 24区役所の全区長の公募を実施
・2012年度 18名の外部人材が区長に就任

（但し、後に1名が分限免職となるほか、任期を待たず2名が退職、2名
が異動）

局長

・2012年度～ 26局中9局の局長の公募を実施
・2013年度～ 2名の外部人材が局長に就任

（行政委員会事務局長、経済戦略局長）

校長

・2012年度～ 443校長中119校の校長の公募
を実施

・2013年度～ 23名の外部人材が校長に就任

（但し、後に 1名が懲戒免職となるほか、任期を待たず3名が退職）

A 4.(11)～(13)

1,431
名

30名

263
名

24名

合計
1,461名

合計
287名

1,071
名

707
名 合計

1,778名

18名

6名

合計
24名

2名

7名 合計
9名

23名

96名

合計
119名

外部人材 内部人材

（参考）他都市の状況
新潟市 4区長の公募を実施(2名の外部人材を登用)
堺市 1区長の公募を実施(外部人材を登用)
その他 横浜市・川崎市・千葉市で庁内公募実績あり

＜応募者数＞ ＜就任者数＞

人材の公募

幹部ポストは市役所内部だけでなく、外部人材も対象として公募。

Ⅰ 行財政改革【人事】・公募制度

（参考）他都市の状況
政令市では大阪市のみ

（参考）他都市の状況
横浜市・新潟市・浜松市・堺市・福岡市などで校長
公募を実施
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A 4.(11)～(13)A 4.(11)～(13)

公募人材の成果・不祥事案

Ⅰ 行財政改革【人事】・公募制度

【公募区長・公募校長の主な実績例】

公募により任用された外部人材については、外部の視点や民間の経営感覚で様々な独自施策に
取り組むなど、一定の成果。一方で、外部人材による不祥事案も発生。

主な実績例 取 組 内 容

訪問型病児・病後児保育支援事業（淀
川区）

保護者の就労により、家庭で病気の子どもを保育できない場合に、事業者から派遣
された保育者が子どもを家庭で保育できるよう保育料相当額を補助

小中学校特別支援学級等応援事業（西
区）

小中学校特別支援学級に在籍する児童・生徒等の放課後課外活動や校外活動等に対
して有償ボランティアを配置

未来の“てんのうじ”を担う社会起業
家育成事業（天王寺区）

中高生インターンシップ事業
小学生社会体験プログラム事業

梅香小学校（此花区） 英語力向上のため全学年で英語授業の実施、ＩＣＴ（電子黒板機能付き液晶プロ
ジェクター）を活用した授業の実施

敷津小学校（浪速区） 基礎学力定着のため、細かいステップを踏まえたチャレンジプリントを活用し、そ
れぞれの子どもに応じた学習の推進に取り組む

【不祥事案】

事 案 概 要 処分の内容

[淀川区長] 2012年8月、ツイッター上で、不適切な投稿を行った。
2013年10 月、ツイッターに不適切な内容の投稿をし、本市の信用を失墜。

2012年8 月 口頭注意
2013年11 月 減給1 月

[東住吉区長] 経歴に関する情報提供があり、事実確認を行うなかで、本人が虚偽の回答を繰り返した。
また、年金記録に係る文書を改ざんして本市に提出。

2013年4 月分限免職

[東成区長] 2012 年10 月から12 月までにかけて、女性部下職員の私生活等に関する不適切な発言を行
うとともに、不適切な行為を行った。

2013年9 月 減給1 月

[大和田小学校長] 応募の際に虚偽の職歴を記載した受験申込書を提出し、選考合格後に偽造した職歴
証明書を提出した。また、PTA会計預かり金を学校外に持ち出す不適正な金銭の取り扱いを行い、金銭の
提示を命じた職務命令に違反した。

2014年7 月 懲戒免職
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A 4.(11)～(13)A 4.(11)～(13)

よりよい公募制度に向けた改善

不祥事や退職等の事態が発生したこと等を受け、2013年12月に市長を座長とする「公募制度のあり
方検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、2014年6月に課題や対応策を盛り込んだ「公募制度のあり方
について」を公表し、改善策に沿った運用を実施。

Ⅰ 行財政改革【人事】・公募制度

【参考】 外部人材就任後の状況 （2014年7月末現在）

現職を継

続, 13名

分限免職, 
1名

任期を待た

ず退職, 2
名

異動, 2名

現職を継

続, 19名

懲戒免職, 
1名

任期を待た

ず退職, 3
名

＜区長＞ ＜校長＞

【主な改善策】

①採用プロセスの改善等

選考方法（論文・面接手法）の改善や面接スキルの向上により、優秀な人材を見極めるとともに、
効果的な広報戦略、採用基準の明確化等を図る。

②適格性を欠く場合の対応策
現に就いている職(ポスト)にふさわしくない場合、内部人材、外部人材を問わず当該職(ポスト)を解

任する。

③優秀な人材確保に向けた対応策
特に優秀な外部人材の中途採用や任期延長などにより優秀な人材を確保していく。

※

※

※北区長・城東区長 ※南港緑小学校長・三先小学校長・巽中学校長
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Ⅱ 業務執行の刷新

（１）サービス改善（動物園など）
（２）区役所への権限移譲
（３）補助金等の見直し
（４）市民利用施設の見直し
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・市民利用施設において、利用
者の視点でサービスが提供さ
れていない。

・サービス水準が低い。

【「規制・サービス改革部会」の設置】
・2013年2月に府市統合本部に「規制・
サービス改善部会」が設置され、サービス
改善の取組を実施する。

【アンケートの実施】

・天王寺動物園、美術館、自然史博物館、
東洋陶磁美術館、中央図書館、市立大学
学術情報総合センターをモデル施設とし
て、利用者アンケートを実施(2013年3月
～4月)

・利用者アンケートで寄せられた意見の整
理等を通して、現場主体による自己点検
を行い、サービス改善を実施

【今後の展開】

・府と市で情報共有しながら、他施設にお
けるサービス改善にも活かしていく。

【サービス改善策( 別紙)】
・利用者のアメニティに関
わるトイレ、開館日・開館
時間、案内表示のサービ
ス改善を実施

トイレの
改修

開館日・
開館時間
の延長等

案内表示
の改善・
設置

①天王寺動物園 ◎
※

◎ ◎

②美術館 ○
※

◎ ◎

③自然史博物館 ◎ ◎ ◎

④東洋陶磁美術館 ◎ ◎ ◎

⑤中央図書館 ◎ ◎ ◎

⑥市立大学学術情報総
合センター

◎ ◎ ◎

・「職員による課題改善タスクフォース」を
設置し、職員で改善の取組を実施する。

⑦天王寺公園
【サービス改善策(2014年
度～の取組は別紙)】

・すぐできる日常的な改善
を職員が実施

・園路補修、不用物撤去など

・民間活力を導入する。 ・エントランスエリアを魅
力創造・管理運営する民
間事業者を募集(2014年1
月)

民間事業予定者の決定(2014年
10月予定)

Ⅱ(1)サービス改善（動物園など） A5

※◎は実施済み、○は実施予定（2017年度）をあらわす33



主なサービス向上の取組（予定を含む）

トイレの改修 開館日・開館時間の延長等 案内表示の改善・設置等

①天王寺動物園

・先行改修整備・建替
・整備基本計画の策定
・整備基本計画に基づく
改修整備（2015年度～）

・5月・9月の土日祝時間延長
（午後6時まで）
・お盆期間の夜間延長
（午後7時まで）
・元日の臨時開園
・ゴールデンウィーク期間中等の
臨時開園

・わかりやすい案内表示の設計
・トイレの案内表示の改善
・喫煙スペースの明示等の改善
・わかりやすい案内表示の設置
（2015年度）

②美術館

・美術館の大改修に合わせた改修
（2017年度）

・お盆期間の夜間延長の試行
実施（午後7時まで）
・ゴールデンウィーク期間中の
特別観賞会の実施（2014年4月28
日）

・天王寺ゲートに案内表示の設置
・館内案内板の一部改修
・JR天王寺駅の美術館案内表示の
設置
・エリアにおける統一的な案内表示
の作成（2015年度）

③自然史博物館

・1階・2階トイレの改装及び
洋式化

・春休み期間の臨時開館の試行
実施（2014年3月24日・31日、4月7日）
・ゴールデンウィーク期間中の
臨時開館（2014年4月28日）
・植物園でのイベントに合わせた
早朝開館の試行実施
（2014年7月12・13日午前8時30分～）

・公園内案内図の充実
・新改札口の開設（11月試行実施）

④東洋陶磁美術館

・和式トイレの洋式化
（地下1階、1階、2階）

・ゴールデンウィーク期間中の
臨時開館（2014年4月28日）
・光のルネサンス会期中の夜間
延長（午後7時まで）

・館内案内表示の充実
・エリアにおける統一的な案内表示
の作成（2015年度）

⑤中央図書館

・1階女子トイレの洋式化
（他のトイレについても
順次実施予定）

・開館日の増
中央図書館：4日間
地域図書館：2日間

・年末開館（2014年12月28日）
・蔵書点検日の見直し

・子ども向け表示の設置
・1階休憩スペース案内表示の設置
・外国語案内の追加

⑥市立大学学術
情報総合センター

・障がい者用トイレへの
洗浄トイレの設置
（10か所）

・春休み等の開館日増（5日間）
・早朝開館（8：30～、163日）
・土曜日の開館時間延長
・日曜日の開館

・エレベータ前サインの充実

A5.(14)Ⅱ 業務執行の刷新・サービス改善（動物園など）

①～⑥ モデル施設におけるサービス向上の取組

アンケートと「職員による課題改善タスクフォース」を経て、以下の見直しを行った。
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A5.(15)

⑦天王寺公園

「天王寺・阿倍野地区」の核となる天王寺公園において、民間活力を導入するなど、公園全体の魅力を向上させ、エリア全
体の集客力を強化する。

Ⅱ 業務執行の刷新・サービス改善（動物園など）
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Ⅱ(2) 区役所への権限移譲 A6

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

各区役所の予算編成や組織編

成は、市役所（局）主導。

このため、各区の住民に身近な

施策・事業が全区一律になりがち

であり、必ずしも地域の実情に

合った区政の展開とはなっていな

かった。

地域の実情をよく知る区役所が、

自らの権限と責任のもと、区の特

性や実情に合った施策・事業を決

定・展開できるようにする。

①区長の位置付けの変更 ・区長が住民に身近な施策・事業

の実質的な責任者となり、局長

を指導監督

（区シティ・マネージャー制の導

入）

②区長の予算編成権の強化 ・区長のマネジメントのもと、区の

特性や地域の実情に応じた予

算が編成できる仕組みを構築

・区長が編成した予算

【2012年度】約50億円（一般会計予算

の0.3%） ⇒

【2014年度】約270億円（一般会計予

算の1.6%）

③区長の組織編成権の強化 ・区長のマネジメントのもと、区の

特性や地域の実情に応じた施

策・事業が展開できる区役所組

織を編成できる仕組みを構築
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A6.(16)Ⅱ 業務執行の刷新・区役所への権限移譲

① 区長の位置付けの変更

2012年8月～

・区長を住民に身近な施策・事業の実質的な責任者に位置付け、局は区長の補助組織とし

て、区長の指揮監督を受ける。（「区シティ・マネージャー（区CM）制」の導入）【大阪市事務分

掌規則第1条の2】
Before After

区 長

「区ＣＭ」
として

・区役所事務を指揮監督
【例】地域振興、戸籍・住民基本台
帳事務、国民健康保険事務、老人・
障がい者福祉に関する事務

・住民に身近な施策・事業
全般を指揮監督
【例】防災、防犯、子育て支援、道
路や公園の維持管理

区 長

・区役所事務を指揮監督
【例】地域振興、戸籍・住民基本台帳事務、国民健
康保険事務、老人・障がい者福祉に関する事務

局長（各局）

・局長は区長の補助組織として、区長
の指揮監督を受ける

局長（各局）

・局長は区長より上位の格付け

・区長は局長より下位の格付け
（北区・中央区・西成区を除く）

「区長」
として
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A6.(16)Ⅱ 業務執行の刷新・区役所への権限移譲

② 区長の予算編成権の強化

区の施策・事業に係る財源を区に配分し、区長（区ＣＭ）が地域の特性に応じた予算を編成。

（参考）他都市の状況

○区役所自主事業予算が一般会計予算に占める割合

5,034 6,664 7,879

15,262 19,092

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2012年度 2013年度 2014年度

（百万円）

区長自由経費（注１）

区CM自由経費（注2）

50億3,400万円 219億2,600万円 269億7,100万円

区長（区CM）が
編成した予算は
約5倍に

・住民票等の証明書を自宅まで配達(福島区)
・少年非行防止活動ネットワークによる取組み(此花区)
・外国人転入者のための生活情報パックの配布(中央区)
・いじめ相談 区長直通ダイヤルの開設(天王寺区)
・訪問型病児･病後児保育の支援(淀川区)
・ライフライン等の関連事業者と連携した高齢者等の見守り
(東成区)
・英語教育等学校園における国際的な人材の育成支援
(阿倍野区)など

【各区の特色ある取組の例】

区長自由経費のうち施設維持管理経費を除いた区役所自主事業予算の比較

2012年度予算
①横浜市 0.159%
②大阪市 0.101%
③川崎市 0.092%
④堺市 0.064%
⑤さいたま市 0.060%
⑤福岡市 0.060%
※「区役所のあり方について」（新潟市2013年3月より）

年度 自主事業予算額

2012年度 1,530百万円（0.101％）

2014年度

区CM自由経費（19,092
百万円）を含む

5,679百万円（0.338％）

24,771百万円（1.473％）

（注１）区役所が自ら事業を実施するための経費
（注２）区長（区CM）の決定権のもと局が区内で事業を実施

するための経費

← （2014年度は0.338%に上昇）
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A6.(16)    Ⅱ 業務執行の刷新・区役所への権限移譲 A6Ⅱ 業務執行の刷新・区役所への権限移譲

③ 区長の組織編成権の強化

区役所の組織編成や人事に関する区長の裁量を拡大。

AfterBefore
○ ２４区役所とも、画一的な４課体制。

（全区共通）

・ 総務課

・ 市民協働課

・ 窓口サービス課

・ 保健福祉課

○ 区長の裁量を拡大。

・ 課や職（ポスト）の新設・改廃、名称・

事務分担の変更
【例 】

・クリーンにしてグリーンなまちづくり課（西淀川区）

・危機管理課（天王寺区）

・教育文化課（住吉区）

・ 区役所内の人事異動
【例 】

・住民ニーズに対応するため保健福祉課の体制を

強化する必要が生じた場合、区長の裁量により総

務課の職員を異動させることが可能となった

※ただし、職の新設・改廃は各区に配分された数の枠内に限る。
また、人事異動においては、昇任や所属間での異動は除く。

（参考）人事権に関する他都市の状況
横浜市：係員のみ配置権あり
名古屋市：係員のみ配置権あり
京都市：係員のみ配置権あり
神戸市：係員の配置権あり

※指定都市区政主管課長会議資料より
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Ⅱ(3) 補助金等の見直し A7

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・補助金等の財源の多くは市

民の税金であり、選択と集中

により、使い方を政策目的に

あわせて最適化することが求

められている。

・必要性・妥当性・有効性・公

平性といった視点から、補助

金等のあり方を見直す。

・「補助」とは、あくまで自主的

に公益的事業を行うことに対

する行政からの「支援」である

という考え方を明確化してあ

り方を見直す。

・交付手続は補助金等交付

規則を制定して明確化した

（2006年度～）。

・しかし、補助金等全般がどう

あるべきか、統一的な観点か

ら論じられたことはなかった。

・そこで、「補助金等のあり方

に関するガイドライン」をとり

まとめた（2007年3月）。

・さらに、「市政改革プラン

（2012年7月策定）」に基づき、

80項目の補助金等について、

有効性・妥当性、特定の団体

の既得権になっていないか等

を検証。

【見直し額】

約5.31億円のうち約3.87億円

（72.9％）

⇒3年間の見直し額9.3億円
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○見直し項目数

補助金等の見直し（１／３）

「補助金等のあり方に関するガイドライン」（2007年3月策定）に基づき補助金等の見直しを行ってき
たが、さらに市政改革プラン（2012年7月策定）に基づき、団体運営補助等の補助金等（８０項目）につ
いて見直しを実施。

種 別 項目数 見直し結果

Ａ
補助金
（団体運営補助）

14
廃止 12

廃止（事業補助に転換） 2

Ｂ
補助金
（施設運営補助）

11

見直し済 2

廃止 6

補助率等の見直し 2

他制度への移行 1

Ｃ 分担金 5
廃止 3

存続 2

Ｄ
国関係法人等
への支出

50 廃止 50

合 計 80 80

A7.(17)

○削減効果額

合計 9億3,300万円

（2012～2014年度累計）

1.92 

3.54 

1.92 

1.62 

0.33 

1.92 3.54 3.87 

0

1

2

3

4

2012 2013 2014

（億円）

（年度）

→ 9億
3,300万円

※ 2014年度削減効果額 3.87億円は2014年
度補助金等予算額（394億円）の0.98%に相当

※
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A7.(17)

補助金等の見直し（２／３）

Ⅰ 行財政改革【財政】・財政再建

■ 補助金等の見直し

主な項目 【交付先】 削減額 削減率 見直し時期 見直し内容等

（公財）大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター
管理運営事業補助金
【(公財)大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター】

52 100％
2012～
2014年度

廃止(2012～2013年度は経過
措置として減額のうえ継続)

UNEP支援事業補助金
【（公財）地球環境センター】

35 100％
2012～
2014年度

廃止（2012年度に事業補助に
転換)

・ 施設運営補助【全11項目 ▲175百万円】

主な項目 【交付先】 削減額 削減率 見直し時期 見直し内容等

家庭保育・ベビーセンター助成事業補助金
【家庭保育及びベビーセンター実施者】

99 100％
2012～
2013年度

保育ママ事業(個人実施型)
へ移行(2012年度は経過措置
として減額のうえ継続)

大阪人権博物館運営費補助
【（公財）大阪人権博物館】

51 100％
2012～
2013年度

2012年度は経過措置として
継続

※削減額は2014年度一般財源ベース（単位：百万円）・ 団体運営補助【全14項目▲190百万円】

○公益法人等の団体に対する運営補助、施設運営に対する補助等（８０項目）について、透明
性の確保の観点などから見直しを実施し、 2014年度には2012年度と比較して3.9億円を削減。

・その他、 国関係法人等への支出（賛助会費）等【全55項目 ▲22百万円】

主な項目 【交付先】 削減額 削減率 見直し時期 見直し内容等

(財)アジア太平洋観光交流センター会費等50項目
【(財)アジア太平洋観光交流センター】

11 100％ 2012年度 廃止
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項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 学校法人に対する補助金 (財)大阪府私学総連合会 ▲26,500 100%

2 義務教育に準ずる教育を実施する各種学校を設置する学校法人に対する補助金 学)大阪中華学校 ▲27,500 100%

3 大阪市消費生活合理化協会運営補助金 大阪市消費生活合理化協会 ▲1,230 100%

4 大阪ホームレス就業支援センター事業補助金
大阪ホームレス就業支援セン
ター運営協議会

▲4,500 100%

5 私立保育園連盟運営補助金 (社)大阪市私立保育園連盟 ▲14,700 100%

6 大阪市ユースオーケストラ運営補助金 大阪市ユースオーケストラ ▲1,840 100%

7 (公財)大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター管理運営事業補助金
(財)大阪市中小企業勤労者福祉
サービスセンター

▲52,000 100%

8 住民参加による街づくりの促進のための助成
フレッシュ鶴橋再開発連絡協議
会

▲500 100%

9 ＰＴＡ協議会運営補助金 大阪市ＰＴＡ協議会 ▲1,200 100%

10男女共同参画推進にかかる地域女性団体活動補助金 大阪市地域女性団体協議会 ▲3,354 100%

11大阪第一人権擁護委員協議会事業補助金 大阪第一人権擁護委員協議会 ▲2,300 100%

12ＵＮＥＰ支援事業補助金（(公財)地球環境センター活動支援補助金） (公財)地球環境センター ▲34,749 100%

計 ▲170,373

○見直しの対象とした補助金等（80項目） （１／５）

Ａ．補助金（団体運営補助） 【14項目】

■廃止 （12項目）
（単位：千円）

■廃止のうえ、事業補助に転換 （2項目）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 児童遊園活動費補助金
関係児童遊園及びちびっこ広場
運営委員会

▲4,240 27%

2 住宅地区改良事業等におけるまちづくり協議会助成
各住宅改良地区まちづくり協議
会

▲14,735 50%

計 ▲18,975

（単位：千円）

補助金等の見直し（３／３）
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○見直しの対象とした補助金等（80項目） （２／５）

Ｂ．補助金（施設運営補助） 【11項目】 (うち2項目は見直し済）

■廃止 （6項目）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 大阪人権博物館運営費補助 (財)大阪市人権博物館 ▲51,323 100%

2 指定老人憩の家運営補助金 老人憩の家運営委員会委員長 ▲255 100%

3 家庭保育・ベビーセンター助成事業補助金
家庭保育及びベビーセンター実
施者

▲98,639 100%

4 民間保育所賃料等補助金 社会福祉法人 外 ▲7,180 100%

5 港湾労働者福利厚生事業補助金 (財)大阪港湾福利厚生協会 ▲3,000 100%

6 シルバーボランティアセンター運営事業補助金 (社)大阪市老人クラブ連合会 ▲2,815 100%

計 ▲163,212

■補助率等を見直し （2項目）

（単位：千円）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 障がい者職業能力開発訓練施設運営助成
(社福)大阪市障害者福祉・ス
ポーツ協会

▲7,464 12%

2 点字図書館運営補助金（情報文化センター） (社福)日本ライトハウス ▲4,663 7%

計 ▲12,127

■他制度に移行 （1項目）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 精神障がい者社会復帰施設運営補助金 大阪市管轄社会復帰施設 0 -

計 0

（単位：千円）

（単位：千円）
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○見直しの対象とした補助金等（80項目） （３／５）

Ｃ．分担金 【5項目】

■廃止 （3項目）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 地方財務協会分担金 地方財務協会 ▲600 100%

2 近畿地区幹線道路協議会分担金 近畿地区幹線道路協議会 ▲100 100%

3 (一財)アジア太平洋観光交流センター事業にかかる分担金
(一財)アジア太平洋観光交流セ
ンター

▲10,647 100%

計 ▲11,347

（単位：千円）

■存続 （2項目）

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 地方財務協会分担金 地方財務協会 - -

2 近畿地区幹線道路協議会分担金 近畿地区幹線道路協議会 - -

計 -

（単位：千円）
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○見直しの対象とした補助金等（80項目） （４／５）

Ｄ．国関係法人等への支出 【50項目】

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

1 地方自治研究機構会費 地方自治研究機構会 ▲ 135 100%

2 公務人材開発協会会費 公務人材開発協会 ▲ 20 100%

3 (財)人権教育啓発推進センター会費 (財)人権教育啓発推進センター ▲ 500 100%

4 (社)日本租税研究協会年会費 (社)日本租税研究協会 ▲ 210 100%

5 全国収用委員会連絡協議会賛助会費 全国収用委員会連絡協議会 ▲ 40 100%

6 全国土地収用研究会会費 全国土地収用研究会 ▲ 35 100%

7 (財)関西空港調査会会費 (財)関西空港調査会 ▲ 150 100%

8 統計研究会会費 統計研究会 ▲ 59 100%

9 (財)都市みらい推進機構会費 (財)都市みらい推進機構 ▲ 200 100%

10 (財)都市計画協会会費 (財)都市計画協会 ▲ 380 100%

11～13(社)土木学会会費 (社)土木学会会費 ▲ 90 100%

14・15 関西ライフライン研究会法人会費 関西ライフライン研究会 ▲ 40 100%

16 日本国民年金協会普通会員費 日本国民年金協会 0 100%

17 (財)アジア太平洋観光交流センターにかかる会費 (財)アジア太平洋観光交流センター ▲ 3,000 100%

18 (社)日本観光振興協会にかかる会費 (社)日本観光振興協会 ▲ 703 100%

19 (社)日本公園緑地協会 会費 (社)日本公園緑地協会 ▲ 400 100%

20 (独)国際観光振興機構にかかる会費 (独)国際観光振興機構 ▲ 500 100%

21 全国都市公園整備促進協議会会費 全国都市公園整備促進協議会 ▲ 50 100%

22 大阪都市公園協議会 会費 大阪都市公園協議会 ▲ 10 100%

23 大都市公園緑地問題協議会会費 大都市公園緑地問題協議会 ▲ 100 100%

24 (公財)廃棄物・３R研究財団への会費 (公財)廃棄物・３R研究財団 ▲ 200 100%

25 火力原子力発電技術協会会費 火力原子力発電技術協会 ▲ 31 100%

26 日本ボイラ協会会費 日本ボイラ協会 ▲ 48 100%

27 日本博物館協会会費 日本博物館協会 ▲ 28 100%

28 公共建築協会会費 公共建築協会 ▲ 5 100%

■廃止 （50項目）

（次ページに続く）

（単位：千円）
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○見直しの対象とした補助金等（80項目） （５／５）

Ｄ．国関係法人等への支出 【50項目】

項目（補助対象） 補助対象 削減効果額 削減率

29 全国市街地再開発協会会費 全国市街地再開発協会 ▲ 240 100%

30 (社)日本電気協会年会費 (社)日本電気協会 ▲ 25 100%

31 近畿旅客船協会会費 近畿旅客船協会 ▲ 25 100%

32・33 (社)地盤工学会会費 (社)地盤工学会 ▲ 113 100%

34 (社)日本交通計画協会会費 (社)日本交通計画協会 ▲ 100 100%

35 (社)日本河川協会会費 (社)日本河川協会 ▲ 30 100%

36 (社)日本道路協会会費 (社)日本道路協会 ▲ 300 100%

37 日本旅客船協会会費 日本旅客船協会会費 ▲ 42 100%

38 海上保安協会会費 海上保安協会 ▲ 100 100%

39 海難防止研究会会費 海難防止研究会 ▲ 200 100%

40 ウォーターフロント開発協会会費 ウォーターフロント開発協会 ▲ 100 100%

41 近畿旅客船協会会費 近畿旅客船協会 ▲ 5 100%

42 (社)日本外航客船協会会費 (社)日本外航客船協会 ▲ 300 100%

43 日本港湾協会会費 日本港湾協会 ▲ 900 100%

44 日本旅客船協会会費 日本旅客船協会 ▲ 10 100%

45 近畿港湾協議会会費 近畿港湾協議会 ▲ 96 100%

46 港湾海岸防災協議会会費 港湾海岸防災協議会 ▲ 380 100%

47 港湾都市協議会会費 港湾都市協議会 ▲ 176 100%

48 国際港湾協会会費 国際港湾協会 ▲ 1,047 100%

49 国際港湾協会日本会議会費 国際港湾協会日本会議会 ▲ 20 100%

50 国際航路協会日本支部会費 国際航路協会日本支部会 ▲ 153 100%

計 ▲11,296

（前ページからの続き） （単位：千円）

2014年度 削減効果額 合計 （Ａ～Ｄ合計） 3億8,700 万円

■廃止 （50項目）
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Ⅱ(4) 市民利用施設の見直し

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・公共施設（社会福祉施設や地

域利用施設等を含む一般施設）

は、築後20年以上経過したもの

が約4割以上。

・今後、設備更新や大規模改修

など維持保全経費の負担が、

本市財政の大きな課題。

・特に、市民利用施設（全286施

設）については、比較4都市（神

戸市・京都市・名古屋市・横浜

市）の人口あたりの施設規模

（床面積や収容人数など）の平

均値と比べると、屋内プールや

スポーツセンターなど、過剰な

水準となっている施設も多々あ

り、必要性や有効性を見直すべ

き。

・「比較4都市の水準並みに」、

「民間にできることは民間に」、

「施策目的ごとの施設提供から

施設の全体最適化」などの観点

から、施設の必要性・有効性、

行政と民間の役割分担等を点

検・精査。

・施設の廃止・縮小・転用や機

能統合など抜本的な見直しを行

い、維持管理費の縮減や効率

化を図る。

・比較4都市と①施設規模の状

況、②施設の設置目的の達成

状況、③官民の役割分担、④施

設間での機能重複、⑤施設配

置の妥当性などを検証し、見直

し対象施設（74施設）をリスト

アップ。

・必要に応じて各施設の設置条

例を改正し、見直しを実施。

・見直し対象施設（74施設）のう

ち、23施設を見直し済。

（2012～2013年度）

①廃止 → 15施設

②民間事業者による運営

→ 3施設

③施設の位置付け変更

（設置条例の廃止）による

管理負担抑制 → 2施設

④受益者負担（利用料金）

の引き上げ等 → 3施設

・残る51施設についても、引き続

き検討中。

A8
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Ⅱ 業務執行の刷新・市民利用施設の見直し A8.(18)(19)

見直し対象施設と進捗状況

本市施設建築物のファシリティマネジメント推進のため、従来から資産流動化プロジェクト施設チームによ
り見直しを進めてきたが、2011年12月以降は改革プロジェクトチームを中心に市民利用施設のあり方を検
討。

市民利用施設全286施設から 「比較4都市の水準並み（注）に」、「民間にできることは民間に」、「施策目的
ごとの施設提供から施設の全体最適化」などの観点から、施設の必要性・有効性、行政と民間の役割分担
等を点検・精査し、見直し対象施設74施設を抽出。うち2013年度末時点で23施設を見直し済。

① 15施設

② 3施設

③ 2施設

④ 3施設

51施設

①廃止

②民間事業者による運営

③施設の位置付け変更に

よる管理負担抑制

④受益者負担（利用料金）

の引き上げ

検討中

見直し対象
74施設

見直し

対象

（74施設）

市民利用施設
全286施設

注：比較４都市（横浜市・名古屋市・京都市・神戸市）における人口当たりの施設規模（床面積や収容人数など）の平均規模と同等のもの

49



施設名 見直し計画 見直し済みの状況 （2013年度末時点）

19 南港魚つり園 条例施設としては廃止
施設の位置付け変更（設置条例の廃止）による管
理負担抑制

20 南港野鳥園 条例施設としては廃止
施設の位置付け変更（設置条例の廃止）による管
理負担抑制

施設名 見直し計画 見直し済みの状況 （2013年度末時点）

16 びわ湖青少年の家 廃止 民間事業者による運営（廃止、売却）

17 舞洲野外活動施設 廃止し、売却等を実施 民間事業者による運営廃止（廃止、売却・賃貸）

18 北港ヨットハーバー 条例施設としては廃止し、収支均衡させ民間移管 民間事業者による運営廃止（廃止、売却・賃貸）

施設名 市政改革プラン策定時（2012年）の見直し計画 見直し済みの状況 （2013年度末時点）

1 弁天町市民学習センター 廃止 廃止

2 城北市民学習センター 廃止 廃止

3 伊賀青少年野外活動センター 廃止 廃止

4 環境学習センター 廃止 （ただし、自然体験観察園は維持） 廃止
（自然体験観察園と別館は、本市で活用）

5 いきいきエイジングセンター 廃止 廃止

6～15 市民交流センター（10カ所） 廃止 廃止（2016年度から）

Ⅱ 業務執行の刷新・市民利用施設の見直し A8.(18)(19)
見直し実施済み施設 【２３施設】

④受益者負担（利用料金）の引き上げ等 【3施設】
施設名 見直し計画 見直し済みの状況 （2013年度末時点）

21 総合生涯学習センター 受益者負担（利用料金）の引き上げ等を検討
2014年４月より、受益者負担（利用料金）の引き上
げ等

22 阿倍野市民学習センター 受益者負担（利用料金）の引き上げ等を検討
2014年４月より、受益者負担（利用料金）の引き上
げ等

23 難波市民学習センター 廃止
2014年４月より、受益者負担（利用料金）の引き上
げ等

③施設の位置付け変更 【2施設】

②民間事業者による運営 【3施設】

①廃止 【15施設】

：廃止 ：民間事業者による運営（廃止、売却等）
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Ⅱ 業務執行の刷新・市民利用施設の見直し A8.(18)(19)

見直し検討中施設 【５１施設】

施設名 市政改革プラン策定時（2012年）の見直し計画 見直しの検討状況

１～15 屋内プール（15カ所） 24カ所 ⇒ 9カ所 区割りの絞り込み後に見直し実施予定

16～21
スポーツセンター（６カ
所）

24カ所 ⇒ 18カ所 （同上）

22～27子育てプラザ（６カ所） 24カ所 ⇒ 18カ所 （同上）

28～35
委託老人福祉センター
（８カ所）

26カ所 ⇒ 18カ所 （同上）

36～39クレオ大阪（４カ所） 5カ所 ⇒ 1カ所 多機能化・複合化による効率化を検討中

40
子育ていろいろ相談セ
ンター

1カ所 ⇒  廃止
２０１３年度廃止条例否決。クレオ大阪北の機能を移転す
ることを検討中

41 青少年センター 施設のあり方や他の施設への機能集約等を検討
マーケットサウンディングの状況を踏まえ、行政財産とし
て存続し、指定管理者への業務代行料を負担しない形で
施設運営を行うことを検討中

42 こども文化センター 施設のあり方や他の施設への機能集約等を検討 老朽化により、クレオ大阪西への移転を検討中

43 住まい情報センター
区レベルでの実施の観点で整理。センター機能は、施
設の全体最適化の中で検討。住まいのミュージアムは
効果的・効率的運営を図る。

現在、指定管理者との契約が2015年度末までとなってお
り、2016年度からの見直しに向けて検討中。

44 クラフトパーク 収支均衡、できない場合は普通財産で貸付
2014年度より料金体系の見直しを実施。2015年度までに
収支均衡しない場合は普通財産で貸し付けることを基本
とする

45、46
水の館ホール、陳列館
ホール

収支改善策と併せて、存廃も検討 2014年度に鶴見緑地公園全体の指定管理者を公募・選
定し、2015年度以降収支均衡を図る。

47 芸術創造館
青少年センターとの統合、フルコストでの収支均衡を検
討

料金改定も含めた収支均衡策を検討中

48
社会福祉研修・情報セ
ンター

府市における社会福祉研修事業等の事業統合、財政
負担の縮減にむけた事業スキームを検討

施設の見直し案（一部有償貸付、本市事業への活用）を
検討中

49 愛光会館 大阪府母子福祉センターとの統合検討
現在、指定管理者との契約が2015年度末までとなってお
り、2016年度以降での機能統合を検討中

50 社会福祉センター
増収策や管理経費の縮減を図る。有償貸付で民間経
営に委ねるスキームの検討

2014年度より、使用料負担が可能な団体に有償化を実
施

51 リフレうりわり 有償貸付で民間経営に委ねるスキームの実現
施設の早期運営再開を図り、運営の公募入札実施を予
定
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Ⅲ 経営形態の見直し

【民営化の取組】
（１）地下鉄
（２）バス
（３）水道
（４）ごみ（一般廃棄物）
（５）下水道
（６）幼稚園、保育所
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Ⅲ【民営化】(1)地下鉄

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞
・乗車人員の減少（経営環
境の悪化）
⇒従業者人口の減少等に
より、ピーク時の1990年
度では、１日あたり281
万人であったが、2011
年度決算においては
228万人と約19％減少
している。
⇒今後も少子高齢化など
により減少が続くと見込
まれる。

・市財政の硬直化
⇒過去10カ年（2002年度
～2011年度）では、累計
1,980億円、年平均約
200億円を繰り入れてい
るが、一般会計の扶助
費・公債費の負担増加
により市財政の硬直化
が進むなか、現行ス
キームは維持できない
おそれがある。

・公営企業の制約（経営資
源の調達における法律上
の限界、行政の非効率
性）

・自立した企業体として
自らの経営責任で、持続
的にさらなる効率性や生
産性を追求し、成長力を
高めていくことができる
組織体への移行
・利用者視点に立ったソ
フト・ハード両面でのサー
ビス向上

①サービスの向上
・初乗り運賃値下げ
・終発時間の延長
・快適なトイレへの改修
（2015 年度末までに全駅（※）
で完了予定）
※今里筋線・ニュートラムを除く

・地下鉄売店のリニューアル

・駅ナカ事業の展開

・初乗り運賃を200円→180円に値下げ
・終発延長時間帯の利用者の増加
・112駅中40駅でトイレ改修済（2013年
度末） （利用者の90％以上が満足）

・地下鉄売店で公共料金支払の取扱
開始、品揃え充実

（利用者の53％以上が満足）
使用料収入

2011年度1.3億円→2013年度4.7億円

・ekimo（天王寺・なんば・梅田）の
開業（2013年4月～）

（利用者の71％以上が満足）
使用料収入 2013年度5.5億円

②収支の改善 ・大型商業施設の利用が好調を維持し
ていることに加えて各種イベントの実
施、現場職員による車内での告知、駅
での営業強化といった営業施策の着
実な取組等もあって土日を中心にご利
用が堅調となり、2012・2013年度の利
用者は前年度を上回る
・人件費 2011年度（412億円）

→2013年度（387億円）
※給料・手当ベース

・2013年度決算（見込）において、過去
最高の当年度損益（334億円）を達成

③経営形態の見直し
・交通局長の民間人登用
・地下鉄事業の民営化
（株式会社を設立、上下
一体での経営）

・地下鉄事業民営化基本方針（案）策定
・地下鉄事業民営化基本プラン（案）策定
・経営形態の見直しによる単年度財政推
計算入効果額（一般財源）：106億円
（第16回大阪府・大阪市特別区設置
協議会資料より）

A9.(20)～(25)、
C1.(71)
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

●地下鉄民営
化・成長戦略PT
設置（2月）

●交通局長の
民間人材登用（4月）

●売店のリニューアル（9月～；全51店完了）

●民営化推進室の
設置（8月）

●地下鉄事業民営化基本
方針(案)の策定（2月）

●終発時間の延長
（3月；堺筋線以外）

●駅ナカ事業の展開（4月～）
【2013.4天王寺、2013.10なんば、2014.4梅田】

●地下鉄事業民営化基本
ﾌﾟﾗﾝ(案)の策定（5月）

●交通政策室設置
（8月；都市計画局）

●終発時間の延長
（12月；堺筋線）

●初乗り運賃値下げ（4月）

●快適なトイレへの改修
（2月～；2013年度末40/112駅実施済）

①サービスの向上、③経営形態の見直し に関する取組

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・地下鉄

実

施

改
革
立
案

●給料カット
（最大20％）（8月）

●給料カット（最大20％）、
勤務時間８時間化、
夏季休暇見直し等（4月）

●給料カット・昇給停止等
（4月）

●民営化に向けた労使協
議を進めることについて
労使合意（1月）

●民営化を見据えた効
率化計画を労組提案
（12月）

●地下鉄事業中期経営
計画の策定（7月）

（
サ
ー
ビ
ス
向
上
）

（
給
料
・
経
営
形
態
に

関
す
る
労
使
協
議
）

A9.(20)～(25)、
C1.(71)
＜What＞
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項 目 内 容

初乗り運賃値下げ

・ 2014.4～ 200円→180円に値下げ
・ ICカードPiTaPaの利用により、東京と比肩する初乗り運賃
（162円）に

（東京メトロ・・IC:165円・切符:170円
東京都交通局・・IC:174円・切符:180円）

終発時間の延長
・ 2013.3～ 堺筋線を除く全線で実施
・ 2013.12～ 堺筋線で実施

快適なトイレへの
改修

・ 2013年度末時点で、112駅中40駅で実施済
（2015 年度末までに今里筋線・ニュートラムを除く全駅で完了予定）

・ 利用者アンケートにおいて、90％以上が「満足」と回答

地下鉄売店の
リニューアル

・ 2013年度までに51店全て完了
・ 公募で選定した事業者による運営の開始
・ 公共料金支払いの取扱開始、商品の品揃えを充実

駅ナカ事業の展開
・ 2013.4 「ekimo天王寺」オープン
・ 2013.10 「ekimoなんば」オープン
・ 2014.4 「ekimo梅田」オープン
・ 日本初出店、関西初出店となる店舗も誘致

A9.(20)～(25)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・地下鉄

①サービスの向上

利用者の視点に立ち、ソフト・ハード両面でサービス向上の取組を進めた。

＜What＞
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・地下鉄

②収支の改善（乗車人員）
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2015年（H27） 2025年（H37） 2040年（H52）
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（参考） 大阪府 将来人口推計
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うち、15～64歳人口
（生産年齢人口）

▲５％

▲15％

▲４％

▲24％

2014年6月 大阪府
「大阪における「人口減少」の潮流【改訂版】」より
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５私鉄計

（万人）

大阪市

地下鉄・

ニュートラム

（万人）

（年度）

地下鉄ニュートラム

5私鉄計

乗車人員は社会経済情勢の影響により1990年度をピークに大幅に減少。
2012年度・2013年度は、大型商業施設の開業等の外部要因に加え、営業努力等により回復し
たものの、今後は乗車人員の減少が続くと見込まれ、経営環境は厳しい。

※5私鉄は、阪神電気鉄道、阪急電鉄、京阪電気鉄道、近畿日本鉄道、南海電気鉄道。
2011年度までは交通統計年報より、2012・2013年度は各社HPの決算短信公表数値より抜粋。

乗車人員のピーク
281万人/ 日

2013年度
235万人/ 日

＜Why＞

乗車人員の推移
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・地下鉄

②収支の改善（経営成績）

▲2,933

▲1,137

▲53 0 3 1
335▲89

47

289 239 167 198
334

▲3,500

▲3,000

▲2,500

▲2,000

▲1,500

▲1,000

▲500

0

500

（億円）

（年度）

累積剰余金及

び欠損金

当年度損益

黒字に転換

累積欠損金
最大 2,933億円

累積欠損金を解消
※2

※１ 総務省の指導により、特例債元金償還補助金相当額について、議会の議決を経て取り崩し、欠損金を処理。
※2 2010年度以降、利益剰余金について、議会の議決を経て、減債積立金に積立。2013年度については処分前。

※１

2013年度決算（見込）において、過去最高の当年度損益（334億円）を達成

＜Outcome＞

累積剰余金及び欠損金と当年度損益の推移
当年度損益

57

C1.(71)



（考え方）

・今後の事業環境の悪化を想定すると、概ね鉄道整備が進み、事業の管理・運営が中心となって
いる現在の地下鉄事業の現状を考えると、自立した企業体として自らの経営責任で、持続的にさ
らなる効率性や生産性を追求し、成長力を高めていくことが極めて重要。

・効率性や生産性を追求するためには、柔軟かつ機動的な経営が可能な経営形態を指向するべ
き。

・民営化は上下分離方式ではなく、上下一体の株式会社とし、当面、100％大阪市出資の株式会
社化を図る。（新たな大都市制度に移行した場合でも、当該株式は現市域の基礎自治体が保有する
こととする）※注

・将来、株式上場が可能な企業体を目指し、完全民営化も目指す。

（注）＜会社法に基づく株主としての権利＞
配当を受ける権利、株主総会への議案提出権（定款の変更、役員の選任・解任、配当の金額 など）

【現行】
地方公営企業

【当面】
株式会社

（市出資100％）

【将来】
株式上場が可能な
企業体を目指す

C1.(71)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・地下鉄

③経営形態の見直し ＜Outcome＞
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Ⅲ【民営化】(2)バ ス

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・乗車人員の減少

⇒鉄道等、他の移動手段
への移行等により過去10
年間（2002年度～2011年
度）で約4割減少。

・多額の累積欠損金
⇒1983年度以来30年連続
の赤字であり、約600億円
の累積欠損金を抱える。

・高コスト体質

⇒民間バス事業者に比べ、
人件費が高く、生産性が
悪くキロ当たりコスト（2010
年度）は、大阪市988円/㎞
に対し、民営5社平均493
円/㎞。

・市財政の硬直化
⇒過去10年間（2002年度
～2011年度）で累計326億
円の補助金を繰り入れて
いるが、一般会計の扶助
費・公債費の負担増加に
より市財政の硬直化が進
むなか、公営企業体のま
までのサービスの持続性
に限界がある。

官と民の適切な役割分担を

再構築し、持続可能な輸送

サービスを維持するための仕

組みを確立。

①収支の改善

・人件費の見直し

・未利用地の売却

・バス路線の再構築（事業性

のある路線と地域サービス系

路線の分類）と見直し

・2013年度決算（見込）において、31
年ぶりの経常黒字（4億1千万円）を達
成

・人件費 2011年度（71億円）
→2013年度（41億円）

※給料・手当ベース

・2012：本局用地（高速への所管替）、
もと南港バスターミナル用地（港湾局

所管替）（11億円）
2013：もと長柄公舎用地（一般競争
入札）、もと古市車庫（大阪府）（56億
円）

・ 2012.4   132系統
→2013.4 103系統
→2014.4 89系統

②経営形態の見直し

・民間バス事業者に路線譲渡

・バス事業民営化基本方針（案）策定
・バス事業民営化基本ﾌﾟﾗﾝ（案）策定
・バス事業民営化・譲渡の考え方に
ついて 策定
・経営形態の見直しによる単年度財
政推計算入効果額（一般財源）：2.9
億円
（第16回大阪府・大阪市特別区設
置協議会資料より）

C2
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2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

C2.(72)(73)

●バス改革・持続
戦略PT設置（2月）

●交通局長の
民間人材登用（4月）

●民営化推進室
の設置（8月）

●バス事業民営化基本
方針(案)の策定（2月）

●バス事業民営化基本ﾌﾟﾗﾝ
(案)の策定（5月）
●交通政策室の設置
（8月；都市計画局）

①収支の改善、②経営形態の見直し に関する取組

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・バス

●バス事業中期
経営計画の策定（7月）

●赤バスの廃止
（3月）

●「バス事業民営化・
譲渡の考え方につい
て」の策定（9月）

●バス路線の見直し
（4月～）

【今後】
・市民・利用者のバスサー

ビスの持続性に対する不
安を払拭するため、大阪
シティバス㈱の活用方策
を確定
・民間バス事業者に事業譲
渡（市会審議中）

実

施

改
革
立
案

（
見
直
し
）

（
給
与
・
経
営
形
態
に

関
す
る
労
使
協
議
）

●給料カット
（最大20％）（8月）

●給料カット（最大20％）、
勤務時間８時間化、
夏季休暇見直し等（4月）

●給料カット・昇給停止等
（4月）

●民営化に向けた労使協
議を進めることについて
労使合意（1月）

＜What＞

・ 経費（人件費・委託費・光熱水費等）の見直し
・未利用地の売却
⇒ 2013年度決算（見込）において、31年ぶりの経常黒字（4億1千万円）を達成
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C2.(72)(73)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・バス

バス路線の見直し等により乗車人員、営業キロは減少しているものの、 2013年度決算
（見込）において、31年ぶりの経常黒字（4億1千万円）を達成

乗車人員及び営業キロ（年度末）

赤バス本格実施
(2002.1.27)

敬老パスIC化による
乗車人員計上(H21.4.1)

乗車人員（人） 営業キロ

経常損益及び累積欠損金

職員数及び人件費
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赤バス廃止
(2012.3.31)

累積欠損金（億円） 経常損益（億円）

（年度） （年度）

（年度）

①収支の改善 ＜Outcome＞
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C2.(72)(73)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・バス

重複系統の集約などにより
効率的な運行を行う

事業性のある路線
５９系統

新たな地域サービス系路線
３０系統

大阪市の交通政策（バスインフラ）
[地域サービス系路線については10億円未満の補助で維持]

既存のバス路線 １０３系統

事業性のある路線
５９系統

独立採算による運営
によって維持

公共交通ネットワークの観点から交通不
便地域を極力生じさせないように検討
を加えるとともに、重複系統を統合する
など効率性の観点からも見直しを行う

地域サービス系路線
４４系統

大阪市が支援して真に必要な
地域の移動手段を確保

（ 2013.4.1）

（ 2014.4.1）

2014年4月1日にバス路線について、 「バス事業民営化基本プラン（案）」に沿って 「事業性のあ

る路線」と「地域サービス系路線」に分類した見直しを実施。

見直し後においても、鉄道と合わせて市内を公共交通ネットワーク網でほぼカバーできている。

①収支の改善 （バス路線の再構築） ＜Outcome＞

３路線の再構築の考え方
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C2.(72)(73)

②経営形態の見直し

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・バス

（考え方）

• バス事業を取り巻く環境の悪化や、民間バス事業者と比べた場合の生産性の低さ、多額の累積欠
損金の蓄積、市財政の硬直化といった状況を考えると、「公営企業体」として現状のままバスサービ
スを継続することは極めて困難。

• 引き続き、市民の足として必要なバスによる輸送サービスを確保するためには、官と民の適切な役
割分担を再構築し、持続可能な輸送サービスを維持するための仕組みを確立することが必須。

• 現行のバス路線を「事業性のある路線」と「地域サービス系路線」に再構築した上で、バス事業の運
営を民間バス事業者に委ねることとし、大阪市は交通政策の観点から路線・サービス維持にかかる
支援（補助金交付、譲渡先事業者との協議・調整）を行う。

・事業性のある路線……民間バス事業者の経営努力を前提として独立採算をめざす
・地域サービス系路線…民間バス事業者並のコストでも採算性の確保が困難な路線であるが、市民ニーズなどを踏まえ

大阪市が一定の支援を行いながら民間バス事業者に運行を委ねる

譲渡先事業者

報

告

増収対策

系統別
利用状況等

補
助
金

・ニーズの共有

・路線・サービスの
維持・向上に向
けた協議・調整

バス運行に
かかる協議体

市民

・利用者ニーズ

・事業者の経営
判断

・市民ニーズ
・市の交通政策

利用者

意見・要望

大阪市
（交通政策部門など）

利便性の向上や
安定した路線・
サービスの提供

【
路
線
・
サ
ー
ビ
ス
維
持
確
保
ス
キ
ー
ム
】

意見・要望

＜Outcome＞
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Ⅲ【民営化】(3)水道

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

（厳しい水需要の動向）

・節水型社会の進展等により、多

量使用者を中心に水需要の減少

傾向が続いており、今後も、本格

的な人口減少社会の到来等によ

り、需要増は見込みがたい状況

・このため、施設能力と水需要と

のかい離が拡大

（収支のトレンド）

・水需要の減により、収益の減少

は続いているものの、公営企業と

して可能な経営の効率化を進め

ることで、収益の減を上回る費用

の削減に努めており、現行料金水

準となった1998年度以降、2001年
度を除き、経常収支は黒字を確保

している。

・このため、他の大都市や府内各

市町村の水道料金と比べ、安い

水道料金を維持することができて

いる（口径20㎜で１か月20㎥使用
時）。

（次頁に続く）

①広域化（府域一水道）

・厳しい事業環境の中、経営

基盤を強化し、事業の持続性

を将来にわたり確保していく

ため、事業運営の広域化を

推進する。

※これまでの取組み：

府市水道統合協議

市と大阪広域水道企業団と

の統合協議

①企業団との統合協議

・将来の府域一水道の実現

をめざし、協議を実施

・「統合案」をまとめたが、市

会で関連議案が否決された

ことなどを受け、統合協議は

一旦中止することとした。

②経営形態の見直し

・効率性の追求とともに、事

業の発展性を追求するため

には、広域化の推進に加え、

運営組織を民営化する。

②経営形態の見直し

・市水道事業の民営化

・基本方針の策定過程で、国

と協議を進め、事業認可、国

庫補助、市に残る事業の位

置づけ、指定管理者制度と

の併用の必要性など、法的

課題を整理

・先般策定された国（厚生労

働省）のガイドラインにも、本

市との協議結果を踏まえた

内容が盛り込まれたところ

・民営化基本方針（案）の策

定・公表

（2014年4月）
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C3 .(74)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・水道

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞
（前頁からの続き）

（その他の経営課題）

・職員数は、業務の委託化や効率

化などにより削減に努めているも

のの、類似都市との比較では、職

員一人あたりの生産性はなお低

い状況にある。

・企業債残高は、新規借入れの抑

制や繰上げ償還の実施などによ

り減少を図っているものの、類似

都市との比較では、給水収益に

対する企業債残高の比率は依然

として高い。

・経年管路の耐震化を促進してい

く必要があり、今後、多額の更新

費用が見込まれる。

③ダウンサイジング

・施設の効率化の観点から、

将来の水需要に見合った施

設規模とする。

③柴島浄水場上系の廃止

・将来水需要や事業性を考

慮したダウンサイジング手

法と、「グランドデザイン大

阪」における「柴島浄水場の

利活用」の視点を踏まえ、柴

島浄水場上系の廃止検討を

行う。

・民営化基本方針（案）にお

いて、ダウンサイジングの考

え方及び給水安定性確保の

ための施設耐震化計画を示

すとともに、柴島浄水場上系

の廃止にかかる水道施設の

再構築に関する工事工程表

を明示。

（2014年4月）

④公営企業で可能な料金見

直し

④水道料金の見直し

・受益と負担の適正化や生

活用水への配慮の観点から、

公営企業としての可能な見

直し

・水道料金の見直し（素案）を

公表

（主な見直し内容）

基本水量の廃止：10㎥→0㎥
基本料金の引き下げ：950円
→850円（▲100円） など
（見直し予定時期）

2015年10月
（2013年12月）
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●市会（5月）
・企業団との統合に係る

議案否決

C3 .(74)

①広域化（府域一水道）、②経営形態の見直しに関する取組

2008年度 2009年度 2011年度 2012年度

①
広
域
化
（
府
域
一
水
道
）

●水道事業統合検討委員会

（3月）
・「大阪広域水道企業団」と

の統合協議開始

●府市統合本部（6月）
・経営形態の見直し項目（A項目）
の基本的方向性について

●統合協議一旦中止

（6月）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

2013年度 2014年度2010年度

●コンセッション型指定管理者

制度による府用水供給事業の

受託について提案（3月）

●受水市町村の首長会議（1月）
・コンセッション方式ではなく、企業

団を設立することが決定、統合協

議中止）

●市戦略会議（12月）
・府域一水道を目指

す方針を確認）

＜What＞

②
経
営
形
態
の
見
直
し

●市戦略会議（11月）
・改正ＰＦＩ法に基づく公共施設等運

営権制度を活用した上下分離方式

による民営化を進めることを決定

●市戦略会議（4月）
・事業運営の方針と方

向性（※）や業務開始に

向けた想定スケジュー

ル案を市戦略会議で確

認・決定

（※）安心・安全の確保、
管路耐震化のペースアップや
水道料金の見直し等のメリットの実現

●民営化基本方針（案）の

策定（4月）

全国的にみても、改正ＰＦＩ法に基づく「公共

施設等運営権制度」を活用した民営化方針

は水道事業としては初めてのもの。国（厚生

労働省等）との協議結果も盛り込まれてお

り、法的課題が一定整理された。
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C3 .(74)

③ダウンサイジング、④水道料金の見直しに関する取組

2008年度 2009年度 2011年度 2012年度

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

2013年度 2014年度2010年度

④
水
道
料
金
の
見
直
し

●水道料金の見直し（素案）公表（12月）
・近年、水需要構造が大きく変化する
中、現行の水道料金制度が抱える課
題の解消に向け、受益と負担の適正
化や生活用水への配慮の視点を踏ま
えている

・公営企業で可能な料金見直しを含ん
でいる

＜What＞

③
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ

●第３回府市統合本部会議（1月）
・新大阪エリアのまちづくりのため、柴

島浄水場の廃止案を検討する方向性

が提示

●第14回府市統合本部会議（6月）
・基本的方向性案として、柴島浄水

場の廃止の考え方を提示 ●民営化基本方針

（案）の策定（4月）
・ダウンサイジングの

考え方及び給水安

定性確保のための

施設耐震化計画を

示すとともに、柴島

浄水場上系の廃止

にかかる水道施設

の再構築に関する

工事工程表を明示
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C3 .(74)

厳しい水需要の動向 （１／２）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道
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(年度)

（万㎥/日）
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長引く景気低迷と節水意識の浸透により、水需要は減少傾向。
今後もこの傾向は続くものと見込まれる。

給水量の推移

＜Why＞

一日最大給水量

一日平均給水量
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C3 .(74)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

（年度）
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最大施設稼働率

（2012年度）
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1973

施設能力

一日最大給水量

かい離拡大

129

ﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
する必要あり

予測値

1970

施設能力、給水量の推移と今後の見込み

厳しい水需要の動向 （２／２）

水需要の減少傾向が続き、施設能力との差（＝最大施設稼働率）がかい離。
需要に見合った施設能力へとダウンサイジングする必要がある。

（％）

＜Why＞

＊対象は、規模、事業内容から東京都とおお
むね給水人口100万人以上の12政令指定都
市の13都市としている。

＊
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C3 .(74)

収支のトレンド （１／２）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

54

25

3

-4

3

34

67
75 72

64 68
50

77

57

103

856

653
802

550

-50

0

50

100

150

200

250

300

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1998 2001 2005 2008 2012

経常収支

（億円）

経常収益、
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経常収支

経常収益

経常費用
13.8

0 0 0

3
1.7

0.1
0

5

10

15

20

2006 2009 2012
（年度）

一般会計補助金の額

（億円）

1998から
▲203億円
（▲23.7%）

1998から
▲252億円
（▲31.4%）

（収益的収入＋資本的収入）

経常収支等の推移

1997年の料金値上げ以降、収益減少を上回る費用削減により、2001年度を除き
黒字を維持。 （1998年度→2012年度で収益▲203億円に対し費用▲252億円）
一般会計からの補助金は近年ほとんどなく、独立した事業であるが、今後も水需要
と収益の減少が予想され、経営環境は厳しい。

＜Why＞
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C3 .(74)

収支のトレンド （２／２）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

水源開発コストが少ない（償却済）ことに加え、これまでの経費削減効果により全体
的に費用が抑えられており、給水原価は類似都市の中で最も低い。
水道料金（一般家庭で月20㎥使用と仮定）も、最も低くなっている。

※受水費のある都市は、受水費のうち資本費相当額を資本費に区分。
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人件費 資本費※ 修繕費 その他

(円/㎥) （円/月20㎥）

＜Why＞

＊対象は、規模、事業内容から東京都とおお
むね給水人口100万人以上の12政令指定都
市の13都市としている。

＊
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C3 .(74)

その他の経営課題 （職員数）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道
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大阪市の水道関係職員数
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2005比
▲35.2%

2005比
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▲21.5%
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③北九州市

②さいたま市

①東京都

職員一人あたり給水量

（2012年度）

水道関係職員数は、業務の委託化や効率化などにより減少。
しかし、職員一人あたりの生産性は、類似都市と比べて低い。

2005 2008 2012
（千㎥）

＜Why＞

＊対象は、規模、事業内容から東京都とおお
むね給水人口100万人以上の12政令指定都
市の13都市としている。

＊
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給水収益に対する

企業債残高の割合

（2012年度）

C3 .(74)

その他の経営課題 （企業債残高）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

企業債残高は、近年の新規借入の抑制と繰上げ償還などにより減少。
しかし、類似都市と比較すると、売上高（給水収益）に対する企業債残高の比率は、
依然として高い。
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＜Why＞

＊対象は、規模、事業内容から東京都とおお
むね給水人口100万人以上の12政令指定都
市の13都市としている。

＊

建設改良費

新規借入額
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大阪市
地方公営企業法上の
水道事業会計

水道施設

公の施設
の設置
【そのまま】

利用者

公共施設等運営権の契約

厚労省

職員・資産・業務の移管 【公の施設保有者】

水道施設保有

ｻｰﾋﾞｽ
提供

水道
料金

供給
規程

【水道事業者】

運営権対価支払い （※）

モニタリング

・経営管理 ・整備計画作成
・施設更新 ・施設運転管理
・お客さまサービス

・施設保有、処分
・資金借入、返済
・モニタリング

・財務省
・地方公共団体金融機構

資金借入・返済施設更新

水道事業開始認可の取得

対象
業務

水道事業廃止許可の手続き

金融機関

資金
調達

C3 .(74)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・水道

②経営形態の見直し

※市は債務残高や利息の計約2,300億円と諸経費を運営権対価により賄うことができる。

（考え方）

民間事業者

・水需要が長期低落傾向にあり、将来的にも人口減少等により需要増が見込めないため、収益は今後も減少傾向で推
移すると見込まざるを得ない。また、経年管路の耐震化を大幅に促進する必要があり、多額の更新費用が見込まれる。
・厳しい経営環境の中、事業の持続性を確保していくためには、これまで以上に事業運営の効率性を高めるとともに、発
展性や規模の拡大を図っていく必要があり、経営形態の見直しに向けた検討を進めている。
・一方、水道事業はライフラインであり、極めて公共性が高いことから、市によるガバナンスを一定担保することが重要。

・こうした趣旨から、ＰＦＩ法に基づく「公共施設等運営権制度」を活用することが最善の手法と考える。
・なお、公共性を確保する観点から、運営会社は当初市100％出資により設立するが、保有する水道事業ノウハウを早期
にビジネスに結びつけるため、できるだけ早期（例えば5年以内）に民間出資を受け入れる。

運営権

＜Outcome＞
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C4Ⅲ【民営化】(4)ごみ（一般廃棄物）

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

（ごみ量）

・ごみ量はピーク時から約半減

したが、他都市と比べると多

い。

（収集輸送）

・事業のコストは大半が人件費

・職員１人当たりの平均給与は

民間類似職種の従業員に比

べ高い。（2011年度実績で、
事業費のうち、人件費190億
円、物件費13億円。うち198
億円が税負担）

・家庭系一般廃棄物の収集は、

主に直営で民間委託化が他

都市に比べ低調。

・民間委託を導入しているもの

の退職者不補充の手法によ

り 、スピード感が欠如。

（次頁に続く）

（ごみ量）

・「大阪市一般廃棄物処理

基本計画」を改定。

・2015年度のごみ処理量100
万トン以下、将来的なごみ

処理量90万トンを目標とす
る。

（収集輸送）

・経営形態の変更に係る方

針（案）策定。

・より一層のコスト削減を図

るため、新たな経営形態へ

の移行に向けて検討。

・具体的には「民でできるこ

とは民へ」の視点に基づき、

「事業の民間化」と「現業職

員の非公務員化」

（ごみ量）

・古紙・衣類の分別収集の新

規実施その他のごみ減量に

向けた施策を継続・強化。

（収集輸送）

・業務の委託先で、現業職員

の転籍先（受皿）となる新会

社を設立する民間事業者の

公募準備。（2013年）
・民間事業者と業務委託契約

を締結して事業を進めるため、

具体的な制度設計（新会社

の形態、委託期間）を実施。

（2013年）

（ごみ量）

・2013年度のごみ処理量102万ト
ン。

（収集輸送）

・マーケット・サウンディングによっ

て得た民間事業者の声を把握し、

公募条件を再検討。（2013年８
月～）

＜主な意見＞

・職員を引き受けた上での事業の

効率化、合理化には限界。

・将来にわたって、事業の保障が

なければ、職員を正規雇用して

引き受けるのは困難。

・2014年5月市会の補正予算審議
の中で、一度に全体の民間委託

化を進めることによる市民サー

ビスへの影響など各種の懸念が

示されたことから、退職者不補

充と転籍を組み合わせた手法を

再検討。
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C4.(75)

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

（次頁からの続き）

（焼却処理）

・減量施策の推進や将来の人

口減により更なるごみ量減が

見込まれることから、ごみ量

に基づいた焼却工場配置の

再検討が必要。

・ごみ処理には広域化が必要

とする国の方針。

・工場建設のコストが大きい。

・個別事業の実態の把握が不

明確。

・民間事業者の活用が進んで

おらず非効率な事業運営。

（焼却処理）

・ごみ量の推移に基づき工

場稼働体制を６工場稼働

体制へ見直すとともに、工

場の建設・運営の民間運

営や民間委託を推進。

・本市、八尾市、松原市での

ごみ処理体制（一部事務組

合）を構築し、明確なガバ

ナンスの下、それぞれがご

み処理責任と負担を公平

に負う、長期的・安定的な

処理体制の構築。

（焼却処理）

・左記３市でごみ共同処理体

制について「（仮称）大阪市、

八尾市、松原市環境施設組

合設立準備委員会」で、一部

事務組合設立について協議

した。 （2013年４月～３回開
催）

・工場の整備・配置計画を策

定した。

（2012年４月）

（焼却処理）

・本市・八尾市・松原市において、

一部事務組合規約（案）を合意

・規約案について、八尾市、松原

市では議会承認を得る。大阪市

では継続審議中。

・森之宮工場（2013年１月）、大正
工場（2014年３月）を停止して７
工場稼働体制へ。

（経営形態の見直しによる単年度

財政推計算入効果額（一般財

源））

67億円（収集輸送）
15億円（焼却処理）
（第16回大阪府・大阪市特別
区設置協議会資料より）

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・ごみ（一般廃棄物）
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

大都市に共通する問題に加え、大阪市特有の環境がある。

大阪市の廃棄物行政の特徴

デ ー タ ごみ問題への影響

・事業系ごみが多い（一般廃棄物の
約６割）。

・環境系ごみ（不法投棄、道路清掃
ごみなど）の量が、他都市と比べ多
い。

１．昼間流入人口の増大や、経済活動の
集積

昼間流入人口（就業者、学生など）や観光客
（ビジター）、事業所などが多い。

３．高齢化が進展

65歳以上の人口比率が22％を越え、また、高
齢単身世帯の割合は他都市を上回る。

２． 狭小な市域や高密度の人口集中

狭小な市域に多数の市民が居住していること
に加えて、市周辺部には、古くからの町並み
（不整形な土地利用、狭い道路などが特徴）
も多く残されている。

都市としての課題

・小型の車両を使わざるを得ない
（収集輸送の効率が悪くなる）。

・焼却工場建設のためのまとまった
土地の確保が困難である。

・各戸収集等のごみ出し支援ニー
ズがある。

＜Why＞

資料：※１：平成22年(2010年)国勢調査 ※2：平成24年(2012年)経済センサス ※3：大阪市環境局調べ

・ 昼間流入人口（※1）（単位:万人）
(人口) (昼間流入人口)(昼間人口) (昼夜間比率)

大阪市 267 112 350 1.31倍

横浜市 369 41 334 0.91倍

名古屋市 226 51 253 1.12倍

京都市 147 23 158 1.07倍

神戸市 154 22 156 1.01倍

東京23区 895 321 1,158 1.29倍

・ 事業所数（※2）
大阪市 20.9万 横浜市 12.6万 名古屋市 12.9万

京都市 7.9万 神戸市 7.2万 東京23区 56.4万

・ 事業系ごみ収集量（※3） （2012年度）
大阪市 69万トン 横浜市 31万トン 名古屋市 20万トン

京都市 26万トン 神戸市 20万トン 東京23区 94万トン

・ 環境系ごみ等収集量（※3） （2009年度）
大阪市 1.4万トン 横浜市 0.1万トン 名古屋市 0.2万トン

京都市 0.3万トン 神戸市 ― 東京23区 ―

・ 市域面積と人口密度（※1） （市域面積） (人口密度）

大阪市 222km２ 11,981人/km２ 横浜市 437km２ 8,434人/km２

名古屋市 326km２ 6,935人/km２ 京都市 828km２ 1,780人/km２

神戸市 553km２ 2,794人/km２ 東京23区 622km２ 14,386人/km２

・65才以上人口（※1） （人口)（総人口に占める割合）
大阪市 60万人 22.5％ 横浜市 74万人 20.1％

名古屋市 47万人 20.8％ 京都市 33万人 22.7％

神戸市 35万人 22.7％ 東京23区 177万人 19.8％

・高齢単身世帯数（※1） （世帯数）（総世帯に占める割合）
大阪市 18万世帯 13.6％ 横浜市 13万世帯 8.2％

名古屋市 10万世帯 9.8％ 京都市 ７万世帯 10.3％

神戸市 ８万世帯 11.8％ 東京23区 62万世帯 13.7％
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

大阪市では事業系ごみの占める割合が高いため、総人口１人１日あたりのごみ量は他都市と比べて多いが、家庭系ごみ
では平均を下回っている。事業系ごみについても、１事業所１日あたりで比較すると、それほど突出したレベルにはない。

ごみ量

ごみ総量
（総人口１人１日あたり）

平均 7,500 平均 337

〔単位：ｇ／人（事業所）・日〕

家庭系ごみ
（総人口１人１日あたり）

事業系ごみ
（１事業所１日あたり）

事業系ごみ
（総人口１人１日あたり）

事業系ごみ
（昼間人口１人１日あたり）

934

1,095

1,110

841

948

1,026

1,121

959

953

967

1,029

1,082

904

928

910

1,101

946

1,124

964

1,232

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神⼾市

堺市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

大阪市

612

626

646

499

628

676

699

480

712

656

771

777

714

705

678

692

701

736

659

524

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神⼾市

堺市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

大阪市

323

469

465

343

320

350

422

478

241

311

258

305

190

223

232

409

245

387

304

708

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神⼾市

堺市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

大阪市

312

418

456

339

305

344

445

441

213

318

252

299

217

249

255

418

268

359

304

533

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神⼾市

堺市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

大阪市

平均 1,009 平均 660 平均 349

■ごみ量 （2012年度）

※出典 「⼈⼝」「ごみ量」 ⇒ 環境省廃棄物処理技術情報 「⼀般廃棄物処理実態調査結果（平成24年度）」
「事業所数」 ⇒ 総務省統計局 「平成24年経済センサス-基礎調査」 「昼間人口」 ⇒ 総務省統計局 「平成22年国勢調査」

7,382

9,075

10,062

7,190

6,648

7,584

11,313

8,867

4,228

6,740

4,878

6,604

5,524

7,169

6,837

12,759

6,951

8,215

7,367

9,037

熊本市

福岡市

北九州市

広島市

岡山市

神⼾市

堺市

京都市

名古屋市

浜松市

静岡市

新潟市

相模原市

川崎市

横浜市

千葉市

さいたま市

仙台市

札幌市

大阪市
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

27.0 29.6

19.4
24.4 27.1

18.5
22.7

18.6

7.2

21.6

32.3 29.5

24.817.6 13.8

20.8
12.7

15.9

20.1

20.8

59.459.1

44.2
42.040.939.4

35.434.6

27.3

42.5

京
都
市

名
古
屋
市

千
葉
市

福
岡
市

横
浜
市

札
幌
市

大
阪
市

川
崎
市

仙
台
市

平
均

平均値＊ 42,5円/t

資料：各都市ＨＰ・事業概要から大阪市環境局作成。横浜市・川崎市・京都市は2010年度実績。

ごみ処理全体のコストは、平均よりやや低くなっている。

×0.834倍

ごみ処理のコスト

【大阪市のごみ処理原価の構成要素】
人件費、物件費、減価償却費、
公債利子、管理部門経費、控除費

処
理
処
分
原
価

収
集
輸
送
原
価

（千円／ｔ)

34.6

22.7

12.6

12.7

47.2

35.4

2002年度 2011年度

（千円／ｔ)

大阪市
［ごみ処理総合原価の推移]

*・処理処分原価平均：20.8千円/ｔ
・収集輸送原価平均：21.6千円/ｔ

※ 都市により原価の算出対象となるごみの種別が異なることや、ごみ処理コストの
分析方法が異なることから単純に比較できない。

■ごみ処理総合原価 （2011年度）

＜Why＞
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○ 各収集区分におけるごみ収集量の直営・委託の比率を示す。
○ 各都市で分別収集品目・方法が異なることから、上記は本市の収集状況に類似したものを記載した。
※ 大阪市の粗大ごみについては2014年度から100％委託となっている。

資料：大阪市環境局調べ

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

収集輸送 （民間委託化の状況）

区分 普通ごみ 粗大ごみ 資源ごみ 容器包装プラスチックごみ 古紙・衣類

種別 直営 委託 直営 委託 直営 委託 直営 委託 直営 委託

大阪市 100% 0% 78% 22% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

札幌市 64% 36% 0% 100% 31% 69% 5% 95% 0% 100%

仙台市 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

さいたま市 37% 63% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

千葉市 0% 100% 77% 23% 0% 100%

川崎市 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100%

横浜市 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0%

相模原市 79% 21% 0% 100% 0% 100%

新潟市 5% 95% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

静岡市 34% 66% 99% 1% 0% 100%

浜松市 7% 93% 100% 0% 7% 93% 7% 93%

名古屋市 85% 15% 93% 7% 95% 5% 55% 45% 100% 0%

京都市 66% 34% 0% 100% 80% 20% 78% 22%

堺市 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

神戸市 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

岡山市 42% 58% 84% 16% 40% 60% 33% 67% 49% 51%

広島市 46% 54% 0% 100% 0% 100% 39% 61%

北九州市 30% 70% 0% 100% 30% 70% 30% 70%

福岡市 0% 100% 0% 100% 0% 100%

熊本市 68% 32% 97% 3% 0% 100% 0% 100% 64% 36%

（※）

大阪市では家庭系一般廃棄物の収集輸送業務を主に直営で運営しており、他都市に比べて民間委託化が低調。

■民間委託化の状況 （2012年度）

＜Why＞

：直営100％民間委託が低調 ：直営50％以上
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

経営形態の見直し （１／３）

課 題 対 応 策

ごみ量

・ごみ量はピーク時から約半減したが、他都市
と比べると多い
・分別収集の品目に紙類がないなど、分別の種
類が少ない
・資源化率、資源化量が低い

［ごみ減量の一層の推進］
・更なるごみ減量に向けて施策を継続・強化する

収集
輸送

・主に直営で事業を実施しており一層のコスト
削減が必要
・民間委託を導入しているが、退職者不補充の
手法で行っており改革のスピード感に欠ける

［民でできることは民へ］
・退職不補充に職員の民間への転籍を組み合
わせることで、さらなるスピード感を持って、事業
の民間化を進め、コストを削減する手法の検討

焼却
処分

・ごみ量減に基づく焼却工場配置の再検討が
必要
・焼却工場建設のコストが大きい
・特別区へ移行後も、円滑に焼却処理を行う必
要がある

［広域化による更なる効率化］
・６工場稼働体制へ見直しする
・工場建設・運営に民間委託等を導入する
・八尾市、松原市とともに一部事務組合設立によ
る公平な負担、安定的な処理体制を構築する

（考え方）

収集輸送 焼 却 埋 立

家庭系の
一般廃棄物

直営（現業職員）による
収集輸送・中継地管理

市施設（焼却
工場）で処理

（ただし、事業系は
有料で処理）

市施設
（北港１区）
で処分事業系の

一般廃棄物
許可業者による
収集運搬

一部事務組合化民間化

＜Outcome＞
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2014年度 検 証 将来形
2015年度
（予定）

民間事業者

民間事業者

民間事業者

民間事業者

民間事業者
or  直 営

民間事業者
or  直 営

民間事業者
or  直 営

民間委託

直 営直 営

直 営

民間委託

一部センターの
民間委託化

（業務委託の検証）

民
間
委
託
化
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

完全民間委託化
or

一部直営

経営形態の見直し （２／３）

退職不補充
＋

職員の転籍

一部環境事業センターの民間委託化以降、市民サービス等への影響を検証した上で、定年・早期退職者
数、転籍の希望状況を見ながら、そのあり方も含め検討していく。

ごみ収集輸送事業の
将来的なあり方を検討

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

（収集輸送について）

＜Outcome＞
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Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】 ・ごみ（一般廃棄物） C4.(75)

Before After

範 囲

主 体

工場数

運営方法

工場建設
方法

大阪市域

大阪市

９工場

公 営

特別区、周辺自治体

一部事務組合

配置工場数の見直し（６工場稼働体制）

派遣職員

固有職員（引継職員）

非正規雇用職員

職員 本務職員

公 営

一部業務（運転）の民間委託

民間運営

≪運営≫

ＰＦＩ・ＤＢＯ

公 設

≪工場建設≫

経営形態の見直し （３／３）

（焼却処理について）

・効率化を実施しながら、周辺自治体と広域化を図る。 ⇒ 【一部事務組合の設立】
・工場運営・建設に係る技術力を確保しながら、効率的な運営を行う。 ⇒ 【民間活用】

・工場業務（運転等）の一部委託
・ＤＢＯ方式等の活用による一部工場の民間運営

＜Outcome＞

※2012.4時点83



C5

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・近年多発する集中豪雨による浸水

被害の軽減や、老朽施設の改築更

新、地震・津波対策、水環境保全

等の推進が急務

・長期的な水量減少、改築更新投資

の増加による厳しい経営環境

・他都市と比べて、処理水量あたり

のコストは安いものの、維持管理

部門の職員数が多い

・大規模な下水道施設を安定して運

転維持管理ができる民間組織が未

成熟

・府内市町村では下水道技術者が

不足

・市内部に下水道事業の総合的な

技術・ノウハウを保持しているが、

行政組織のため国内外への事業

展開に制約がある

・経営形態を見直す選択肢としては、

維持管理を対象とする包括委託か

ら建設投資や資金調達を含めたコ

ンセッション方式までがある

・その中で、上下分離（運営管理と施

設保有を分離）方式を導入

・なお、当面は包括委託を実施して、

段階的に業務範囲を拡大

・将来的にはリース・コンセッション方

式による運営管理を含めた経営形

態を検討

・上下分離方式の導入にあたっては

運営管理を担い、民間原理を最大

限活用する新組織を設立

・新組織に行政が培ってきたノウハ

ウを移転し、国内外への事業展開

を図る

・2013年度から、（一財）

都市技術センターへの

下水道施設の運転維持

管理業務の包括委託実

施

・（一財）都市技術セン

ターの暫定活用を経て、

新組織を設立・業務移

管を予定（2015年度）

・市全域の下水道施設

の運転維持管理業務

を外郭団体を暫定活

用して包括委託を行

い、上下分離を実現

（2014年度）

・運転維持管理業務の

委託化による効果

（人件費相当額の経

費削減）として、約５

億円の見込み（上下

分離実施前との比

較）

Ⅲ【民営化】(5)下水道
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C5.(76)

使用水量の推移

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

使用料収入はこれまで年1％程度の長期減少傾向にあったが、リーマンショックの影響に
より2008年度から2009年度は大幅な減少となった。今後は節水型社会への移行により年
1％程度の減少傾向が続くなど厳しい経営環境となることが予想される。

＜Why＞

85



0

100

200

300

400

500

600

2011 12 13 14 15 16 17 18 19 20

新増設

改築・更新
億円

今後の見込みは2012年度事業分析より

C5.(76)

建設事業費の推移

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

大阪市では早期に施設整備してきたことから、老朽化した下水道施設が増加しており、今

後、老朽施設の改築・更新の急増期を迎える。

【目 的】
・浸水対策
・耐震耐水
・老朽対策
・合流改善
・高度処理

＜Why＞
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C5.(76)

起債償還の見通し

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

これまでの投資に伴い発行した起債の償還が2014年度の360億円程度をピークに、今後
高水準で推移する見込みである。

＜Why＞
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5 8 8 5
12 16

10
2

3 5

2

6 7
10

22
24 22

27

23
23 2913

9 11 14
13

15
18

42 43
46

49
53

61
66

京都市 横浜市 大阪市 神戸市 名古屋市 東京都 福岡市

63 69

89

109 111
125

136

大阪市 神戸市 京都市 名古屋市 東京都 横浜市 福岡市

管渠費

抽水所費

下水処理場費＊４

その他＊３

大阪市では早期に施設整備してきたことから、資本費（支払利息＋減価償却費）単価

は極めて低く、維持管理費（人件費＋物件費）単価は他都市平均並みである。

資
本
費

維
持
管
理
費

<維持管理費単価＊１と資本費単価＊２>

＊１：維持管理費 / 処理水量
＊２：資本費 / 処理水量

これらの処理水量とは、下水処理場で処理した雨水と汚水の合計水量

＊３：総係費など

＊４：大阪市の場合、下水処理場費に場内ポンプ場の経費が含まれている

<資本費単価 2012年度 単位：円/m3・年>

<工程ごとの維持管理費単価 2012年度 単位：円/m3・年>

（2012年度 単位：円/m3・年）

平均100

平均51

大阪は

他都市平均
並み

大阪は平均
より40％安い

46 49 42 53 43
61 66

63 69 89

109 125
111

136
109

118
131

162
168 171

202

大阪市 神戸市 京都市 名古屋市 横浜市 東京都 福岡市

C5.(76)

他都市と比較した事業効率

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

＜Why＞
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<処理水量あたりの部門別職員数 （2012年度 単位：人/億m3）>

部門別では、大阪市は維持管理部門の職員数が他都市と比べて多い。

維持管理部門の職員が多い

201
186

138
126

98

74

99

大阪 名古屋 神戸 京都 横浜 福岡 東京

22

31

24

14

18 19

27

大阪 名古屋 京都 横浜 神戸 福岡 東京

27

53

47

37

63

55

37

大阪 名古屋 京都 横浜 神戸 福岡 東京

○維持管理部門
○資本部門 ○その他（総務部門など）

平均
132

平均
46

平均
22

C5.(76)

他都市と比較した職員数

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

＜Why＞
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・本市下水道事業として、近年多発する集中豪雨による浸水被害の軽減や、老朽施設の改築更新、地震・津波対

策、水環境保全等の推進が急務である。

・さらに、長期的な使用水量の減少や、改築更新投資の増加による厳しい経営環境にある。

・また、他都市と比べて、処理水量あたりのコストは安いものの、維持管理部門の職員数が多い状況にある。

・以上の課題を解決するため、維持管理と建設投資を一体的に実施することでより効率的に事業運営ができる、

上下分離（運営管理と施設保有を分離）方式を導入し、当面は包括委託を実施する。

・将来的には、リース・コンセッション方式による運営管理を含めた経営形態を目指す。

Ⅲ 経営形態の見直し・その他の取組（民営化）

経営形態の見直し

C5.(76)

考え方

大阪市下水道事業経営改革～基本方針と実施計画（案）行 政

都市技術センター

政策形成

業

務

範

囲

事業運営監視

資金調達（公）
資金調達（民）

経営管理

計画・設計

建 設

施設補修・修繕

保守点検

運転管理

行 政

新組織

行 政

新組織 新組織

行 政

フェーズ1：都市技術センター暫定活用 フェーズ2：新組織（設立・育成期）

都
市
技
術

セ
ン
タ
ー

行 政

)フェーズ３ : 新組織(事業拡大期)

 現在は黒字経営

 他都市と比較し

ても低廉な使用

料を維持

 市内部に技術・

ノウハウを保持

2013 2014 2015 将 来2015～

業

務

範

囲

行 政

現 状

～2012

 センター活用により、早期の上下分離着手

 防災関連業務を含め安定した実施体制確立

 組織体質強化を実施

 運転維持管理部門に事業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部門を設置

 下水道ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑの運営を可能とする体制へ育成

（包括委託～ﾘｰｽ・ｺﾝｾｯｼｮﾝ型の導入を視野）

 競争による事業拡大

 リース・コンセッショ

ン型へ業務領域を拡

張・展開

1方面管理事務所

4方面管理事務所

実施計画

＜Outcome＞
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C6Ⅲ【民営化】(6)幼稚園・保育所

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・保育ニーズに的確に対応
するため、限られた人的・
物的資源を有効に活用す
る必要がある
・活力ある大阪の実現のた
め、「現役世代への重点投
資」を可能にする行財政基
盤構築が必要

（幼稚園）
・ 市内の幼稚園に通う園
児の８割が私立幼稚園に
通っている。
・私立に比べ、園児１人あ
たりの運営費が高く、市費
負担額も高い。

・民間で成立している事業
は民間に任せる （民営化・
再編等）

⇒ ニーズに沿った運営に
よるサービス向上と効率化
を期待

（幼稚園）
・原則として廃園又は民間
移管

（幼稚園）
・「市立幼稚園民営化計画」
（案）の基本的な考え方を
公表（2013年2月）
・民営化計画（案）を策定
・2013年度及び2014年度に
民営化に着手する予定の
園を公表（2013年8月）
・「大阪市立幼稚園の民営
化について －現時点での
考え方－ Ver.1」を公表
（2013年9月）
・民営化計画の見直し（案）
を策定、公表(2014年4月)

（幼稚園）
・４園の廃園、１園の民間移
管が決定
市立幼稚園数
（59園(2014年度）

→ 54園（2016年度））

（保育所）
・民間に比べ、児童１人あ
たりの経費が高い
・公設置民営では、効果が
限定的

（保育所）
・セーフティネットとして必要
な保育所を除き、統廃合・
休廃止も視野に入れなが
ら原則民間移管

（保育所）
・「公立保育所新再編整備
計画（案）」を公表（2013年2
月）
・2015年度から民間に移管
する保育所の公表（2013年
6月）

（保育所）
・４保育所の移管先法人が
決定
公立保育所数
（119か所（2014年度）
→ 115か所（2015年度））
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（参考） 幼稚園の概況（2014年5月1日時点）

・ 市政改革プランに基づき、民間で成立している事業は民間に任せる （民営化）。
市内の幼稚園に通う園児の約8割が私立幼稚園に通っており、また市立幼稚園を設置していない行政区が2区ある。

・ 私立に比べ、園児１人あたりの運営費が高く、市費負担額も高い

⇒ ニーズに沿った運営によるサービス向上と効率化を期待。
民営化により生み出された財源で、市立幼稚園だけでなく幼児教育全体の充実をはかる。

（背 景）

・ 保育ニーズに的確に対応するため、限られた人的・物的資源を有効に活用する必要がある。
・ 活力ある大阪の実現のため、「現役世代への重点投資」を可能にする行財政基盤構築が必要。

幼稚園の民営化等

○ 原則として廃園または民間移管。

2013年度着手 2014年度着手
１ 園 ３ 園

＜ 廃 園 ＞

2013年度着手
１ 園

＜ 民間移管 ＞

区分 園数 定 員 実 員
定員
充足率

園児数
構成比

市立 59園 6,700人 4,856人 72.5％ 16.9％

私立 135園 32,285人 23,746人 73.6％ 82.6％

国立 1 園 150人 148人 98.7％ 0.5％

計 195園 39,135人 28,750人 73.5% 100.0％

C6.(77)Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・幼稚園・保育所

設置
区分

運営費年額
うち市費負担額

(ｱ)
うち国庫・府費
負担額 (ｲ) (ｱ)+(ｲ)

市立 680,480円 570,978円 543円 571,521円
私立 547,231円 85,492円 209,873円 295,365円
民営化による
税負担削減効果

485,486円 △209,330円 276,156円

幼稚園児一人当たりの運営費（2011年度決算額）

大阪市内
の幼稚園

2013年8月に公表した「市立幼稚園民営化計画（案）」に示した19
園のうち、5園については2013年11月に「大阪市立学校設置条例の
一部を改正する条例案」が可決。

14園については、見直し案を2014年4月に公表、5月に条例案を上
程し、原案否決。

園数 市立の
割合市立 私立

大阪市 59 135 30.4%

横浜市 0 281 0.0%

名古屋市 23 155 12.9%

京都市 16 97 14.2%

神戸市 42 97 30.2%

指定都市の幼稚園数（国立、休園中除く） 2014年度
市立幼稚園

30.4％

※上記以外の指定都市で、千葉市、川崎市では、市立幼稚園が設置されていない。

＜Outcome＞幼稚園
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C6.(77)
保育所

Ⅲ 経営形態の見直し【民営化】・幼稚園・保育所

背 景 子育て支援施策の充実・強化にかかる課題

過去の取組と今後の方針

2004年度～2014年度 保育所民間委託 2015年度～ 保育所民間移管

公立保育所の民間委託、統廃合を実施 セーフティネットとして必要な保育所を除き、統廃合・休廃止も視野に
入れながら原則民間移管

他都市の取組状況等について

神戸

京都

名古屋

横浜

大阪

27.1%

8.1%

32.5%

14.1%

17.5%

0.3%
11.9%

72.9%

91.9%

67.5%

85.6%

70.6%

公設公営 公設民営 民間

構
成
比
率

・児童100人あたりの保育所運営費（2011年度決算）

歳出ベース 実質市費ベース 民間委託、民間移管実施による

公設公営 1億5,800万円 1億3,600万円 税負担削減効果

公設民営 9,700万円 7,800万円 民間委託 5,800万円

民間 1億300万円 4,900万円 民間移管 8,700万円

保育所数

年度 2003 年度 2014

公設公営 136 

公設公営 71 

公設民営 48 

統廃合・休止 17 

計 136 

＜民間移管＞

2013年度着手 5か所

2014年度着手 11か所

2013年度着手のうち1か所については、選定の結果審
査を合格した法人がなかったため、2014年度再着手

＜休止＞

2014年度着手 1か所

○民間移管公表状況について

2015 2016 2017～

大阪市 4 11 未定

横浜市 2 2 未定

名古屋市 3 4 10

京都市 2 未定 未定

神戸市 - - 1

2014年4月現在保育所数

公設
公営

公設
民営

民間
計

移管 民設民営

大阪市 71 48 0 286 405

横浜市 86 2 38 485 611

名古屋市 118 0 4 241 363

京都市 23 0 2 258 283

神戸市 58 0 20 136 214

こどもや家庭を取り巻く環境が大きく変化
・共働き世帯の増加や就労形態の多様化
・地域の相互扶助機能の低下

保育に対するニーズが増大かつ多様化
子育て支援施策の充実・強化が必要

保育ニーズに的確に対応するため、限られた人的・物的資源
を有効に活用する必要がある。

・新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園の保育料は、国の示す基準を限度に市町村が定める仕組み。
・本市では、税投入の公平性の観点から、国が示す基準額から利用者の負担を軽減するために投入する市税の割合を、幼稚園・保育所・認定こども園の
別、公私の別を問わず、いずれも同じ所得であれば同程度になるよう設定。
・今後、国の動向や市会議論をふまえ、詳細を検討。

子ども・子育て支援新制度にかかる本市保育料の考え方

保育所数
年度 2014 2015 2016

公設公営 71 68 64 
公設民営 48 47 39 
民間移管 - 4 15 
統廃合・休止 - 0 1 

公立保育所 119 115 103 

＜Outcome＞
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Ⅲ 経営形態の見直し

【独立行政法人化】
（７）病院・弘済院附属病院
（８）博物館
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A10Ⅲ【独立行政法人化】(7)病院・弘済院附属病院

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

（病院）

・公営企業の制約（経営資源の

調達における法律上の限界、行

政の非効率性）

・資金不足

・公立病院としての役割を果た
すため、市立病院は、より自律
的・効率的・効果的な経営形態
への移行が必要。

（病院）

・意思決定の迅速化を図り、地
域医療のニーズや医療環境の
変化に対応した高度専門医療
の提供
・業務運営の改善・効率化

⇒地方公営企業から独立行政
法人への移行

（病院）

・「大阪市立市民病院経営検討

委員会」最終報告（2007年1月）
・「大阪市市民病院改革プラン」

（2009～2011度）策定（2009年3
月）

・地方公営企業法全部適用へ

移行（2009年4月）
・市会にて関連議案上程、可決

（2014年5月）

（病院）
・2010年度決算において不良債
務を解消（2011年3月）
・2014年10月 （地独）大阪市民
病院機構設立

・経営形態の見直しによる単年
度財政推計算入効果額（一般
財源）：20億円
（第16回大阪府・大阪市特別
区設置協議会資料より）

（弘済院附属病院）

・経営改善を図るも、現行形態

での赤字の収支構造脱却は困

難

・施設の老朽化

（弘済院附属病院）

・弘済院が担ってきた認知症専
門機能を、（地独）大阪市民病
院機構と福祉局が責任を持っ
て進めていく

⇒附属病院を大阪市が建て替
えたうえで（地独）大阪市民病
院機構に移行

（弘済院附属病院）

・事業継承に係るマーケット・サ

ウンディングの実施、公表（2013
年）

（弘済院附属病院）
・経営形態の見直しによる単年

度財政推計算入効果額（一般

財源）：2億円
（第16回大阪府・大阪市特別
区設置協議会資料より）
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＜市⺠病院（３病院合計）＞

【⼀般会計繰出⾦】

十三移転開院
（2002）

市総合開院
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地方公営企業法
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A10.(26)(27)Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・病院・弘済院附属病院

病院収支の改善

年々抑制傾向にあるものの年間数十億円もの公費負担を実施。
経常損益については、経営改善に取り組んだ結果、2009年度以降、黒字に転じた。

(億円) (億円)

(年度) (年度)

＜Why＞

96



A10.(26)(27)Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・病院・弘済院附属病院

2019年度～2015～2018年度2014年度

独立行政法人化

＜背 景＞

・ 公立病院としての役割を果たすため、市立病院は、より自律的・効率的・効果的な経営形態への移行
が必要。

・ 独立行政法人化により、非公務員型の法人として効率的な運営を行うとともに、経営の自律性を
高める。
・ 市民病院 （総合医療センター、十三市民病院、住吉市民病院）
→ より自立した経営形態として独立行政法人へ移行予定。

・ 弘済院附属病院
→ 大阪市が建替えのうえ、独立行政法人へ移行予定（移行後も大阪市が関与を継続）。

・総合医療センター

・十三市民病院

・住吉市民病院

・弘済院附属病院 新病院の設計・建設

独立行政法人が関与

移
行
（
引
継
）

経営形態の見直し ＜Outcome＞
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A10Ⅲ【独立行政法人化】(8)博物館

＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・現状分析を通じて、次の施設

を対象に、あるべき経営形態

について検討。

・国立館並の規模や観覧者数

の施設もあるなかで、少ない

経費で運営している。

・指定管理者制度（期間の制

約等）に起因し、専門人材や

事業の継続性の確保が困難。

・経費削減の影響もあり、施設

や設備の老朽化が目立ち、

利用者サービスが低下して

いる。

・指定管理者である法人や各

館の運営における自由度が

小さく、自主性を発揮しづら

い。

・168万点に上る貴重な館蔵
品、2万点を超える寄託品な
どの継承・充実と、日常的な

有効活用。

・蓄積した経験や信頼関係を

継承し、運営を支える専門人

材の安定的確保。

・市民利用施設として必要な

スペックを維持するとともに、

レストランやショップの充実な

ど、利用者目線のサービス

の実現。

・各館が権限と責任を持ち、イ

ンセンティブが働き、自主性

を発揮できる経営の実現。

・今すぐできる改善として、利

用者の声の多かったトイレ等

の改修や表示の改善を実施。

・自主性を発揮するため、現

行体制下での各館への権限

移譲に向けた検討に着手。

・改革の方向性に最適な経営

形態について検討し、独立

行政法人化をめざす。

・独立行政法人化の壁となっ

ていた政令改正をめざす。

・独立行政法人化の実現に向

けた更なる調査や詳細検討

に着手。

・指定管理者である博物館協

会職員アンケートを含む現状

分析を行い、博物館運営改

革に着手（2013年）。

・新美術館を含めた市立美術

館・東洋陶磁美術館の今後

の方向性（あり方）を検討・決

定（2013年）。

・本市の働きかけにより、博物

館の独立行政法人化を可能

とする政令改正が実現（2013

年）。

・2014年、利用者サービス及

び美術館機能向上をめざし、

市立美術館の新棟増設のあ

り方調査に着手。

・経営形態の変更による単年

度財政推計算入効果額（一般

財源）：1.3億円
（第16回大阪府・大阪市
特別区設置協議会資料

より）

大阪歴史博物館、市立美術館、

東洋陶磁美術館、自然史博物

館、科学館、（新美術館）
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大 阪 歴 史 博 物 館 市 立 美 術 館 東 洋 陶 磁 美 術 館 自 然 史 博 物 館 市 立 科 学 館

所 在 地
中央区大手前4-1-32 天王寺区茶臼山町1－

82
北区中之島1−1−26 東住吉区長居公園1-23北区中之島4-2-1

設 立 年 月 日 1960年12月1日 1936年5月1日 1982年11月6日 1950年4月1日 1989年10月7日

登 録 ・ 公 開 承 認 登録博・公開承認施設 登録博・公開承認施設 公開承認施設 登録博 登録博

館 の 概 要 ・ 特 徴

大阪が日本史上の中心
都市として栄えた古代の
難波宮、中世の本願寺、
近世の天下の台所、近
代の大大阪時代をテー
マに2001年に新館オー
プン。

東洋の古美術を中心に、
75年を超えて、コレク
ションの収集などの活動
を実施。
重要文化財13点を含む
秀逸な中国書画・石仏
など、約8,000点の収蔵
品。

安宅コレクションを始め
とする中国・韓国陶磁の
国宝2点、重要文化財13
点を含む約6,000点を収
蔵する、陶磁器を扱う専
門博物館としては世界
屈指。

自然史博物館の草分け
で、市民協働の先駆者
的施設。150万点にのぼ
る標本収集、西日本自
然史系博物館ネットワー
クの基幹館。

東洋初の世界最新のプ
ラネタリウムを導入した、
日本初の科学館「大阪
市立電気科学館」(1937
年)が前身。ハンズオン
を中心にしたわかりやす
い展示。

管 理 運 営 (公財)大阪市博物館協会 (公財)大阪市博物館協会 (公財)大阪市博物館協会 (公財)大阪市博物館協会 (公財)大阪科学振興協会

職員数(2013、(学芸員)) 30（20） 17（8） 10（5） 25（15） 28（12）

館 蔵 品 点 数 123,374 8,238 5,955 1,515,358 14,677

事業費（2013、百万円) 735 538 216 380 234

開 館 時 間

午前9時30分～午後5時、
ただし金曜日は午後8時
まで

午前9時30分～午後5時 午前9時30分～午後5時 午前9時30分～午後4時
30分(11〜2月)、5時(3〜
10月)

午前9時30分～午後5時

常 設 展 観 覧 料
600円（大人）、
400円（高大生）

300円（大人）、
200円（高大生）

500円（大人）、
300円（高大生）

300円（大人）、
200円（高大生）

展示場400円（大人）、
300円（大学・高校生）

年間観覧者（H25、人） 465,339 640,347 142,085 309,564 727,142

展 示 面 積 （ ㎡ ） 5,011 6,680 1,053 3,830 3,156

最近の特別展等（人）
2013幽霊・妖怪画大全
集展（67,964）

2013ボストン美術館展
(242,725)

2010ルーシー・リー
(56,634)

2010大恐竜展(174,748)全天周映像HAYABUSA
(58,810)

Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・博物館

本市施設の現状 （対象施設） ＜Why＞
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規模（展示面積） 入館者数
事業費

国博平均

国美平均

数値は2013年実績（ただし、国立美術館の事業費のみ2012年度実績）

Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・博物館

（千㎡） （千人） （百万円）

本市施設の現状 （国立博物館との比較）

・ 規模では、歴博は東京を除く国立並みの、市美は国立平均を上回る。

・ 観覧者では、歴博は京都国博を上回り奈良国博並の、市美は国立５館の平均と同数の観覧者を獲得。

・ 経費では、歴博・市美ともに国立施設よりも少ない額で運営。

＜Why＞
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6%

35%

40%

13%

6%

60歳以上 50歳代
40歳代 30歳代
29歳以下

【学芸員の年齢構成（※1）】

（※１） 6施設（2法人）の人員

１．指定管理者制度の課題（期間の制約）

・指定期間を超えての人材確保が困難(有期契約職員 事務:47人、学芸:9人)

・長期の準備期間を要する海外展や大規模企画展等の誘致・開催に支障

・学芸員の高齢化に加え、退職者の有期職員による代替では、寄託者等との
信頼関係維持や資料獲得が困難

２．利用者サービスの低下（経費削減の限界）

・旧式のトイレや展示端末の故障など、機器や設備の補修・整備が滞る

・収蔵庫や空調設備など施設機能が不十分であったり、建物の老朽化が進む

・レストランやカフェ、ショップが貧弱

３．厳しい経営環境（自由度の欠如）

・協定書に基づく管理代行にすぎず、自主性が発揮しづらい施設運営

・利用料金制度の特徴が活かされず、インセンティブが有効に働いていない

Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・博物館

現状課題 ＜Outcome＞

【第22回府市統合本部会議】（2014年1月28日）

【2006年度から指定管理者制度を導⼊】

国立館等に匹敵する規模・内容を備えた本市施設の特徴を引き出すため、専門人材や事業の継

続性の確保、利用者サービスの向上、業務改善や自主性の発揮が期待できる独立行政法人化を、

2015年度を目標にめざす。
101

A10.(29)



Ⅲ 経営形態の見直し【独立行政法人化】・博物館

めざす方向 ＜Outcome＞

継続性の確保サービスの充実や
資金獲得

柔軟な運営と業務改善

カフェ・レストランの充実

寄付金や外部資金の獲得 年末年始開館や混雑時の時間延長 評価や結果の公開

魅力あるショップ

寄託者等との
信頼関係の継続

展覧会など
事業の継続性

専門人材の
確保と継承

独立行政法人化でめざす方向

・ 有用な人材と継続性の確保、コンテンツの有効活用を通じて事業の充実を図る。

・ 自主性を発揮し、利用者動向やニーズを踏まえた運営や評価を通じた業務改善を行う。

・ カフェ・レストランやショップの充実、外部資金の獲得などにより、館の魅力向上に努める。
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Ⅳ 政策の刷新（主なもの）

（１）現役世代への重点投資
（子育て/教育）

（２）教育改革
（３）西成特区構想
（４）福祉施策の再構築
（５）インフラ整備
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・子育てや教育、就労など
に関して、現役世代が能
力を十分に発揮し、活躍
できる環境を整えるため、
安心して子育てができ、
働くことができる環境が
必要。

・子育てや教育など現役世
代を支援するための施策
に対し予算を重点投資。
現役世代への支援により、
大阪の活力を生み出すこ
とで、高齢世代を支える
といった流れを作る。

・市政改革プランに基づき、
ムダを徹底的に排除し、
成果重視で施策も見直し、
スリムな行財政運営にし
て、現役世代への重点投
資など大きな政策転換を
行う。

・将来を担うこどもたちの
個性や才能を伸ばし、さ
らにはグローバル（国際
的）な舞台に挑戦し活躍
できるような人材を育成。

・こども、教育の分野を中
心に施策・事業を展開
（①）

【主な施策（②）】
子育て
（拡充）

a妊婦健康診査の拡充
bこども医療費助成の拡充、
c待機児童の解消（小規模
保育事業の導入など）
（新規）

d学校外教育における塾
代助成事業の実施

教育
a 普通教室の空調機設置
b中学校給食の実施
c学校教育・校務支援ＩＣＴ
の導入

d校長経営戦略等の実施

・現役世代への重点投資
として、こども・教育の分
野において予算の重点
配分

・重点投資額
2011年度予算 67億円

↓
2014年度予算 270億円

(2015年度見込 369億円)

Ⅳ（１）現役世代への重点投資（子育て/教育） B1
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・現役世代への重点投資として、こども・教育の分野において予算の重点配分
重点投資の額：2011年度予算 67億円 ⇒ 2014年度予算 270億円

（2015年度見込 369億円）

〇 「現役世代への重点投資」（こども・教育）の予算推移
〈2015年度の増加要素〉
・塾代助成 ＋22億円
・学校教育ＩＣＴ ＋75億円

3.9‰全体（一般会計）
に占める割合（‰）

Ⅳ 政策の刷新・現役世代の重点投資（子育て・教育） B1.(42)～(50)

① こども・教育の分野への予算の重点配分

9.5‰ 13.5‰ 16‰ （年度）

【主な項目】

a  妊婦健康診査 13億円
b  こども医療助成 35億円
c  待機児童解消 17億円
a 普通教室空調機設置 1億円
b  中学校給食 1億円

【主な項目】

a  妊婦健康診査 13億円
b  こども医療助成 35億円
c  待機児童解消 17億円
a 普通教室空調機設置 1億円
b  中学校給食 1億円

子
育
て

教
育

【主な項目】

a  妊婦健康診査 23億円
b こども医療助成 73億円
c  待機児童解消等 57億円
d  塾代助成 17億円
a  普通教室空調機設置39億円
b 中学校給食 18億円
C  学校教育ＩＣＴ 16億円
d  校長戦略予算等 27億円

子
育
て

教

育

（億円）

見込

67

159

225

270

369
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拡充
a 普通教室
の空調機設置

2011予算：1億円

2013年度末で全中学校普通教室へ空調機設置（小学校は
2014年度より順次設置）。設置後は、夏休み短縮などにより
年間40時間程度の授業時間数確保
（2014予算：39億円）

拡充 b 中学校給食
家庭弁当との選択制のため
の設備投資
（2011予算：1億円）

市内全128中学校で給食の全員喫食導入（うち112校が新1
年生から段階的導入）
（2014予算：18億円）

新規
c 学校教育・
校務支援ＩＣＴ

2011予算：－

2012年度よりモデル校においてICT環境などを整備。2014年
度中に学習用タブレット端末を全小中学校(モデル校除く）に
1校当たり40台を貸し出し、教員一人1台パソコン など
（2014予算：16億円 2015予算見込：91億円）

新規 d 校長戦略予算等 2011予算：－
校長経営戦略予算、がんばる先生支援、英語イノベーション
事業等を実施。
（2014予算：27億円）

新規・
拡充 項 目 Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

拡充 a  妊婦健康診査
妊婦1人当たり公費負担額
57，540円（全国最低水準）
（2011予算：13億円）

2012年度～国の示す標準検査項目の実質無料化
（妊婦1人当たり公費負担額99,810円）
（2014予算：23億円）

拡充 b  こども医療費助成
通院について、小学校就学
前（6歳）まで
（2011予算：35億円）

2012年11月～ 通院を中学校修了まで拡充
（新たに対象となった児童数129,638人(2014年2月時点)）
（2014予算：73億円）

拡充 c  待機児童解消
待機児童数664人（2012年4
月）
（2011予算：17億円）

待機児童数224人（2014年4月）
52,000人分の入所枠確保（2015年4月目標）
（2014予算：57億円）

新規 d 塾代助成事業
学校外教育における子育て
世帯の経済的負担
（2011予算：－）

2013年12月～ 全市展開で対象者約22,000人
2015年度中 所得要件の緩和による対象の拡大
（2014予算：17億円 2015予算見込：39億円）

子

育

て

子

育

て

教

育

教

育

② 新規・拡充した施策・事業の概要

Ⅳ 政策の刷新・現役世代の重点投資（子育て・教育）
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞
・小中学生の学力・体力
が全国最低レベル
・市民や首長の意向が教
育方針に反映されない
仕組みになっていた

・市会・市長・教育委員会
が緊密に連携し、教育
行政をマネジメント
・教育内容、教育関係の
仕組みを刷新する。
・2013～2015年度の３年
間で「カリキュラム改革」
「グローバル改革」「マネ
ジメント改革」「ガバナン
ス改革」「学校サポート
改革」の５つの柱で改革
する。

2012年度以降、順次以下の
取組みを進めている（①）
Ⅰ教育行政の制度改革
・教育行政基本条例、大阪市立
学校活性化条例制定
・市長と教育委員の協議の場
設置（総合教育会議の先取り）
Ⅱ学校運営の制度改革
・校長公募の実施、副校長のモ
デル配置、予算・人事の校長裁
量の強化
・全国学力・学習状況調査等の
学校別結果の公表、学校選択
制の実施、学校協議会の設置
Ⅲ教育実践のイノベーション
・幼稚園・保育所に共通の就学
前教育カリキュラムの作成、小
学校１年生からの英語指導、学
校教育へのICT活用
・小・中学校の普通教室に空調
機を段階的に設置、中学校給
食の実施、教員個人やグルー
プの主体的な研究活動の支援、
校務の効率化に向けたICT活用、
学習サポーターの配置、生活
指導支援員の配置 など

上記にかかる予算の推移（②）
制度変更等改革の概要（③）

・首長意向の反映（市長と
教育委員会との協議によ
る、教育目標とその達成の
ための施策設定）及び教
育内容と仕組みの改革が
進んでいる。（2012年度）
・保護者や地域住民の学
校運営への参画が促進し
ている。
・小中学校の学力が全国
平均にはまだ及ばないも
のの、明確に上向いてい
る。
※全国学力・学習状況調査
（④）

・強力な発信により、国の
教育改革にも影響を与え
た。

Ⅳ（２）教育改革 B2
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Ⅳ 政策の刷新・教育改革 B2.(51)～(55)

① これまでの取組み経過

　

2014年度(予定)

大阪市教育行政基本条例 政治（市会・市長）と行政（教育委員会等）が連携し、教育行政をマネジメントする新たな制度を確立（2012.5.28～）

大阪市立学校活性化条例 学校運営に保護者や地域住民等の意向を反映し、その参画を促進。（2012.7.30～）

Ⅱ学校運営の
　 制度改革

2012年度 2013年度

Ⅰ教育行政の
　 制度改革

Ⅲ教育実践の
　 イノベーション

小学校１年生からの英語指導

モデル校で実施

中学校給食の導入
選択制を実施

中学校給食の拡充
全員喫食を順次導入

学校教育へのICT活用
モデル校で実施      　　　    全校で実施

学習サポーターの配置
生活指導支援員の配置

教員個人やグループの主体的な研究活動の支援

校務の効率化に向けたICT活用
試験導入校で実施　                        全稼働

副校長のモデル配置

２条例で定められた教育改革の方向性に沿った新たな制度や施策を掲

げた計画（2013～2015年度の３カ年）

全国学力・学習状況調査等の学校別結果の公表

幼稚園・保育所に共通の就学前教育カリキュラムの作成

小・中学校の普通教室に空調機を段階的に設置

予算・人事の校長裁量の強化
校長経営戦略予算、教員公募制など

学校協議会の設置

学校選択制の導入

大阪市教育振興基本計画

校長公募の実施

教育環境の充実

学校の組織マネジメント体制の総合的な改革

カリキュラムのイノベーション

保護者や地域の住民の意向をくみ取り、学校を活性化するための制度の構築

Ａ

Ｂ

Ｃ
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【新規・拡充施策】 2014年度予算

Ⅱ－Ａ
学校組織のマネジメント体制の総合的
な改革（７億円）

⇒校長経営戦略予算 ７億円

Ⅲ－Ｂ
カリキュラムのイノベーション（１１億円）
⇒英語イノベーション事業 ６億円
⇒学校教育ＩＣＴ活用事業 ５億円

Ⅲ－Ｃ 教育環境の充実
（８２億円）
⇒小中学校の普通教室への空調機設置

３９億円
⇒中学校給食の実施 １８億円
⇒がんばる先生支援事業 １億円
⇒校務支援ＩＣＴ活用事業 １１億円
⇒学力向上を図る学習支援事業、いじめ・不登校
等対策事業など １３億円

Ⅳ 政策の刷新・教育改革 B2.(51)～(55)

② 教育予算※の推移（物件費のみ）
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2011年度 2014年度

教育改革関係予算 その他

387

516

億円

※教育予算…市立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び
生涯学習施策、生涯学習センター、図書館等の社会教育事業に
関する経費、文化財保護行政に関する経費 109



項 目 Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

Ⅰ教育行政の
制度改革

理念的な教育振興基本計画
教育２条例の教育改革の方向性を踏まえ
た具体的な教育振興基本計画

Ⅱ学校運営の
制度改革

校長のリーダーシップによる組
織マネジメントの未確立

・校長公募実施、副校長モデル配置、 校
長権限強化（予算・人事）

学校運営に保護者・地域住民
が参画する仕組みの未整備

・学力テストの学校別結果公表、学校選択
制12区で導入、全学校で学校協議会設置
（学校運営の計画作成時の意見、計画達
成状況の評価、指導が不適切な教員への
措置の意見）

③ 制度変更など改革の概要（１／２）

Ⅳ 政策の刷新・教育改革 B2.(51)～(55)
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項 目 Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

Ⅲ教育実践の
イノベーション

（カリキュラム）

全国学力テストの全ての項目
で平均正答率が全国より低い、
など多くの課題

・教育ICT：学習用タブレット端末などの最先
端の学習環境。2012年度よりモデル校に
おいてICT環境などを整備。2014年度中に
学習用タブレット端末を全小中学校(モデ
ル校除く）に1校当たり40台を貸し出し、ICT
活用授業のスタンダードモデルを作成。
2015年度から全市展開
・英語イノベーション：全小中学校にネイティ
ブスピーカーを配置、小学校重点校（19
校）で小１から音声指導

（教育環境）

中学校給食と家庭弁当との選
択制 など

・市内全128中学校で給食の全員喫食
導入
（うち112校が新1年生から段階的導入）
・全中学校普通教室へ空調機設置
（小学校は順次）。
設置後は、夏休み短縮などにより年間40
時間程度の授業時間数の増加
・校務支援ICT（教員一人1台パソコン、
システムによる出欠管理や成績管理）

③ 制度変更など改革の概要（２／２）

B2.(51)～(55)Ⅳ 政策の刷新・教育改革
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Ⅳ 政策の刷新・教育改革 B2.(51)～(55)

④ 小中学生の学力が向上～全国学力・学習状況調査

〈正答率/対全国比 他都市との比較（抜粋）〉
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞
・西成区は、全国的に見て
もあいりん地域をはじめ生
活保護率が非常に高く、ま
た他の区と比べ特に高齢
化が進み、子育て層であ
る若い世代が少ないなど
の多様な課題が存在
※生活保護の状況と高齢化（①）

・このような課題の多くは、
他区に先駆けて西成区で
顕在化しているもの

・そのため、これらの課題
を解決し西成区を活性化
することができれば、市全
体に展開していけるモデ
ルにもなり得る取組みとな
る

・西成区に存在する多様な
課題を解決し、まちの活性
化をはかる

・当面、あいりん地域にお
ける環境整備や結核対策
などの課題への対応を短
期集中的対策と位置付け、
集中的に取組み、課題解
決をはかる

・あわせて、子育て世帯の
呼び込みや教育産業振興、
観光振興など、中長期的
対策にも取組み、将来に
向けた持続可能なまちの
活性化をはかる

・取組体制や地域との関
係、取組期間をあらため、
施策・事業を展開（②）

【主な取組み（③）】
-あいりん地域を中心とした
結核対策

-あいりん地域の日雇労働
者等の自立支援

-基礎学力アップ事業（西成
まなび塾）
-単身高齢生活保護受給者
の社会的つながりづくり事
業
- あいりん地域環境整備
事業

-プレーパークモデル事業
（「自分の責任で自由に遊
ぶ」という制約の少ない屋外
での遊び場づくり）
-府・府警・市連携によるあ
いりん地域を中心とする環
境整備の取組み（５か年計
画）（④）

・あいりん地域における不
法投棄ごみの激減

・単身高齢生活保護受給
者の社会活動への参加増

Ⅳ（３）西成特区構想 B3
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◎生活保護の状況（2014年3月） ◎年齢別人口割合（2013年10月１日現在推計人口）

世帯数 人員 保護率（‰） 順位
15～64歳 65歳～

割合（％） 順位 割合（％） 順位

北区 2,208 2,633 22.3 21 北区 72.0 4 19.3 22

都島区 2,744 3,431 33 17 都島区 66.4 9 22.1 16

福島区 792 990 13.8 24 福島区 68.6 5 19.6 20

此花区 2,129 2,954 44.5 13 此花区 62.8 15 24.9 11

中央区 1,914 2,261 26.1 20 中央区 74.8 1 16.7 23

西区 1,333 1,590 17.9 23 西区 73.3 3 15.9 24

港区 3,281 4,290 52.3 11 港区 62.9 14 25.7 9

大正区 2,827 3,908 58.4 8 大正区 60.2 23 28.1 4

天王寺区 1,287 1,599 21.7 22 天王寺区 67.8 6 19.4 21

浪速区 5,185 6,206 93.4 2 浪速区 73.9 2 19.8 19

西淀川区 2,896 3,848 39.9 14 西淀川区 63.2 12 23.2 14

淀川区 5,183 6,695 38.5 15 淀川区 67.7 7 21.6 17

東淀川区 7,901 10,951 62.3 7 東淀川区 66.7 8 22.2 15

東成区 2,977 3,803 47.4 12 東成区 63.9 10 24.7 12

生野区 7,434 9,510 73.1 3 生野区 60.9 19 29.0 2

旭区 3,657 4,817 53 10 旭区 60.8 20 28.2 3

城東区 4,252 5,700 34.6 16 城東区 63.2 11 23.8 13

鶴見区 2,079 3,133 28 19 鶴見区 63.1 13 20.7 18

阿倍野区 2,628 3,294 30.4 18 阿倍野区 62.6 16 25.0 10

住之江区 4,816 6,921 55.8 9 住之江区 62.5 17 25.9 8

住吉区 7,323 9,950 64.4 6 住吉区 62.0 18 26.0 7

東住吉区 6,536 8,410 65.2 5 東住吉区 60.6 21 27.6 5

平野区 9,489 13,965 70.8 4 平野区 60.3 22 26.3 6

西成区 24,829 27,524 231.4 1 西成区 55.5 24 37.2 1

市※１ 117,909 150,592 56.2 大阪市 64.4 24.2

全国※２ 1,602,163 2,171,139 17.1 全国 62.1 25.1

※１ 大阪市の数値は更生相談所を含むため各区の合計と一致しない。

※２ 速報値

出典：大阪市HPより（年齢別人口割合の全国数値については、総務省HPより）

Ⅳ 政策の刷新・西成特区構想 B3.(56)～(60)

① 生活保護の状況と高齢化
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Ⅳ 政策の刷新・西成特区構想 B3.(56)～(60)

② 西成特区構想の概要

項目 これまでの状況 現在の取組み

１．市の取組体制 ・福祉・医療・環境改善などに区と
局が連携し対応してきたが、全市
的な視点を持ちながら課題の対応
にあたってきたため、結果的に西
成区の個別課題の抜本的解決が
困難

・西成特区構想として西成区に特化した対応を進
めるため、西成区長をリーダー、関係局長をメン
バーとしたプロジェクトチームを設置。

・西成特区構想の大きな方向性を考える有識者
座談会の提言に基づき、関係各局が施策・事業
の具体化を実施。

・また、西成特区構想に呼応して、府・府警・市が
協力し、薬物対策などの取組みを2014年度から5
か年で集中的に実施。

２．地域との関係 ・行政の押し付けと受け止められ
かねないような施策立案プロセス

・事業の実施にあたっては、地域
住民や関係者の意向や要望を聞
いて調整

・地域住民や関係者が当事者として行政とともに
施策立案するエリアマネジメント協議会を設置し、
官民協働で施策を構築。

・あいりん地域環境整備事業では、官民協働の
仕組みを用いて事業実施。

３．取組期間 期間を設定せず、継続的に実施 ・市では、2013年度から5年間、資源や人材を集
中投入し、短期集中型の問題解決をはかる。
（2013・2014年度予算計 34億7000万円）
府・府警も、2014～2018年度の5年間で5億円の
予算を見込んで集中的に取組む。

115



2011年度 2012年度 2013 年度 2014年度

検
討
・
調
整

主
な
実
施
事
業

西成特区構想プロジェクトチーム

あいりん地域を中心とした結核対策

あいりん地域の日雇労働者等の自立支援

単身高齢生活保護受給者の社会的つながりづくり

基礎学力アップ事業（西成まなび塾）

あいりん地域
環境整備事業

プレーパークモデル事業

有識者座談会2012.2
設置 2012.6

設置
2012.10

報告書提出

H26.4

【5か年計画】（府・府警・市による取りまとめ）
※詳細次ページ参照

計画の一部
に位置付け

関
連
事
業

あいりん地域を中心と
する環境整備の取組み

エリアマネジメント協議会

Ⅳ 政策の刷新・西成特区構想 B3.(56)～(60)

③ これまでの取組み経過

2013.7
設置
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 実施期間 ２０１４年度から５か年
 大阪府は、５か年で５億円（大阪府警４億５，０００万円、大阪府５，０００万円）を予定。
いずれの事業も、５か年計画の事業として、新たに位置づけ実施。

 大阪市は、２０１３年度から本格実施している西成特区構想事業のうち関連事業を上記に位置付けて実施

西成特区構想の推進に呼応し、

大阪府・大阪府警・大阪市が協力し、５か年の計画として地域の環境整備を強力に推進

覚せい剤等薬物対策 まちづくり、安全・安心の取り組み

取締活動

【大阪府警】 （’14予算 １億８，１００万円）
○ 薬物事犯取締体制の強化
○ 取締用機材・鑑定用機材の整備
○ 街頭犯罪防犯カメラの整備

地域における薬物対策

不法投棄ごみ対策

通学路を中心とした安全対策

【大阪府警】 （ ’14予算 ２，４００万円）
〇 子どもの安全見まもり活動の活性化
（サポーター配置）

〇 わいせつＤＶＤ取締用機材の整備
【大阪市】 （ ’14予算 １億１，２００万円）
〇 通学路への防犯カメラの設置
○ 道路照明灯のＬＥＤ化

【大阪府】 （ ’14予算 ７００万円）
○ 薬物乱用防止の啓発
【大阪府・大阪市】 （ ’14予算 ４００万円）
◎ 薬物依存症者等ケア

【大阪府警】 （ ’14予算 ４００万円）
〇 取締用機材の整備
【大阪市】 （ ’14予算 １億６，５００万円）
○ 不法投棄ごみの処理
◎ 不法投棄ごみ防止に係る啓発・巡回

別紙④ 府・府警・市連携による取組み～あいりん地域を中心とする環境整備の取組み / ５か年計画

◎・・・2014年度新規事業
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞

・従来の社会保障制度
では十分対応しきれて
いない課題があった。

・これまで実施してきた、
高齢者等に対し一律に
行ってきた減免措置に
ついて、聖域を設けるこ
となくゼロベースで点
検・精査し、安全・安心
など市民にとって優先度
が高いもの、より大きな
効果が見込めるものへ
の重点化・再構築を進
める。

・市政改革プランに、「施策・事業の
聖域なきゼロベースの見直しと再
構築」として方針を位置付け
・方針に基づき、1970年代から実施
してきた高齢者世帯等への上下
水道料金福祉措置（減免）を廃止。

・上記財源等を活用し、真に支援を
必要としている人々への新たな支
援施策を実施。

【真に支援が必要としている人々へ
の施策（①）】

-特別養護老人ホーム待機者の解消
（整備費補助）

-認知症高齢者等支援の充実（相談
窓口の体制強化、かかりつけ医への
研修など）

-発達障がい者支援体制の充実（相
談支援体制の強化、専門療育機関
の設置など）

-重症心身障がい児者支援の充実
（病床確保によるショートステイの実
施、事業者への研修など）

-福祉施策推進パイロット事業（区長
が自らの権限と責任で区独自の福
祉的施策をパイロット的に実施）

- 「ごみ屋敷」対策（条例制定、精神科
医の派遣）

・真に支援を必要として
いる高齢者や障がい者
の方などの福祉課題へ
の対応に重点化した。

Ⅳ（４）福祉施策の再構築 B4
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① 施策事業の見直しと再構築

Ⅳ 政策の刷新・福祉施策の再構築 B4.(61)～(66)

主な取組み2012年度 2013年度 2014年度

上下水道料金福祉措置
（減免）

３６億円
２１億円
※10月廃止

０円

見
直
し

整備計画を前倒しし、定員300人分を
2013年度から整備
2014年度新たに600人分整備着手
※2014年度定員数11,800人分（予定）

総合相談窓口（ブランチ）機能を強化
相談件数 2013年度42,698件

２０１３年度より発達障がい者支援室
を設置し、ライフステージに応じた支
援体制を構築

医療機関の病床確保によるショート
ステイの実施

区長自らの権限と責任で区独自の
福祉的施策をパイロット的に実施

大阪市住居における物品等の堆積
による不良な状態の適正化に関する
条例を制定（2014年3月施行）

特別養護老人ホーム
待機者解消

２４億円 ３３億円 ３９億円

認知症高齢者等
支援の充実

０円 ２億円 ２億円

発達障がい者
支援体制の充実

０円 ３億円 ３億円

重症心身障がい児者
支援の充実

０円 ０．４億円 ０．４億円

福祉施策推進
パイロット事業

０円 ３．６億円 ４．３億円

「ごみ屋敷」対策 ０円 ０．１億円 ０．２億円

合計 ２４億円 ４２．１億円 ４８．９億円

再

構

築

※いずれも予算額
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＜Why＞ ＜Vision＞ ＜What＞ ＜Outcome＞
・大阪都市圏は、首都圏

や名古屋圏に比べて基

幹的な都市基盤（インフ

ラ）整備に向けた戦略的

な投資が滞っていた。

・特に、関空や新大阪等

の広域拠点への鉄道ア

クセスや、高速道路ネッ

トワークの拡充が東京

や名古屋に比べて遅れ

ていた。

・国家的事業であるリニア

中央新幹線や新名神高速

道路等との結節機能を強

化する。

・国際的な広域拠点である

関空や臨海部との鉄道ア

クセス機能を強化すること

により、都市圏の成長を牽

引する都心部に国際人材

などの成長資源を取り込

み、国際ビジネス拠点の

形成を図る。

（①）

【鉄道】（②）

・関空アクセス改善に資する

JR東海道線支線の地下化と

うめきた新駅設置の事業化

・「なにわ筋線」の実現に向け

た検討

【道路】（③）

・大阪都市再生環状道路の

完成をめざした「淀川左岸線

延伸部」の整備の促進

府市が連携して検討し、

「なにわ筋線」 や「淀川左

岸線延伸部」など大阪の

成長に直結する都市基盤

の整備に取り組む道筋が

ついた。（④）

【鉄道】

・JR東海道線支線地下化

及び新駅設置；実施設計

等

（26年度予算：1000万円）

・なにわ筋線；事業化に向

けた調査

（26年度予算：400万円)

【道路】

・淀川左岸線延伸部： 整

備に向けた法定手続きで

ある、環境アセスメント手

続きを開始

Ⅳ（５）インフラ整備 C5
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①交通インフラの整備イメージ

関西国際空港

・伊丹との経営統合による経営基盤強化

・ＬＣＣや貨物の誘致など24時間空港の

強みを活かした空港機能強化

・特区や「地方税ゼロ」等を活用したイノ

ベーショ ン拠点強化

国土軸

（リニア新幹線、名神・新名神）

北大阪急行の

彩都延伸

御堂筋線

四ツ橋線

なにわ筋線
の整備

四ツ橋線
の延伸

臨海部への
新線整備

ＪＲ線

南海線

左岸線延伸部の整備
（環状道路の完成）

阪高湾岸線

近畿道

医療拠点（彩都）

臨海部

・ＩＲ誘致によるＭＩＣＥ機能強化

・スーパー中枢港湾としての強みや神戸

港との経営統合等による国際ハブ化

・特区や「地方税ゼロ」等を活用したイノ

ベーショ ン拠点強化

外環状線の

新大阪延伸

新大阪
・北陸新幹線や中央リニア新幹線の乗入れ

による国土軸機能強化

・「おおさか東線」乗入れや「北大阪急行」

延伸などによる地域拠点機能強化

阪高大和川線

阪神なんば線

都心部

京阪中之島線

成長資源の「源泉」である国土軸（リニ

ア・北陸新幹線、新名神高速等）や国際的

広域拠点（関空、臨海部）と、「成長エン

ジン」である都心部との結節強化に向

けた戦略的投資

なにわ筋線、左岸線延伸部、臨海部

鉄道新線等を整備

Ⅳ 政策の刷新・インフラ整備 C5.(78)～(80)
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②（関空アクセス)JR東海道線支線の地下化やうめきた新駅設置、なにわ筋の整備効果

うめきた新駅

ＪＲ東西線

地下鉄中央線

地下鉄鶴見緑地線

京阪中之島線

南
海
高
野
線

Ｊ
Ｒ
関
西
本
線

南
海
本
線

なにわ筋線

阪急神戸線 阪急京都線

新大阪駅

うめきた新駅

南海汐見橋駅 ＪＲ難波駅

南海難波駅

＜主要国際空港からの都心アクセス＞＜概要 ＞

東京駅

（至成田）

名古屋駅

ニューヨーク

ロンドン

パリ

アムステルダム

フランクフルト・

アム・マイン

ローマ

北京

香港

上海

クアラルンプー

ル

シンガポール

ソウル

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70

大阪駅(現状)

大阪駅（改善後)

６８分

４４分

所要時間（分）

距離（km）

Ⅳ 政策の刷新・インフラ整備 C5.(78)～(80)

JR東海道線支線の地下化やうめきた地区と関空を直結する新駅設置、なにわ筋線の整備により、アクセ
ス時間は約2/3に短縮可能
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③（環状高速道路） 延伸部の概要と整備効果

＜大阪都市再生環状道路の概要 ＞
左岸線延伸部の整備により、概ね大阪市域外縁部に
位置する都市再生環状道路の整備が完了する。

＜左岸線延伸部（大阪都市再生環状道路）の整備効果 ＞
環状道路内の通過交通（21万台、うち阪神高速16万台）
の流入抑制が期待される。

Ⅳ 政策の刷新・インフラ整備 C5.(78)～(80)

淀川左岸線延伸
部の整備で、大阪
都市再生環状道
路が形成され、通
過交通が淀川左
岸線延伸部を利
用することで大阪
都市圏を通過する
交通の減少が期
待される

大阪都市圏の
渋滞が緩和
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①関係者間

での必要性

の整理

② 計画案の

深度化

③法定手続き

（都市計画、

環境アセス等）

④現地での施工

（測量、設計等

を含む）

⑤完成・供用

開始

（構想実現）

2013年
府市間で整
備推進するこ
とで意思決定。
具体的手続
きを開始

左岸線延伸部

（都市再生環状

道路の整備）

道 路

なにわ筋線

（関空アクセス）

2014年
関係者（府、
市、鉄道事
業者）が参
画する検討
会を開催

うめきた新駅

（うめきた2期開発）

西梅田・十三・

新大阪連絡線

（新大阪アクセス）

2012年
関係者（府・
市・鉄道事
業者）による
検討を実施

関空アクセス向上

2013年4月、
国、府、市、民間事
業者等で構成される
大阪駅周辺地域部
会において新駅等
の基盤整備を推進
していくことを確認

2014年

都市計画事業認可
予定

※2011年に2期開発区域の都市
基盤を都市計画決定済

※2004年に大阪駅北地区まち
づくり計画策定済。

※

④各取組みの進捗と到達点

項目 Before After

１．整備の進め方 府市それぞれ供給主体ごとでの取り組
み

府市連携による戦略的な取組みにより、取組み
の段階が進展

鉄 道（駅） 鉄 道（路 線）

Ⅳ 政策の刷新・インフラ整備
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参考資料

市役所における改革の一覧、個票
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

A 1. (1) Ⅰ
【財政】
(1) 財政再建

人件費の削減等 ✔✔✔ 人事室

A 1. (2) Ⅰ
【財政】
(1) 財政再建

職員数の削減 ✔✔✔ 人事室

A 1. (3) Ⅰ
【財政】
(1) 財政再建

施策・事業のゼロベースの見直しと再構築
（市営交通料金福祉措置（敬老パス）への利用者負担導入 など11項目）

✔✔✔ 市政改革室

A 2. (4) Ⅰ
【財政】
(2) 財務マネジメント

広告事業の拡充による増収 ✔✔✔ 財政局

A 2. (5) Ⅰ
【財政】
(2) 財務マネジメント

不用資産の売却 ✔✔✔ 契約管財局

A 2. (6) Ⅰ
【財政】
(2) 財務マネジメント

未収金回収の徹底 ✔✔✔ 財政局

A 2. (7) Ⅰ
【財政】
(2) 財務マネジメント

三セクの破たん処理 ✔✔✔ 市政改革室

A 2. (8) Ⅰ
【財政】
(2) 財務マネジメント

多様なＩＲの展開 ✔✔✔ 財政局

A 3. (9) Ⅰ
【人事】
(3) 人事・給与制度

職員の政治的行為の禁止、服務規律の厳格化 ✔✔
人事室
政策企画室

A 3.(10)Ⅰ
【人事】
(3) 人事・給与制度

人事評価への相対評価等の導入 ✔✔ 人事室
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

A 4.(11)Ⅰ
【人事】
(4) 公募制度

区長の公募 ✔ ✔
人事室
市民局

A 4.(12)Ⅰ
【人事】
(4) 公募制度

局長の公募 ✔ ✔人事室

A 4.(13)Ⅰ
【人事】
(4) 公募制度

校長の公募 ✔ ✔
教育委員会
事務局

A 5.(14)Ⅱ (1) サービス改善 市民目線に立ったサービス等の改善 ✔✔
経済戦略局

A 5.(15)Ⅱ (1) サービス改善 天王寺動物園及び天王寺公園の課題改善 ✔✔

経済戦略局
建設局
教育委員会
事務局

A 6.(16)Ⅱ
(2) 区役所への
権限移譲

区役所への権限移譲 ✔✔✔✔市民局

A 7.(17)Ⅱ
(3) 補助金等の
見直し

補助金等の見直し ✔✔ 市政改革室

A 8.(18)Ⅱ
(4) 市民利用施設
の見直し

市民利用施設の見直し
（市民交流センターの廃止など7項目）

✔✔ 市政改革室

A 8.(19)Ⅱ
(4) 市民利用施設
の見直し

市設建築物におけるファシリティマネジメントの推進 ✔✔ 都市整備局

A 9.(20)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

交通局長の民間人材登用 ✔ ✔交通局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

A 9.(21)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

快適なトイレへの改修 ✔ ✔交通局

A 9.(22)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

地下鉄の終発時間の延長 ✔ ✔交通局

A 9.(23)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

運賃の値下げ ✔ ✔交通局

A 9.(24)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

地下鉄売店の運営者公募（FamilyMart、ポプラ） ✔ ✔交通局

A 9.(25)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

駅ナカ事業の展開（ekimo） ✔ ✔交通局

A 10.(26)Ⅲ
【独立行政法人化】
(7) 病院・弘済院附属
病院

市民病院の独立行政法人化 ✔ ✔病院局

A 10.(27)Ⅲ
【独立行政法人化】
(7) 病院・弘済院附属
病院

弘済院附属病院の独立行政法人化 ✔ ✔福祉局

A 10.(28)Ⅲ
【独立行政法人化】
(8) 博物館

博物館・美術館の独立行政法人化 ✔ ✔経済戦略局

A 11.(29)Ⅴ
(3) 大阪府市統合
本部

大阪府市統合本部 ✔ ✔大都市局

A 12.(30)Ⅴ (5) 組織統合 大阪府中小企業信用保証協会・大阪市信用保証協会 ✔ ✔大都市局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

A 12.(31)Ⅴ (5) 組織統合 大阪府立公衆衛生研究所・大阪市立環境科学研究所 ✔ ✔大都市局

A 12.(32)Ⅴ (5) 組織統合 府市連携による消防学校教育訓練研修の充実強化 ✔ ✔大都市局

A 13.(33)Ⅴ (6) 事業連携等 大阪市内府営住宅の市への移管 ✔ ✔大都市局

A - (34) 参考資料（個票） 新公会計制度の導入 ✔✔ 会計室

A - (35) 参考資料（個票） 市税・使用料の減免措置の見直し ✔✔
財政局
契約管財局

A - (36) 参考資料（個票） 外郭団体数の削減、OB再就職の適正化 ✔✔ 総務局

A - (37) 参考資料（個票） 外郭団体との随意契約の削減 ✔✔ 総務局

A - (38) 参考資料（個票） 長期未着手の都市計画道路・公園・緑地等の見直し ✔✔ 都市計画局

A - (39) 参考資料（個票） 条例・審査基準の見直し ✔✔
市政改革室
政策企画室
総務局

A - (40) 参考資料（個票） 市政情報の見える化（オープン市役所） ✔✔ 政策企画室
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

A - (41) 参考資料（個票） 意思決定の見える化（戦略会議） ✔✔ 政策企画室

B 1.(42)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

予算にメリハリを付け、生み出した財源を子育て・教育関連に投資 ✔✔ －

B 1.(43)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

教室への空調機設置 ✔✔
教育委員会
事務局

B 1.(44)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

中学校給食の実施 ✔✔
教育委員会
事務局

B 1.(45)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

塾代助成 ✔✔
こども青少
年局

B 1.(46)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

学校教育ＩＣＴの導入 ✔✔
教育委員会
事務局

B 1.(47)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

校務支援ＩＣＴの導入 ✔✔
教育委員会
事務局

B 1.(48)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

待機児童の解消等 ✔✔
こども青少
年局

B 1.(49)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

こども医療費助成の拡充 ✔✔
こども青少
年局

B 1.(50)Ⅳ
(1) 現役世代への
重点投資

妊婦健康診査の拡充 ✔✔
こども青少
年局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

B 2.(51)Ⅳ (2) 教育改革 校長の権限強化 ✔✔
教育委員会
事務局

B 2.(52)Ⅳ (2) 教育改革 教育行政基本条例・市立学校活性化条例の制定と教育振興基本計画の改訂 ✔✔✔
教育委員会
事務局

B 2.(53)Ⅳ (2) 教育改革 学力テスト等の結果公表 ✔ ✔
教育委員会
事務局

B 2.(54)Ⅳ (2) 教育改革 学校選択制の導入 ✔ ✔
教育委員会
事務局

B 2.(55)Ⅳ (2 )教育改革 小中学校の英語教育の充実 ✔✔
教育委員会
事務局

B 3.(56)Ⅳ (3) 西成特区構想 あいりん地域の環境整備 ✔✔ 西成区

B 3.(57)Ⅳ (3) 西成特区構想 あいりん地域の日雇労働者等の自立支援 ✔✔ 西成区

B 3.(58)Ⅳ (3) 西成特区構想 高齢単身生活保護受給者の社会的つながりづくり ✔✔ 西成区

B 3.(59)Ⅳ (3) 西成特区構想 あいりん地域を中心とした結核対策 ✔✔ 西成区

B 3.(60)Ⅳ (3) 西成特区構想 基礎学力アップ事業（西成まなび塾）、プレーパークモデル事業 ✔✔ 西成区
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

B 4.(61)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

特別養護老人ホーム待機者の解消 ✔✔ 福祉局

B 4.(62)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

認知症高齢者等支援の充実 ✔✔ 福祉局

B 4.(63)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

発達障がい者支援体制の構築 ✔✔ 福祉局

B 4.(64)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

重症心身障がい児者支援の充実 ✔✔ 福祉局

B 4.(65)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

福祉施策推進パイロット事業 ✔✔ 福祉局

B 4.(66)Ⅳ
(4) 福祉施策の
再構築

「ごみ屋敷」対策 ✔✔✔ 福祉局

B 5.(67)Ⅴ (5) 組織統合
府立病院・市民病院の統合
（市立住吉市民病院と府立急性期・総合医療センターの機能統合）

✔ ✔大都市局

B 6.(68)Ⅴ (6) 事業連携等 特別支援学校の府移管 ✔ ✔大都市局

B 6.(69)Ⅴ (6) 事業連携等 高等学校の府への移管 ✔ ✔大都市局

B - (70) 参考資料（個票） 生活保護の適正実施 ✔ ✔ 福祉局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

C 1.(71)Ⅲ
【民営化の取組】
(1) 地下鉄

地下鉄事業の民営化 ✔ ✔交通局

C 2.(72)Ⅲ
【民営化の取組】
(2) バス

市バス事業の黒字化 ✔ ✔交通局

C 2.(73)Ⅲ
【民営化の取組】
(2) バス

バス事業の民営化 ✔ ✔交通局

C 3.(74)Ⅲ
【民営化の取組】
(3) 水道

水道事業の民営化 ✔ ✔水道局

C 4.(75)Ⅲ
【民営化の取組】
(4) ごみ
（一般廃棄物）

家庭系ごみ収集輸送事業の新たな経営形態への移行 ✔ ✔環境局

C 5.(76)Ⅲ
【民営化の取組】
(5) 下水道

下水道事業の経営形態の見直し ✔ ✔建設局

C 6.(77)Ⅲ
【民営化の取組】
(6) 幼稚園・保育所

幼稚園・保育所の民営化 ✔ ✔
こども青少
年局

C 7.(78)Ⅳ (5) インフラ整備 大阪駅地下駅化（東海道線支線地下化事業、新駅設置事業） ✔✔ 都市計画局

C 7.(79)Ⅳ (5) インフラ整備 なにわ筋線 ✔✔ 都市計画局

C 7.(80)Ⅳ (5) インフラ整備 淀川左岸線の延伸 ✔✔ 都市計画局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

C 8.(81)Ⅴ (6) 事業連携等 港湾の一元管理 ✔ ✔大都市局

C - (82) 参考資料（個票） 密集住宅市街地整備の推進 ✔ ✔✔都市整備局

D 1.(83)Ⅴ
(1) 特区制度の
創出・活用

特区制度の創出・活用 ✔✔✔ 経済戦略局

D 2.(84)Ⅴ
(2) ＩＲ実現に向けた
検討

ＩＲ実現に向けた検討 ✔ ✔ 経済戦略局

D 3.(85)Ⅴ
(4) 有識者を交えた
府市合同の戦略会議

大阪府市都市魅力戦略推進会議 ✔✔ 経済戦略局

D 3.(86)Ⅴ
(4) 有識者を交えた
府市合同の戦略会議

大阪府市新大学構想会議 ✔✔✔経済戦略局

D 3.(87)Ⅴ
(4) 有識者を交えた
府市合同の戦略会議

大阪府市エネルギー戦略会議 ✔✔ 環境局

D 3.(88)Ⅴ
(4) 有識者を交えた
府市合同の戦略会議

大阪府市医療戦略会議 ✔✔ 政策企画室

D 3.(89)Ⅴ
(4) 有識者を交えた
府市合同の戦略会議

大阪府市規制改革会議 ✔ ✔ 政策企画室

D 4.(90)Ⅴ (5) 組織統合 府立大学・市立大学 ✔ ✔大都市局
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4象限

通
し
番
号

章立て 改革項目

タイプ 改革スタイル

部局
政
策
の
刷
新

執
行
の
刷
新

投
資
・
予
算

条
例
・
規
則
・

運
用
ル
ー
ル

組
織
・
経
営
形
態

権
限
移
譲

象限

大
項
目
通
し
番
号

D 4.(91)Ⅴ (5) 組織統合 大阪観光局の設置 ✔✔✔経済戦略局

D 4.(92)Ⅴ (5) 組織統合 府立産業技術総合研究所と市立工業研究所の統合 ✔ ✔大都市局

D 4.(93)Ⅴ (5) 組織統合 大阪産業振興、大阪都市型産業振興センターの統合 ✔ ✔大都市局

D 5.(94)Ⅴ (6) 事業連携等 大阪府立中之島図書館・大阪市中央公会堂の連携 ✔ ✔大都市局

D 5.(95)Ⅴ (6) 事業連携等 府市文化振興会議・アーツカウンシル部会の設置 ✔ ✔大都市局

D 5.(96)Ⅴ (6) 事業連携等 都市の魅力を向上させる各種イベントの開催 ✔✔ 経済戦略局

D - (97) 参考資料（個票） グローバルイノベーション創出支援拠点（うめきた） ✔✔ 都市計画局

D - (98) 参考資料（個票） エリアマネジメント活動促進制度の創設（うめきた） ✔ ✔ 都市計画局

D - (99) 参考資料（個票） うめきた２期開発の緑化 ✔✔ 都市計画局

D - (100) 参考資料（個票） 御堂筋のあり方の抜本的な見直し ✔ ✔ 都市計画局
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新公会計制度の導入

①分野： －

②タイプ
□ 政策イノベーション
☑ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 会計室

⑤時期
2015年度（導入予定）

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision）

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

旧来の官庁会計であ
る現金主義・単式簿記
は、次のような課題を
抱えている。

・資産・負債に関するス
トック情報が不十分

・減価償却費等のコス
ト情報が不十分

・財務情報の開示に関
する一定のルールがな
く、説明責任を果たせ
ない
・予算（Plan）と執行
（Do）が重視され、検証
（Check） や見直し
（Action）が十分ではな
い

全国的にも先進性の
高い大阪府と同様の新
公会計制度（発生主
義・複式簿記・日々仕
訳）を導入する。

財務諸表を作成し、
従来の官庁会計では
見えにくかったストック
情報やコスト情報を明
らかにする。

各事業部門が自ら財
務諸表を分析し、フル
コスト情報等を把握し
て事業の分析や改善
に生かせるよう、職員
一人ひとりの能力を向
上させる。

・財務諸表作成基準等
の策定
・システム改修の実施

・事業別財務諸表の作
成単位の決定

・新公会計制度や財務
諸表の基礎知識等に
関する職員研修の実
施

・職員研修の実施実績
4,400人(2013年度)

（各課長級、会計事務
従事職員、新規採用者
などを対象）

（今後の予定）
・2015年度
本格運用開始
開始BSの作成

・2016年度
財務諸表の作成

A(34) 
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市税・使用料の減免措置の見直し

①分野： －

②タイプ
□ 政策イノベーション
☑ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 財政局・契約管財局

⑤時期
2012年度～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision）

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

市税や不動産使用

料・貸付料の減免措

置を通じた財政的支

援については、その

目的と減免額（支援

額）を明らかにして透

明性を確保する必要

がある。

また、本来の目的と

は異なる名目の下で

の隠れた支援や見え

にくい支援は、排除し

ていく必要がある。

市税、不動産使用

料等の減免措置につ

いて、減免（財政的支

援）の目的と減免額

（支援額）を公表する。

また、減免（財政的

支援）の必要性を再

点検するとともに、そ

の効果を検証する。

・減免措置状況の公表

・減免措置の見直しの

実施

（2012年度）

・市税の減免措置の

見直し

→減免項目88件中、
・廃止61件
基準等見直し11件
（2012～2013年度）
・減免額

見直し前15.0億円→
見直し後10.6億円

・不動産使用料の減免

措置の見直し

→減免件数1,424件中、
・減免率見直し・減免

廃止97件
（2013年度）
・減免額

見直し前72.7億円→
見直し後70.5億円

※全項目一覧は下記を

参照。

・付属資料２（市税の

減免措置の見直し）

・付属資料３（使用料の

減免措置の見直し）

A(35)
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①分野： ―

②タイプ
□ 政策イノベーション
☑ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 総務局

⑤時期
現市政改革プランによる
取組み 2012年～
市政改革による取組み
2005年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision）

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・「民間でできることは
民間に」という市政改
革の方針に沿って、外
郭団体のあり方や市と
しての関与を抜本的に
見直す

【外郭団体の必要性の
精査】
・現在の資本的関与
（出資・出えん）や人的
関与（役職員の派遣）
が本市の施策目的を
達成する上で真に必要
かどうかを改めて精査
し、その結果に基づき、
廃止、民営化、広域化
などの見直しを行う

・「外郭団体見直しの方
向性について」策定
（2012年7月）

・「大阪市外郭団体等
への関与及び監理事
項等に関する条例」制
定（2013年3月）
・「同条例施行規則」制
定（2013年7月）

・「大阪市外郭団体指
定に関する基準につい
て」制定（2013年7月）

・「外郭団体関与・監理
見直し計画」策定
（2014年2月）

・2014年4月1日現在で、
2011年度と比較して
48.6％の減
72団体→37団体
（▲35団体）

・2014年4月1日現在で、
2005年度と比較して
74.7％の減
146団体→37団体
（▲109団体）

【外郭団体との随意契
約の見直し】
・外郭団体との競争性
のない随意契約につい
て、外郭団体への支援
といった誤解を招くこと
のないよう、徹底した
見直しを行う

・「外郭団体への競争
性のない随意契約によ
る事業委託の見直しに
ついて」策定（2012年7
月）

・2013年度決算見込に
おいて、2010年度決算
と比較して、
金額は86.3％の減
321億円→44億円
（▲277億円）

件数は93.8%の減
325件→20件
（▲305件）

※全項目一覧は
付属資料４（外郭団体
との競争性のない随意
契約の見直し）を参照

外郭団体改革 A(36)(37)
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生活保護の適正実施

①分野： －

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 福祉局

⑤時期
生活保護行政特別調査
プロジェクトチームの設置
（2009年9月）以降順次実施

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision）

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

1950年の制度発足以
来、時代に応じた抜本
的改革がなされないま
ま今日に至っていたた
め、年金や最低賃金と
の不整合、また失業が
生活保護に直結、不正
受給の増加等、市民か
らの制度の信頼が揺ら
いできており、最後の
セーフティネットとして
持続可能なものとなる
よう制度の抜本的改革
が必要であった。

大阪市の保護率は高
い失業率、離婚率、高
齢化率（とりわけ単身
世帯）と併せてあいりん
地域の存在により全国
よりも高くなっている。

○保護率の状況（2014年3月）

【生活保護制度の抜本
的改革】

・国への制度改革提
案・要望

【生活保護の適正化に
向けた取組の推進】

・不正受給対策

・医療扶助の適正化

・就労自立支援

・市独自の抜本的改革
提案をはじめ、あらゆ
る機会を通じて国に対
して制度改革提案・要
望を実施

・不正受給調査専任
チームを全区に設置

・適正化推進チームに
よる貧困ビジネス事業
者対策

・適正化推進チームに
よる指定医療機関への
個別指導体制の強化

・総合就職サポート事
業

・ハローワークの常設
窓口を区役所に設置

・生活保護法の一部を
改正する法律（2013年
12月成立）
生活保護制度発足以
降、初の大幅な見直し
が実施され、これまで
の本市の提案・要望事
項が数多く盛り込まれ
た

・被保護世帯
2013年6月から2014
年4月まで11カ月連続
で対前年同月比マイナ
ス

・生活保護費
予算額は2013年度・

2014年度と2年連続で
対前年度比マイナス
(2012年度→2013年度
▲26億円)

保護率

大阪市 56.2‰

全国 17.1‰

B(70)
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被保護世帯の動向

 2013年6月から11ヶ月連続で対前年同月比マイナス
 高齢世帯は増加、稼働年齢層は減少傾向

789 
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生
活
扶
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2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 凡例
億円

※2008～2012年度は決算額、2013、2014年度は予算額

生活保護費の動向

 予算額は2年連続で対前年度比マイナス
2012：2,970億円→2013：2,967億円（▲3億円）→2014 ：2,944億円（▲23億円）

 この間の適正化の取り組み効果の表れ

2,382 2,714 2,910 2,978 2,954 2,967 2,944 （合計）

117,924 

114,000

115,000

116,000

117,000

118,000

119,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年 2012年 2013年 2014年
世帯数

※最新月は速報値
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市政情報の見える化（オープン市役所など）

①分野： 雇用／産業

②タイプ
□ 政策イノベーション
☑ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 政策企画室

⑤時期
2012年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision）

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・市政運営の透明性を
確保するとともに、市民
との情報共有を一層進
める必要がある。

・例えば、重要事項の
意思決定の場である政
策会議（現・戦略会議）
等について、会議自体
は非公開で開催してお
り、大阪市の方針や施
策の決定にあたり、具
体にどのような議論が
行われているか（プロ
セス）までは公表してい
なかった。

（議事要旨・資料は事
後ホームページに掲
載）

・施策の発端から決
定・実行までの施策プ
ロセスを「見える化」す
ることにより、市政運
営の透明性の確保と、
市民の市政参加の促
進を図り、市民本位の
開かれた市政を実現
する。

・「オープン市役所」とし
て、施策プロセスの情
報公開にかかる4つの
柱を定めた。

①施策プロセスの見え
る化
-施策カルテの作成
（施策の概要、きっかけは
何か、今後の予定など）
-戦略会議・府市統合本
部会議などの庁内会議
内容の公表（プレスオー
プン及び事後の公表）
-要綱・要領等の公表
②予算編成過程の公表
（予算編成の基本的な考
え方や各所属の予算要求
状況、市長ヒアリングな
ど）

③公金支出情報の公表
（支払日、支払額、支払内
容など）

④市民の声の見える化
（原則、全件公表）

・上記の取組み以外に、
大阪市特別顧問及び特
別参与の職務実施状況
について、府と同様に
別途公表。

・市政の透明性や、市
民との情報共有が、一
層高まり、市民本位の
開かれた市政の実現
に向け前進した。
「大阪市がどのように施
策を決定し進めていくの
かわかりやすい」と答え
た市民の割合
平成24年度 56％
平成25年度 60％
（市政モニターアンケート
より）

・公開で実施した戦略
会議の回数
2012年度：17件/18件
2013年度：10件/14件

A(40)(41)
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条例・審査基準の見直し

①分野： 規制緩和

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 市政改革室
政策企画室
総務局

（規制・サービス改革部会）

⑤時期
2013年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・大阪が再び力強く
成長する都市となる
ためには、これまで
の仕組みを大きく転
換し、不必要な規制
等があれば緩和・
撤廃していくなど、
民間の活動を促進
する環境等を整備
していく必要。

・市の条例や規則
についても、業規制
の観点から、規制
緩和について検討
が求められていた。

・府市統合本部のも
とに設置した「規
制・サービス改革部
会」において、条
例・審査基準の点
検を実施。

・規制条例（109）、
審査基準（443）を対
象に、部会から各
所属に対して、国基
準や政令市との比
較・点検を依頼する
とともにヒアリングを
実施し、見直し（5条
例等12項目、6審査
基準）を行った。

【見直しを行う項目】
・5条例等12項目
⇒建築物における
駐車施設の附置に
関する条例など

・6審査基準
⇒指定外・区域外
就学の許可基準を
見直し等

例えば、駐車場附
置義務条例の緩和
については、既存
駐車施設の有効利
用や、店舗事業者
等の建築物の建替
えの促進などが今
後期待されるなど、
業規制の観点での
緩和を行うことで、
大阪の産業の活性
化等につながる。

A(39)
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条例名 改善内容 期待される効果

建築物における駐⾞施
設の附置に関する条例

・建築物の新築⼜は増築の場合の駐⾞施設の附置義務及び
基準（建築物を建築する際に必要な駐⾞場１台当たりの
床面積）のほか、建築物の⽤途変更の場合の駐⾞施設の
附置義務及び基準や、駐⾞施設等の附置の特例措置。

⇒25年度実施の実態調査結果に基づき、改正（緩
和）済み

供給過剰となっている都⼼部の既存駐⾞施設の
有効利⽤が図られ、将来の駐⾞施設の需給バラ
ンスが是正される。

普通河川管理条例 ・河川敷地に設置した工作物の所有権の移転に伴う河川敷
地の占用許可（占用許可制の廃止）のほか、許可が得ら
れない場合の撤去及び原状回復義務、⾏為の許可にあたっ
て⽴てた保証⼈の連帯責任、許可の取消等による損害に対
する補償を⾏わない旨の規定、沿岸地使用者による河川の
損害防止工事等の実施の権限及び同工事を本市が委託
施⼯した場合の⼿数料の納付等、⾏為の許可を受けた者
の義務の不履⾏に対する代執⾏。

⇒改正済み（規定の緩和）

・他水準に緩和したことにより、手続きの簡
素化など事業者等への負担感の軽減が
図られる。

その他にも、以下の条例・規則を改正した。
‐⼤阪市⾼速鉄道及び中量軌道乗⾞料条例（記名の乗⾞券を他⼈に使⽤させた者に対する過料（1,000円以下））
⇒改正済み（削除）

‐⼤阪市⾃動⾞運送乗⾞料条例（記名の乗⾞券を他⼈に使⽤させた者に対する過料（1,000円以下））
⇒改正済み（削除）

‐印鑑条例施⾏規則 （登録の申請（印鑑登録申請書の記載事項に「本籍地又は国籍」「世帯主氏名」を設定））
⇒改正予定 （削除）

条
例
・
規
則
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審査基準名 改善内容 期待される効果

駐⾞施設等承認／
共同駐⾞場指定

・建築物敷地から敷地外駐⾞場までの距離について規定
・共同駐⾞場の承認の条件（対象規模）を規定。
⇒前⾴の条例改正にあわせ、改正（緩和）済み

・駐⾞場を確保する際の店舗等と駐⾞場の距離
範囲を大阪市のバス停勢圏（直線距離 350m、
徒歩7~8分以内）にすることにより、周辺の既存
駐⾞場の有効活⽤を図り、「グランドデザイン・大
阪」において「人」を重視した「⾃動⾞を抑制し、都
心部を人に開放する、歩いて楽しい都市」の実現
に向けたまちづくりを促進する。

小学校及び中学校に
おける指定外・区域外
就学の許可

・児童・⽣徒の学校指定の変更（指定外就学）・区域外
就学の許可については、教育上真にやむを得ず、希望する学
校への登校及び下校の安全に支障がないと認められる場合
に限ると定めている。
⇒改正済み（学校選択制導⼊に伴う変更）

・指定外・区域外就学の許可基準を⾒直し、学
校選択制を導入したことにより、次の点について効
果が期待できる。
①子どもや保護者が学校を選択することができるこ
と。
②子どもや保護者が自ら学校を選ぶことにより、学
校の教育活動等、学校教育に関心を持ち、より
積極的に関わろうとすることが期待できる 等

その他にも、以下の審査基準を改正した。
‐工作物の所有権の移転に伴う河川敷地の占用許可（普通河川管理条例にかかる改正（9条の削除）に関わり、同条に基づく審査
基準についても改正（条例改正については前⾴参照））
⇒改正（廃止）済み

‐化製場外における処理禁⽌の特例の許可化（製場外における処理禁⽌の特例許可申請について、原則許可しない旨定めている）
⇒改正（緩和）済み

‐⾏政財産の⽬的外使⽤許可（使用を許可することができる範囲の基準として、「隣接」を要件としているほか、使用を許可しない相手方
の基準として、「市内又は近接市町村に住所又は事務所を有しない者」と定めている）
⇒改正済み（隣接要件・地域要件の規定削除）

審
査
基
準
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グローバルイノベーション創出支援拠点

①分野： まちづくり

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
☑ 投資・予算
□ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 経済戦略局

⑤時期
2013年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・大阪の経済は長期にわ
たって低迷しており、大阪
の成長・発展に向けて、
新しいビジネスプロジェク
トが創出される環境の整
備・充実が求められてい
た。

・2013年にまちびらきし、
注目を集める「うめきた」
において、大阪・関西の
ポテンシャルを最大限に
活用しながら、グローバ
ルに活躍する人材・資
金・情報等を呼び込み、
イノベーションにつながる
プロジェクトが継続的に
創出される拠点を形成す
る。

・2013年4月、うめきたに、
「大阪イノベーションハ
ブ」を開設。

・大阪イノベーションハブ
では、国内外の起業家や
投資家を惹きつけるため
の、国際会議をはじめと
したプロモーションや、
様々な人材交流・コミュニ
ティ形成イベントを実施す
るとともに、世界市場に
向けた新事業開発プロ
ジェクトの創出・推進を支
援。
⇒2013年度予算

2億5,385万円
2014年度予算

2億143万円

・真にベンチャー企業の
創出を支えるファンドの
組成に向けた取組みを推
進（5億円の出資を予算
化）

・「大阪イノベーションハ
ブ」を開設して以来、月間
平均千人以上の来場者
を迎えている。

・平成25年度は、60,000
人以上の公式ホーム
ページユーザを獲得し、
22件の事業化プロジェク
ト創出を支援した。また、
2014年2月に開催した国
際イノベーション会議に
は、300人以上（外国人
22.5%）が来場し、2,000
人以上がUstreamで視聴
した。

・2013年度イノベーション
創出支援補助金交付件
数
９件

D(97)
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①分野： まちづくり

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 都市計画局

⑤時期
2013年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・再開発地区などを中
心に、地域における良
好な環境や地域の価
値を維持・向上させる
ための、住民・事業主・
地権者等による主体的
な取組み、いわゆるエ
リアマネジメントの機運
が高まっていた。

（グランフロント、西梅
田地区、大阪ビジネス
パークなど）

・欧米等で成果を上げ
ている、特定の地区を
対象にその地区内の
資産保有者等から集め
る資金をもとに、地区
の発展に資する組織づ
くり及び資金調達の仕
組み＝ＢＩＤ制度の導
入。

⇒別紙1、別紙2参照

・2013年7月に「大阪版
ＢＩＤ制度検討会」を設
置し、議論。

・特定の地区を対象に
その地区内の資産保
有者等から集める資金
をもとに、地区の発展
に資する組織づくり及
び資金調達の仕組み
（ＢＩＤ制度）を日本で初
めて導入。

・「大阪市エリアマネジ
メント活動促進条例」の
公布。（2014.4施行）

・グランフロント大阪で
は、制度の適用を見据
えて、グランフロント大
阪ＴＭＯを都市再生推
進法人に指定。
（2014.7）
⇒別紙1参照

・分担金を財源として、
歩道やベンチ、街灯、
案内板等の設置や維
持管理を実施予定。

D(98)エリアマネジメント活動促進制度の創設
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■エリアマネジメント活動促進制度の実施イメージ

（別紙１）

計画への
同意

分担金

大 阪 市

分担金事業・収支計
画案の作成

同計画案の
認定

公共空間の高質管理
（非収益事業）

・街灯、ベンチなどの設置
・警備員の配置 等

公共・民間空間での活動
（収益・非収益事業）

・オープンカフェの設置
・プロモーションの実施 等

自主財源

エリアマネジメントの実施

エリアの付加価値向上、ブランド化

エリアマネジメント団体（都市再生推進法人）

事業・収支計画に基づき、期待される受益に応じて分担金を負担

都市利便増進協定の対象地域の地権者等

…資産所有者Ａ 資産所有者Ｂ 資産所有者Ｃ
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■地元まちづくり組織に
よる自主的な維持・管理

地権者等で構成した会員組
織が、協定に基づいて負担
金を徴収し、基盤施設の維
持管理などを自主的に実施。

⇒ 『グランフロント大阪ＴＭＯ』
『西梅田地区』
『大阪ビジネスパーク地区
（ＯＢＰ）』 等で実施

■現行法を前提とした
大阪版ＢＩＤ制度の創設

・地元まちづくり組織は公物
管理者等との協定に基づ
いた事業計画と収支計画
を策定（行政が認定）
・行政は地方自治法に基づく
分担金を地権者等から公
平・公正に徴収して、地元
まちづくり組織に活動資金
として交付
・現在、まちづくり組織への
寄附金にかかる税優遇と
組織の活動財源の法制化
を国家戦略特区に提案中

■ＢＩＤ法の制定と日本版
ＢＩＤ制度の創設
（国へ要望中）

本格的にBID制度を導入す
るため、地域発意のエリアマ
ネジメントを展開する新たな
法制度を創設。

・BID活動の公益性・公共性
の認定と、それに基づくBID
団体への税優遇の強化、
公権限の移譲
・環境・エネルギー、プロモー
ション等にも使途が開かれ
た BID税制の創設

第１段階

第２段階

第３段階

■エリアマネジメントの展開イメージ

（別紙２）

現在の取組み段階
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うめきた２期開発の計画づくり

①分野： まちづくり

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
☑ 投資・予算
□ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 都市計画局

⑤時期
2011年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・世界の大都市では、
ニューヨークのセントラ
ルパークやロンドンの
ハイド・パークなど、都
市の中心部に大きな公
園があることで、都市
格を高めており、うめき
た２期区域においても、
みどりを軸としたまちづ
くりをめざす機運が高
まった。

・ 「グランドデザイン・大

阪」の中で、『大規模な
「みどり」の空間を確保
する』こととし、今後の
取組みとして「うめきた
と周辺のみどり化」を位
置づけた。

・「みどり」を軸にしたま
ちづくりにより、圧倒的
な都市魅力と品格ある
都市景観を創出すると
ともに、開発の効果を
周辺にも波及させ、周
辺の地域を高めること
とした。

・大阪駅周辺地域部会
において、うめきた2期
開発計画について議論
し、「みどり」を軸とした
質の高いまちづくりを
めざすこと、また、その
実現に向けて、国内外

から広く民間提案を受
け入れ、創意に富んだ、
実効性のある開発計
画を検討することを確
認した。

・2013年度には、うめき
た2期開発に関する民
間提案募集を実施し、
国内外40者からの提
案を受け、20の優秀提
案を選定した。

・現在、「まちづくり方
針」の作成に向けて、
学識経験者等からなる
検討会を立ち上げ、優
秀提案者と対話をしな
がら方針案を検討して
いる。

・今年度には、まちづく
りの方針を作成し2015
年度以降に民間事業
者が決定される予定で
あり、民間開発が着手
できる状況へ着実に進
みつつある。

⇒全体スケジュールは
次頁参照

D(99)

150



今後のスケジュール
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ま
ち
づ
く
り
の
方
針
の
検
討

優
秀
提
案
者
と
の
対
話

２０１３年度 ２０１４年度 ２０１６～２２年度 ２０２３～２６年度２０１５年度

基
盤
整
備

２期区域
更地化工事（～2014年度）

地下化・新駅設置工事

道路・「みどり」の工事

地下化・
新駅開業

民
間
開
発

民
間
提
案
募
集

【１
次
募
集
】

基盤整備完了

優
秀
提
案
者
決
定

公
園
・宅
地
の
位
置
・規
模
の
決
定

ま
ち
づ
く
り
の
方
針

設計等

設計等

完成した箇所から
順次供用開始

民
間
事
業
者
募
集

【
２
次
募
集
】

事
業
者
の
決
定

民
間
開
発
着
手

ま
ち
び
ら
き

公
園
等
の
都
市
計
画
決
定



①分野： まちづくり

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 都市計画局

⑤時期
2012年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・大阪駅周辺地区や中
之島地区、御堂筋沿道
の隣接街区では、土地
の高度利用を伴った都
市開発が活発に展開さ
れている。
・この中で、ビルの高規
格化や多様化に対応し
づらい形態規制（建築
物高さ制限60ｍなど）
が行われていた御堂筋
沿道では建替えが進ま
ず、周辺地域と比べ相
対的な地位が一層低
下していた。
・キタとミナミを結ぶ大
阪都心の中央に位置し
ながら、そのポテンシャ
ルが充分に発揮されて
いない状況であり、エリ
アの再構築に向けた早
急な対応が必要となっ
ていた。

・2012年度に大阪市都
市計画審議会に専門
部会を設置。

・御堂筋エリアのビジョ
ン及びゾーン毎の特性
をふまえた将来像や規
制緩和を含む誘導方
策の方向性等を策定。
（2013.3）。
-御堂筋エリアのビジョ
ン
「大阪の伝統と革新が
うみだす世界的ブラン
ド・ストリート 歩いて楽
しめ、24時間稼働する
多機能エリアへ」
-ゾーン毎の将来像
【淀屋橋～本町間の沿
道】
「上質なにぎわいと風
格あるビジネス地区」
【本町～長堀間の沿
道】
「特別な時間を愉しむ
ことができる落ち着き
ある複合地区」

・新しい御堂筋のルー
ルである地区計画及び
御堂筋デザインガイドラ
インを策定（2014.1）。
‐ 淀屋橋から中央大通
間；高さ制限等の形態
制限の緩和（100m超の
建築物の建設可能に）
-中央大通から長堀
間；建築物の高層部に
おいて賃貸レジデンス
の誘導が可能に
-建物低層部でのにぎ
わいづくりをはじめ、貢
献内容に応じた容積率
の緩和
-御堂筋らしい落ち着き
のある色彩や素材によ
る質の高い外観を誘導
-建物の低層部への店
舗等の積極誘導
・民間主体によるセット
バック部分等でのにぎ
わい創造実証事業の実
施（2013年度）と利活用
に関する官民のルール
づくり（2014.7)
・既存ビル等を対象とし
たにぎわい空間創出補
助制度の確立（2014.7）

（別紙参照）

・御堂筋沿道の建築物
について、すでに１件
が2014年4月に都市計
画決定済み（都市再生
特別地区（伏見町三丁
目地区））
都市計画決定内容（概
要）
高さの最高限度：
高層部 107m
中層部 50m

D(100)御堂筋のあり方の抜本的な見直し
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御堂筋のあり方の抜本的な見直し ～何をどう改革したか（What）～

＊金融系店舗、カフェ、コンビニ等が多い

緩 和 前 緩 和 後

44m

52m

4m4m

50m
▽

4m以上

東側 西側

容積ボーナス

形態制限緩和等

デザイン誘導強化

既存ビル等を対象
としたにぎわい空間
創出補助制度

セットバック利活用；
にぎわい創造実証事

業の実施と利活用に
関する官民のルール
づくり

1

2

オフィスビルの建替促進

「上質な」にぎわい
空間を積極的に誘

導

良質なオフィス空間
の確保や複合用途
への対応

統一感と
ヒューマンスケールの
まちなみの誘導

44m

52m

50m
▽

1

1

4m4m

＊

原則10m
以下

10m
以上

東側 西側

御
堂
筋
本
町
北
地
区

御
堂
筋
本
町
南
地
区

御
堂
筋

中央大通

長堀通

土佐堀通

御 堂 筋 本 町 北 地 区

御 堂 筋 本 町 南 地 区

淀屋橋

本町

長堀
44m

48m

2m以上2m以上

44m

オフィスビル等の建替促進

立体用途規定

デザイン誘導強化
足元でのにぎわいや憩
いのあるまちなみの誘

導

「高級な」にぎわい空間を
積極的に誘導

容積ボーナス

既存ビル等を対象とし
たにぎわい空間創出
補助制度

（建築物最上階から、建築
物の階数の1/3以内）

緩 和 前 緩 和 後

グレード感のある
賃貸レジデンスの
導入を可とする。
徹底したデザインの
コントロール

153



①分野： まちづくり
②タイプ
□ 政策イノベーション
☑ 執行の刷新

③改革スタイル
□ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
□ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 都市計画局

⑤時期
2012年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・2012年4月時点で、
都市計画道路は総
延長約450ｋｍのう
ち約85ｋｍ（約
19％）、市営の都市
計画公園・緑地は
総面積約992haのう
ち約133ha（約
13％）が事業未着
手であった。

・本市の厳しい財政
状況の中、現計画
の道路や公園・緑
地の整備には事業
の長期化が予想さ
れ、計画区域内の
建築制限の長期化
が懸念された。

・都市計画道路や
公園・緑地が主に
決定された高度成
長期からの社会経
済状況の変化を踏
まえて、事業未着手
の計画について整
備の必要性を改め
て検証し、真に必要
と判断されるもの以
外は計画の見直し
を行うこととした。

・都市計画道路に
ついては、事業未
着手路線である延
長約85ｋｍのうち、
約40％に相当する
延長約34ｋｍにつ
いて、計画を見直し
た（2013.4実施）

・都市計画公園・緑
地（市営）について
は、未着手である面
積約133haのうち、
約56％に相当する
面積約74haについ
て、計画を見直した
（2014.4実施）

・都市計画道路に
ついては、今後必
要と見込んでいた
事業費及び必要年
数の削減効果が見
込める
（9800億⇒5700億
△4,100億円）

（70年以上⇒約30
年）

・都市計画公園・緑
地については、今
後必要と見込んで
いた事業費及び必
要年数の削減効果
が見込める
（4140億⇒460億
△3,680億円）

（240年⇒約30年）

・見直しにより、長
期化してきた建築
制限が解除された。

A(38)都市計画道路・公園等の見直し
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密集住宅市街地整備の推進

①分野： まちづくり

②タイプ
☑ 政策イノベーション
□ 執行の刷新

③改革スタイル
☑ 投資・予算
☑ 条例・規則・運用ﾙｰﾙ
☑ 組織・経営形態
□ 権限移譲

④担当部局
市 都市整備局 他

⑤時期
2012年～

改革前の課題
（Why）

改革の方向性
（Vision)

何をどう改革したか
（What）

主な成果
（Outcome）

・JR大阪環状線外周部
を中心として密集住宅
市街地が形成されてお
り、大規模な地震時に
は、老朽化した住宅の
倒壊や延焼による大火
の危険性があり、道路
が狭く避難や消火活動
が困難であるなど様々
な課題を抱えている。
これまでも各種取り組
みを進めてきたが、十
分に改善されていない
状況にある。

(面積：約1,300ha、大阪
市域面積（約
22,300ha）の約６％を
占める）

図表１（優先地区の区
域）

これまでの大震災の
経験から市民の防災
意識が高まるとともに、
区ごとの主体的な取り
組みが求められている
ことから、地域防災力
を強化しつつ、地域の
実情をよく把握してい
る区の意向を踏まえ、
地域や市民との協働
による地域特性に応じ
た市街地の不燃化促
進や避難経路の確保
の取り組みを、エリア
を限定して重点的に実
施する。

・関係区長・所属長で構
成する「密集住宅市街
地整備推進プロジェクト
チーム」を設置し
（2012.11～）、「大阪市
密集住宅市街地重点整
備プログラム」を策定し
た。（2014.4）

○不燃領域率（燃え広
がりにくさ）や地区内閉
塞度（避難のしやすさ）
等についての目標を設
定し、2020年度までの
達成を目指す。

○区の地域防災計画の
策定や防災訓練の実施
などのソフト面の取り組
みと、モデルエリアでの
老朽住宅の建替えや除
却の重点的な実施など
のハード面の取り組み
を効果的・効率的に進
める。

図表２（密集住宅市街
地整備の目標）
図表３（重点整備プログ
ラムに基づく今後の取り
組み）

・これまでの継続的な
取り組み （平成26年
度予算：20億21百万
円）に加え、エリアを限
定して（重点整備エリ
ア（約380ha））建替建
設費や除却費補助の
間取りや建築年次の
要件緩和による補助対
象の拡大を行うととも
に（重点整備事業）、区
画整理手法を用いて
敷地整理を行うなど
（福島区モデルエリア）、
建替促進に向けた集
中的な取り組み（平成
26年度予算：15億34百
万円）を実施する。
（2014.6～）

図表４（平成26年度
の集中的な取り組み）

C(82)
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密集住宅市街地整備の目標

優先地区の２１ヵ所の防災街区（※）のうち、半数以上において①と②両方の指標について

目標を達成

① 不燃領域率 ４０％以上 （ 不燃領域率が４０％になると市街地大火への拡大が大幅に抑制される ）

② 地区内閉塞度 レベル２ （ 地区内閉塞度レベル２とは、避難確率が９７％以上であり閉塞危険性が低い）

優先地区の防災骨格形成率を８０％以上確保

防災骨格形成率：骨格路線（※）の整備完了延長／骨格路線全延長

※ 骨格路線とは、防災上の骨格となる都市計画道路（ 鉄道・河川等を除く ）

【図表２】

不燃領域率 ： 市街地の燃えにくさを表す指標で、建物の不燃化の割合や空地の状況から算定する

地区内閉塞度 ： 被災場所から避難路等周縁部まで避難できる確率を5 段階で評価したもの

※防災街区とは、避難路や緊急交通路・主要河川等で構成される延焼遮断帯により囲まれた街区

平成２６年度の集中的な取り組み

○ 密集住宅市街地重点整備事業

【新たな手法により整備を行うエリア】

・福島区モデルエリア

・西成区モデルエリア

【地域や住民と連携して整備に取り組むエリア】

・防災コミュニティ道路認定地区（５地区）

【先行的に事業を進めているエリア】

・生野区南部地区

・西成区北西部地区

 

淀川区 

東淀川区 

西淀川区 
福島区 

北区 
都島区 

旭区 

此花区 西区 
中央区 

城東区 
鶴見区 

住之江区 

港区 

大正区 西成区 

浪速区 天王寺区 

東成区 

生野区 

住吉区 

阿倍野区 

東住吉区 
平野区 

： 重点整備エリア■ 重点整備エリア（約３８０ha）

○ 都市計画道路の整備に合わせた沿道不燃化促進モデル事業（西成区モデルエリア）

○ 地籍整備型土地区画整理事業を活用した土地利用更新環境整備モデル事業（福島区モデルエリア）

○ 沿道整備街路推進モデル事業（三国東地区）

○ 密集市街地における防災・減災対策の推進に資する都市計画道路の整備
（豊里矢田線・木津川平野線・生玉片江線・津守阿倍野線）

【図表４】
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付属資料

付属資料１ 施策・事業のゼロベースの見直し

付属資料２ 市税の減免措置の見直し

付属資料３ 使用料の減免措置の見直し

付属資料４ 外郭団体との競争性のない随意契約の見直し
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○点検・精査の視点

①施策･事業自体の必要性

㋐現役世代への重点的な投資

㋑行政が関与する領域か民間に任せる領域か

㋒施策目的の社会経済環境への適合性

㋓全市一律に実施すべきか、区の特性等に応じて実施すべきか

②事業の内容の有効性と実施方法の最適性

㋐事業内容の施策目的に対する整合性･有効性

㋑行政サービスの内容を住民の選択にさらす～サービスの受け手が選択できる環境を整備～

㋒民間活用の拡大

㋓民間活用における競争性の追求

㋔活動支援を行っている場合の支援と効果の関係の明確化

③応分の負担(受益と負担の再検討) 

○施策・事業の水準等についての基本的な考え方

■基本原則

①大阪府内で統一的に実施されている施策・事業については、その水準に合わせる。

②その他の施策・事業については、４指定都市（横浜市・名古屋市・京都市・神戸市）の標準的な水準

に合わせる。

施策・事業のゼロベースの見直し

（付属資料１）

市政改革プラン（2012年7月策定）に基づき、所要一般財源１億円以上の施策・事業（１０９項目）
について見直しを実施。
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○見直しの対象とした施策・事業（109項目） （１／３）

事務事業名
2014年度
削減効果額

1 海外事務所運営経費 1.68 
2 ＩＢＰＣ大阪ネットワークセンター運営 0.90 

3 企業等誘致・集積推進事業 0.95 

4 職員疾病対策事業（旧裁量予算分） 0.68 

5 職員被服貸与事業 0.50 
6 公立大学法人大阪市立大学運営費交付金（大学） 4.41 

7 市民交流センター管理運営 5.62 

8 男女共同参画センター管理運営 0.43 
9 市民交流センター改修整備 1.55 

10 地域活動団体等の公益活動の連携・協働の促進等による地域コミュニティづくり事業 1.81 

11 各所整備費 各局分 0.55 

12 コミュニティ系バス運営費補助 8.37 
13 大阪シティエアターミナル（ＯＣＡＴ）ビルの公的施設管理運営補助 0.51 

14 大阪バイオサイエンス研究所 4.50 

15 総合健康診査事業（ナイスミドルチェック） 1.40 

16 小児ぜん息等医療助成事業 2.59 
17 環境科学研究所（検査・研究業務、栄養専門学校） 0.23 

18 市営交通料金福祉措置（敬老パス） 27.77 

19 大阪市社会福祉協議会交付金 0.87 
20 各区社会福祉協議会交付金 4.62 

21 地域生活支援事業 3.75 

22 地域福祉活動推進事業 3.72 

23 民生委員連盟交付金 0.05 
24 軽費老人ホームサービス提供費補助金 0.79 

25 食事サービス事業（ふれあい型） 0.54 

26 高齢者住宅改修費給付事業 0.09 
27 老人憩の家運営助成事業費（常設分） 0.55 

28 高齢者地域活動支援事業運営委託 1.45 

29 舞洲障がい者スポーツセンター 0.51 

30 委託老人福祉センター 0

（億円）

（次ページへ続く）

（付属資料１）
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事務事業名
2014年度
削減効果額

31・32 国民健康保険事業会計繰出金 7.79 
33 水道料金福祉措置 23.11 

34 下水道料金福祉措置 13.36 

35 施設指導及び助成費 民給 1.02 

36 児童いきいき放課後事業 子どもの家事業 1.25 
37 留守家庭児童対策 -0.72 

38 子育て活動支援事業 0.33 

39 ファミリー・サポート・センター事業 1.37 
40 1歳児保育特別対策費 6.84 

41 市営交通料金福祉措置 2.21 

42 水道料金福祉措置 2.02 

43 下水道料金福祉措置 1.16 
44 公立保育所管理運営費 公立保育所一般管理費 0.41 

45 公立保育所管理運営費 延長保育事業 0.01 

46 公立保育所管理運営費 職員補充対策費 0.07 

47 公立保育所管理運営費 長時間保育対策費 0.25 
48 公立保育所管理運営費 保育所運営体制変更対応 0.24 

49
公立保育所管理運営費 新ニーズ対応臨任職員の非常勤化実施事業
（子育て相談及び地域交流推進のための非常勤嘱託職員の雇用経費）

0.24 

50 子育ていろいろ相談センター 管理運営費 0.07 
51 教育相談事業 0.03 

52 青少年野外活動施設管理運営費 1.14 

53 保育料の軽減 1.51 

54 （社)大阪フィルハーモニー協会助成 0.68 
55 競技スポーツ振興事業 0.80 

56 スポーツセンター管理運営 0

57 プール管理運営 0
58 都市基幹公園等整備（天王寺動植物公園整備） 0.10 

59 （財）文楽協会運営補助金 0.13 

60 地方独立行政法人大阪市立工業研究所運営費 人件費関連 0.49 

（億円）

○見直しの対象とした施策・事業（109項目） （２／３）

（次ページへ続く）

（前ページからの続き）

（付属資料１）
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事務事業名
2014年度
削減効果額

61 貿易促進センター事業補助 1.16 
62 大阪市貿易促進事業補助 4.53 

63 特別会計繰出金 市場 企業債利息、特別会計繰出金 市場 一般会計補助金（業者指導監督経費） 0.45 

64・65 特別会計繰出金 食肉市場事業 行政指導監督等経費 1.58 

66 特別会計繰出金 食肉市場事業 集荷対策(経常） -0.68 
67 環境学習センター（生き生き地球館）の運営 1.41 

68 屋内プール管理運営事業 0.06 

69 焼却処分事業 8.13 
70 管路輸送事業 0.48 

71 新婚世帯向け家賃補助 21.31 

72～75
下水道事業会計繰出金
（支払利息相当分・減価償却費相当分・収益的収支人件費相当分・物件費相当分）

2.08 

76 高速鉄道事業会計繰出金 児童手当費用負担相当額補助 5.69 
77 水道事業会計補助金 地方公営企業に係る児童手当に要する経費 0.85 

78～99 病院事業会計への繰出金 総合医療センター、十三市民病院、住吉市民病院 7.39 

100 外国青年招致事業 0.18 

101 学校元気アップ地域本部事業 1.52 
102 多様な体験活動の実施 1.97 

103 学校給食協会交付金 1.20 

104 中学校昼食事業 1.20 
105・106 一般維持運営費 0.25 

107 生涯学習センター 2.56 

108 音楽団事業及び音楽堂貸し出し事業 0.52 

109 市会関係一般費（政務調査費) 0

2014年度 削減効果額 合計 211億1,800万円

（億円）

○見直しの対象とした施策・事業（109項目） （３／３）

（前ページからの続き）

※各項目の削減効果額は四捨五入しているため、各項目の和と削減効果額合計は必ずしも一致しない。

（付属資料１）
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市税の減免措置の見直し

（付属資料 ２）

市政改革プラン（2012年7月策定）に基づき、市税の減免措置について見直しを実施。

○見直し結果

合計88件の減免について見直しを行い、61件を廃止。

結 果 件数

Ａ 廃止 61

Ｂ
継続または
一部見直し

27

合 計 88

61

27
Ａ

Ｂ
合計
88件
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○市税の減免のうち、見直しの対象としたもの （１／３）

Ａ．減免を廃止したもの 【61件】

項 目 区 分

1 公共事業実施のため使用収益できない土地

固定資産税・
都市計画税

2 道路予定地

3 物納の許可を受けた固定資産

4 沈没船舶

5 一定の条件を満たしているマンションの児童の遊び場

6 障がい者職業能力開発訓練施設

7 非課税となる福祉施設等の建築中の敷地等

8 中小企業会館

9 研究開発型産業高度化促進施設

10 地域産業集積活性化対策施設

11 公益社団法人・公益財団法人所有の港湾労働者施設

12 公益社団法人・公益財団法人所有の学校給食を実施するための施設

13 都市計画自動車ターミナル

14 本市補助を受け商店街振興組合等が整備したコミュニティ施設

15 大阪沖縄会館

16 公益社団法人・公益財団法人所有のがん予防検診施設

17 公益社団法人・公益財団法人所有の結核予防施設

18 公益社団法人・公益財団法人所有の公害健康被害検査施設

19 柔道整復師会館

20 府医師会館

21 府歯科医師会館

22 中沢記念野球会館（高校野球連盟）

23 講道館 大阪国際柔道センター

24 住吉武道館

25 労働組合が専らその用に供する固定資産

26 救急医療機関所有の病院・診療所

27 非課税となる診療施設のための看護師宿舎

28 学校法人以外の幼稚園

29 障がい者小規模作業所等

30 公益社団法人・公益財団法人所有の海外技術者研修施設

（次ページに続く）

（付属資料 ２）
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項 目 区 分
31 能楽堂・能舞台

固定資産税・
都市計画税

32 在日外国人のための公民館的施設
33 公益社団法人・公益財団法人所有の中国残留邦人等支援施設
34 土地改良区が本来の用に供する事務所等の敷地
35 本市補助を受け事業協同組合等が整備したコミュニティ施設
36 苅田土地改良記念会館
37 平野区画整理記念会館
38 瓜破会館及び瓜破西会館
39 大阪弁護士会館
40 司法書士会館
41 府道高速大阪東大阪線の土地のうち船場センタービル敷地部分
42 オーク２００のうち本市補助を受け整備された公共的施設の用に供する家屋
43 天満・天神繁昌亭
44 学生・生徒〔所得65万円・125万円以下〕

個人市民税45 相続人〔単身者：所得115万円・145万円以下〕
46 公益事業に係る事務所等所有者
47 一般社団・財団法人（非営利型法人）

法人市民税
48 清算中の法人
49 宗教法人・社会福祉法人 （※） 軽自動車税
50 教科書の発行の事業の用に供する施設

事業所税

51 劇場等に係る施設
52 指定自動車教習所
53 酒類の保管のための倉庫
54 タクシー事業用施設で保有台数250台以下のもの
55 織物の保管の用に供する施設
56 ビルメンテナンス事業の用に供する施設
57 列車内における食堂等の事業の用に供する施設
58 古紙回収事業の用に供する施設
59 家具の保管の用に供する施設
60 倉庫業の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業の用に供する上屋で３万㎡未満のもの
61 簡易宿所営業の用に供する施設

（前ページからの続き）

○市税の減免のうち、見直しの対象としたもの （２／３）

※宗教法人への減免は廃止、社会福祉法人への減免は継続。

（付属資料 ２）
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項 目 区 分

1 災害により損害を受けた固定資産

固定資産税・
都市計画税

2 生活扶助受給者所有の土地・家屋

3 低所得者所有の土地・家屋

4 本市が取得した固定資産

5 本市事業により移転補償の対象となった固定資産

6 仮換地指定前に使用収益できない土地

7 仮換地に他人の工作物等がある土地

8 過小宅地となるため仮換地を指定せず金銭清算される土地

9 領事館

10 大阪ドーム（スタジアム部分）

11 地域振興会が本来の用に供する固定資産

12 一定の条件を満たしているマンション集会所

13 老人憩の家

14 児童遊園の用に供する固定資産

15 公衆浴場

16 災害被災者

個人市民税

17 生活扶助受給者等

18 失業者〔単身者：所得115万円・145万円以下〕

19 所得減少者〔単身者：所得115万円・145万円以下〕

20 障がい者・未成年者・寡婦(夫)〔所得150万円以下〕

21 認可地縁団体(収益事業を行わない場合)

法人市民税22 特定非営利活動法人(収益事業を行わない場合)

23 公益社団・財団法人(収益事業を行わない場合)

24 被災車両

軽自動車税
25 身体障がい者等専用車両（自己所有）

26 身体障がい者等専用車両（生計同一人所有）

27 身体障がい者等専用車両（特殊仕様車両）

○市税の減免のうち、見直しの対象としたもの （３／３）

Ｂ．減免を継続または一部見直したもの 【27件】

（付属資料 ２）
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使用料の減免措置の見直し

（付属資料３）

○使用料の減免案件と見直し結果

合計1,424件の減免について点検を行い、結果を公表。

市政改革プラン（2012年7月策定）に基づき、市有不動産の使用料等の減免措置について、
見直しを実施。

結 果 補 足 件数

Ａ
減免率見直し・
減免廃止

減免率の見直し・減免を廃
止

97

Ｂ 要検証
引き続き検討を行い、適切
な取扱いを検証

239

Ｃ 点検対象外
「行政からの支援」ではなく、
原則として減免継続

24

Ｄ 減免継続 現行のまま減免を継続 1,050

Ｅ 事業終了 事業終了により減免廃止 14

合 計 1,424

97 

239 

24 

1,050 

14 

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

合計
1,424件
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○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （１／６）

Ａ．減免率見直し・減免廃止 【97件】

項 目 件数

1 施設用地（大阪人権博物館） 1

2 大学と連携した人材育成中核拠点（ＮＰＯ大学コンソーシアム大阪・ＮＰＯ関西社会人大学院連合） 2

3 その他児童福祉施設 1

4 事務所（（社）大阪市母と子の共励会）愛光会館 1

5 保育所 54

6 事務所（（社）福島産業会） 1

7 事務所（公益財団法人地球環境センター）鶴見緑地公園内 1

8 港湾労働者住宅等（（財）大阪港湾福利厚生協会） 8

9 荷さばき地等（舞洲埋立地） 1

10 荷さばき地等（港湾局賃貸地） 13

11 貯炭場・車庫（港湾局賃貸地） 5

12 事務所（大阪市漁協（協）） 1

13 倉庫等（港湾局賃貸地） 4

14 事務所・倉庫等（港湾局賃貸地） 3

15 事務所（公益財団法人大阪市学校給食協会） 1

計 97

（付属資料３）
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Ｂ．要検証 【239件】

項 目 件数

1 福利厚生施設（ヴィアーレ大阪） 1

2 国際学校（学校法人大阪YMCA） 1

3 事務所（大阪市経済局関係団体協議会）大阪産業創造館内 1

4 在宅サービスセンター・ステーション（区在宅サービスセンター） 26

5 在宅サービスセンター・ステーション（地域在宅サービスステーション） 42

6 その他高齢者福祉施設（認知症高齢者グループホーム） 1

7 その他高齢者福祉施設（小規模多機能型居宅介護施設） 1

8 事務所（社会福祉センター） 10

9 事務所（社会福祉センター） 4

10 障がい者福祉施設 52

11 大阪バイオサイエンス研究所 1

12 研究施設（大阪大学） 1

13 障がい者福祉施設付帯駐車場（社会福祉法人ライフサポート協会） 1

14 会館・港湾関係車両施設（（財）大阪港湾福利厚生協会） 3

15 社団法人事務所（もと幼児教育センター内） 1

16 学校売店・食堂 92

17 幼稚園（北恩加島幼稚園） 1

計 239

○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （２／６）

（付属資料３）
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（次ページへ続く）

Ｃ．点検対象外 【24件】
項 目 件数

1 寝屋川護岸敷地用地（大阪府） 1

2 鉄道高架軌道施設敷地（阪神電気鉄道㈱） 5

3 広場（西日本電信電話㈱） 1

4 記念碑（大阪府立夕陽丘高等学校） 1

5 無料低額宿泊所（生活ケアセンター） 1

6 道路・通路 1

7 傾斜地管理 1

8 砂防ダム（大阪府八尾土木事務所） 1

9 通路（豊中市立第17中学校通学路） 1

10 公共水路（八尾工場内） 1

11 広場（湊町地区開発協議会） 1

12 阪神高速道路上空占用（（独）日本高速道路保有・債務返済機構） 8

13 ペデストリアンデッキ（コスモスクエア海浜緑地） 1

計 24

Ｄ．減免継続 【1,050件】

項 目 件数

1 事務所（大阪市立高等学校教育研究会）東高等学校内 1

2 事務所（大阪市立高等学校校長会）東高等学校内 1

3 事務所（大阪市立高等学校体育連盟）東高等学校内 1

4 事務所（大阪市立高等学校文化連盟）東高等学校内 1

5 事務所（大阪市立小学校長会）もと幼児教育センター 1

6 事務所（大阪市立中学校校長会）もと幼児教育センター 1

7 事務所（大阪市立幼稚園長会）もと幼児教育センター 1

8 学校施設（理学部附属植物園） 2

9 博物館（大阪商工会議所）大阪産業創造館内 1

10 国立文楽劇場（独立行政法人日本芸術文化振興会） 1

○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （３／６）

（付属資料３）
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（次ページへ続く）

Ｄ．減免継続 【1,050件】

項 目 件数

11 宣言塔（大阪福島納税貯蓄組合連合会） 1

12 集会所・会館 193

13 地域コミュニティ関連用地（倉庫・広場等） 249

14 資材置場（阪神高速道路（株）） 1

15 複合交通センター・交通広場（ＯＣＡＴ） 1

16 多目的ドーム（京セラドーム大阪） 1

17 その他高齢者福祉施設（シルバー人材センター） 5

18 その他高齢者福祉施設（軽費老人ホーム） 2

19 その他高齢者福祉施設（生活支援ハウス） 1

20 特別養護老人ホーム 53

21 老人憩の家 247

22 保護施設（救護施設、更生施設） 6

23 無料低額診療施設（社会医療センター） 1

24 共同浴場 6

25 障がい者福祉施設（障がい者職業指導センター・職業リハビリテーションセンター） 2

26 障がい者福祉施設（障がい者ケアホーム） 1

27 売店・店舗等 1

28 看護専門学校 3

29 その他児童福祉施設 1

30 その他児童福祉施設 3

31 青少年野外活動センター 2

32 学校施設（幼稚園昼食実行委員会） 2

33 航空機騒音測定器（共同利用施設） 1

34 防潮堤点検階段（仮設）住之江工場内 1

35 農園（瓜破霊園内） 1

（前ページからの続き）

○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （４／６）

（付属資料３）
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Ｄ．減免継続 【1,050件】

（前ページからの続き）

項 目 件数

36 アーケード（長吉銀座商店街振興組合） 1

37 活動拠点施設（ＮＰＯ法人、社会福祉法人等） 11

38 賃貸住宅（大阪市住宅供給公社） 10

39 道路・通路（西日本旅客鉄道㈱） 1

40 防犯カメラ 9

41 防犯活動拠点、駐車場 19

42 水防倉庫、事務所（淀川左岸水防事務組合）、無線基地局 24

43 作業所（高速道路建設工事）阪神高速道路㈱ 2

44 倉庫（市岡緑陰道路愛護会外） 1

45 ＥＶからホームへの接道（西日本旅客鉄道㈱） 1

46 アーケード（西天銀座商店街） 1

47 専門職大学院サテライト教室（中之島図書館内） 1

48 大阪外環状鉄道の整備に必要な工事ヤードとして使用 1

49 観測施設（独立行政法人産業技術総合研究所） 1

50 児童遊園 126

51 教育訓練施設（鶴浜埋立用地） 1

52 警察施設（住之江警察署） 1

53 多目的ホール・展示場等（ＡＴＣ） 1

54 水防施設（大阪府西大阪治水事務所） 1

55 震度計（大阪府） 21

56 防犯カメラ 14

57 大阪国際平和センター 1

58 記念碑（市立東商業高等学校同窓会等） 3

59 地震観測装置（関西地震観測研究協議会） 1

60 大阪外環状鉄道の整備に必要な工事ヤードとして使用 1

計 1,050

○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （５／６）

（付属資料３）
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Ｅ．事業終了 【14件】

項 目 件数

1 事務所（もと東淀川人権文化センター） 1

2 その他高齢者福祉施設（シルバーボランティアセンター） 1

3 観測機器（(財)地域地盤環境研究所） 12

計 14

○ 市有不動産の使用料減免のうち、見直しの対象としたもの （６／６）

（付属資料３）
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外郭団体との競争性のない随意契約の見直し

（付属資料４）

○見直しの状況

市政改革プラン（2012年7月策定）に基づき、外郭団体との競争性のない随意契約について
見直しを実施。

2010年度決算 2013年度決算見込 削減状況

金額 321億円 44億円 ▲277億円 （▲86.3%）
件数 325件 20件 ▲305件 （▲93.8%）

（見直しの内訳）

団体名

2010年度
決算(A)

2013年度
決算見込(B)

(A) -(B)

件数 金額 件数 金額 件数 金額

1(公財)大阪国際交流センター 8 28 0 ▲ 8 ▲ 28

2(一財)大阪市男女協働参画のまち創生協会 3 12 0 ▲ 3 ▲ 12

3大阪外環状鉄道(株) 0 0 1 60 1 60

4(社福)大阪社会医療センター 1 7 0 ▲ 1 ▲ 7

5(社福)大阪市社会福祉協議会 26 2,096 0 ▲ 26 ▲ 2,096

6(一財)大阪市環境保健協会 18 579 0 ▲ 18 ▲ 579

7(公財)大阪市救急医療事業団 3 385 1 187 ▲ 2 ▲ 199

8（一財）大阪スポーツみどり財団 13 676 0 ▲ 13 ▲ 676

9(公財)大阪市博物館協会 3 767 2 459 ▲ 1 ▲ 308

10(一財)大阪国際経済振興センター 5 796 0 ▲ 5 ▲ 796

11大阪市信用保証協会 1 10 0 ▲ 1 ▲ 10

12アジア太平洋トレードセンター(株) 3 157 3 76 0 ▲ 81

13(公財)大阪市都市型産業振興センター 10 707 0 ▲ 10 ▲ 707

（次ページに続く）

（金額の単位：百万円）
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団体名

2010年度
決算(A)

2013年度
決算見込(B)

(A) -(B)

件数 金額 件数 金額 件数 金額

14 (一財)環境事業協会 15 1,601 0 ▲ 15 ▲ 1,601

15 大阪市住宅供給公社 17 359 0 ▲ 17 ▲ 359

16 (財)大阪市建築技術協会 5 5,275 0 ▲ 5 ▲ 5,275

17 大阪市街地開発(株) 0 0 2 7 2 7

18 大阪市道路公社 3 14 1 2 ▲ 2 ▲ 12

19 (一財)都市技術センター 18 646 0 ▲ 18 ▲ 646

20 クリスタ長堀(株) 0 0 2 93 2 93

21 大阪地下街(株) 1 14 1 12 0 ▲ 2

22 大阪港埠頭(株) 1 15 0 ▲ 1 ▲ 15

23 (株)大阪港トランスポートシステム 1 7 0 ▲ 1 ▲ 7

24 (株)海遊館 1 88 0 ▲ 1 ▲ 88

25 交通サービス(株) 40 3,693 2 297 ▲ 38 ▲ 3,396

26 大阪運輸振興(株) 8 3,821 2 2,616 ▲ 6 ▲ 1,205

27 ㈱大阪メトロサービス 6 820 2 444 ▲ 4 ▲ 376

28 (株)大阪水道総合サービス 30 1,546 0 ▲ 30 ▲ 1,546

29 (一財)大阪市教育振興公社 10 4,335 1 147 ▲ 9 ▲ 4,187

30 (財)大阪市都市工学情報センター 49 200 0 ▲ 49 ▲ 200

31 (財)大阪城ホール 2 36 0 ▲ 2 ▲ 36

32 (株)湊町開発センター 1 9 0 ▲ 1 ▲ 9

33 (財)大阪市消防振興協会 1 436 0 ▲ 1 ▲ 436

34 大阪港埠頭ターミナル(株) 1 5 0 ▲ 1 ▲ 5

35 (財)大阪市農業センター 1 11 0 ▲ 1 ▲ 11

36 (財)大阪観光コンベンション協会 4 129 0 ▲ 4 ▲ 129

37 (公社)大阪港振興協会 3 98 0 ▲ 3 ▲ 98

38～61(社福)各区社会福祉協議会 13 2,772 0 ▲ 13 ▲ 2,772

合 計 325 32,150 20 4,401▲ 305 ▲ 27,749

（前ページからの続き）

（外郭団体との競争性のない随意契約の見直しの内訳）

（金額の単位：百万円）

（付属資料４）
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